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 はじめに

  ははじじめめにに  

  
１ 策定の趣旨                                

 岩手県では、平成 23 年４月に「東日本大震災津波からの復興に向けた基本方針」※を策定し、

被災者の人間らしい「暮らし」「学び」「仕事」を確保し、一人ひとりの幸福追求権を保障するこ

と及び犠牲者の故郷への思いを継承することを、基本方針を貫く二つの原則と位置付けた。 

この原則に基づいて、平成 23 年８月に、「いのちを守り 海と大地と共に生きる ふるさと岩手・

三陸の創造」を目指す姿とする「岩手県東日本大震災津波復興計画（復興基本計画）」（以下「復

興基本計画」という。）を策定し、これまで、その具体的な施策や事業等を定めた「復興実施計画

（第１期）」（以下「第１期実施計画」という。）、「復興実施計画（第２期）」（以下「第２期実施計

画」という。）に基づき、復興に向け取り組んできたところである。 

 

 第１期実施計画の計画期間である平成 23 年度から平成 25 年度まで（以下「第１期」という。）

は、「基盤復興期間」として、被災地域の復旧・復興の第一歩となる緊急的な取組を重点的に進め

るとともに、本格的な復興に向けた復興基盤の構築のための各種施策を実施した。 

第２期実施計画の計画期間である平成 26 年度から平成 28 年度まで（以下「第２期」という。）

は、「本格復興期間」として、復興まちづくりを進めるとともに、被災者の生活の安定と住宅再建、

地域産業の再生など、将来にわたって持続可能な地域社会の構築を目指す各種施策を実施した。 

 

 「復興実施計画（第３期）」（以下「第３期実施計画」という。）の計画期間である平成 29 年度

及び平成 30 年度（以下「第３期」という。）は、「更なる展開への連結期間」であり、被災者＝

復興者一人ひとりの復興を見守り、寄り添った支援を行うとともに、多様な主体の参画や交流、

連携により、復興事業の総仕上げを視野に復興の先も見据えた地域振興にも取り組みながら、復

興を推進する。 

また、平成 30 年度には、三陸鉄道による久慈～盛間の一貫経営、宮古～室蘭間のフェリー航

路開設、東北横断自動車道釜石秋田線（釜石～花巻）の開通が予定されているほか、平成 31 年

度には、ラグビーワールドカップ 2019TM の釜石開催などが予定されていることから、これらを

好機と捉え、第３期では、円滑に実施できるよう取組や準備を進めていくとともに、活用に向け

た取組を進めていく。 

 

なお、一部の社会資本等の整備については、復興基本計画期間内に事業が完了しないことが見

込まれているが、復興基本計画期間後も事業が完了するまで実施するとともに、被災者支援のた

めのソフト事業についても、計画期間等で区切ることはせず、必要な事業は最後まで実施していく。 

平成 31 年度以降は、次期総合計画において、「東日本大震災津波からの復興に向けた基本方針」

に位置付けた二つの原則の考え方を引き継ぐとともに、復興の取組を明確に位置付け、国が平成

32 年度までと位置付ける「復興・創生期間」と連動し、市町村における復興の取組の進捗との整

合性に十分に配慮し、市町村への継続的な復興支援を行いながら、被災地の未来のあるべき姿を 

 
※ 「東日本大震災津波からの復興に向けた基本方針」：平成 23 年 4 月に復興計画策定に先立って岩手県が策

定した基本方針。東日本大震災津波からの復興に向けて、緊急的に取り組む内容や、復興への地域の未来の

設計図となる復興ビジョン及び復興計画の策定など、県として取り組む基本的な方針を明らかにしたもの。 
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実現する取組を進めていく。 

そして、被災者＝復興者一人ひとりの復興を最後まで見守り、寄り添った支援を行うとともに、

安全、暮らし、なりわいの各分野で取り組んだあらゆるものと、復興を通して培ったつながりや

絆を力として、震災前に比べて三陸のより良い復興（Build Back Better※）の実現に向けた取組を進

めていく。 

 

２ 計画の期間                                

 復興基本計画は、平成 23 年度（2011 年度）から平成 30 年度（2018 年度）までの８年間を全

体計画期間としているが、復興実施計画は、これを３期に分けて策定することとしており、平成

29 年度及び平成 30 年度を第３期（更なる展開への連結期間）として位置付けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３ 計画の構成等                               

第３期実施計画は、第２期実施計画の取組の成果や復興に向けた課題等を踏まえ、第３期に、

第２期から継続し、また、新たに取り組む必要があるものとして、県が、直接実施、あるいは補

助、支援する施策、事業等を具体的に示すものである。 

具体的には、復興基本計画に示す「『安全』の確保」、「『暮らし』の再建」、「『なりわい』の再生」

の復興に向けた３つの原則のもと、「防災のまちづくり」、「交通ネットワーク」、「生活・雇用」、

「保健・医療・福祉」、「教育・文化」、「地域コミュニティ」、「市町村行政機能」、「水産業・農林

業」、「商工業」、「観光」の 10 分野の取組ごとに、第３期に実施を予定している事業を取りまと

めたものである。 

 第３期実施計画の構成は、事業一覧に記載した事業のうち特に重要な事業の概要を示した「重

点的に取り組む事項」、復興基本計画における取組の体系ごとに構成事業を整理した「施策体系」、

事業名、実施主体、事業概要、実施年度を示した「構成事業の概要と実施年度」、長期的な視点に

立ち、将来にわたって持続可能な新しい三陸地域の創造を目指す「三陸創造プロジェクト」から

なっている。 

なお、掲載している事業等は、社会経済情勢の変化や復興の状況等を踏まえ、必要に応じて、

所要の見直しを行っていくものである。 

 
※ Build Back Better：「第３回国連防災世界会議」（平成 27 年 3 月 14 日～18 日）において、成果文書として

採択された「仙台防災枠組 2015-2030」に盛り込まれた考え方。より良い復興（ビルドバックベター）とは、

災害前と同じ状態にただ戻すのではなく、被災の教訓を踏まえ、脆弱性を克服し、災害に対し、より強靱（レ

ジリエント）な社会へ復興すること。 
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第２期実施計画の取組の総括

第１ 第２期実施計画の取組の総括  

 

１ 概要                                   

  第２期は、第 1 期における「基盤復興」の取組の成果を土台とし、被災者一人ひとりが安心 

して生活を営むことができ、将来にわたって持続可能な地域社会の構築を目指す「本格復興」 

に取り組んだ。 

 

（1）進捗状況 

第２期実施計画の構成事業の進捗をみると、進捗管理のため、事業毎に設定された 409 指

標中、計画値に対する進捗率が 80％以上の指標が 80.4％（329 指標）であった。進捗率が 80％

未満の指標は 19.6％（80 指標）であり、そのうち、国などが行う他の有利な制度を活用した

こと等に伴い遅れが生じたものなど 47 指標を除くと、実質的遅れとなった指標※は 8.1％（33

指標）であった。３つの原則ごとでは、「『安全』の確保」は、77 指標中、進捗率が 80％以上

の指標が 74.0％（57 指標）であり、実質的遅れとなった指標は 20.8％（16 指標）であった。

「『暮らし』の再建」は、154 指標中、進捗率が 80％以上の指標が 80.5％（124 指標）であ

り、実質的遅れとなった指標は 5.8％（９指標）であった。「『なりわい』の再生」は、178 指

標中、進捗率が 80％以上の指標が 83.1％（148 指標）であり、実質的遅れとなった指標は 4.5％

（８指標）であった。 

 

第２期実施計画の施策体系・事業に基づく進捗状況 

■ 第２期実施計画値に対する進捗率 

・80％以上（「Ａ」及び「Ｂ」）80.4％（329 指標） 

※実質的遅れ: 8.1%(33 指標) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１： 第２期実施計画の構成事業の進捗状況について、平成 29 年１月末時点において、平成 29 年 

３月末の実績を見込んだもの。 

注２： 構成比は小数点以下第 2 位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100 とはならない。 

 
 
 
 
 
※ 実質的遅れとなった指標：国などが行う他の有利な制度の活用や、被災地の実際のニーズが計画値より少な

かったことなどに伴い遅れが生じた指標を除き、復興まちづくり計画との調整、関係機関等との協議、他事業

との調整などに時間を要したため遅れが見られる指標。 

「『安全』の確保」 
第２期実施計画値に対する進捗率 

・80%以上：74.0%（57 指標） 

※実質的遅れ:20.8％(16 指標) 

「『暮らし』の再建」 
第２期実施計画値に対する進捗率 

・80%以上：80.5%（124 指標)  

※実質的遅れ:5.8％(９指標) 

「『なりわい』の再生」 
第２期実施計画値に対する進捗率 

・80%以上：83.1%（148 指標） 

※実質的遅れ：4.5％(８指標) 

グラフの見方：区分（指標数）

        〈割合％〉 

区　分
第２期実施計画値に

対する進捗率

A 100％以上

B
100％未満
80％以上

C
80％未満
60％以上

D 60％未満
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社会資本の復旧・復興ロードマップから見た復興の状況 

■ 災害公営住宅・面整備・海岸保全施設の整備状況（平成 28 年度末見込み） 

基準日：平成 28 年９月 30 日 

田野畑村

岩泉町

山田町

宮古市

大槌町

釜石市

陸前高田市

大船渡市

野田村

普代村

洋野町

久慈市

75%100%
100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

久慈市

100%
100%
100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

洋野町

50%
100%
100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

野田村

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

普代村

50% 100%
100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

田野畑村

100%
100%
100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

岩泉町

37% 100%
100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

宮古市

17% 52%
66%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

山田町

20% 70%47%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大槌町

10%
46%

77%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

釜石市

35%
65% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大船渡市

42%
25% 93%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

陸前高田市

災害公営住宅事業

面整備事業（区画、防集、漁集）

海岸保全施設事業

【凡例】

災害公営住宅事業及び面整備事業 該当無し

（全 4戸 ）

（全 11戸 ）

（全 100戸 ）

（全 1,313戸 ）

（全 63戸 ）

（全 51戸 ）

（全 766戸 ）

（全 739戸 ）

（全 924戸 ）

（全 801戸 ）

（全 895戸）

（全 2,284区画）

（全 627区画）

（全 1279区画）

（全 1,392区画）

（全 1,205区画）

（全 705区画）

（全 177区画）

（全 59区画）

（全 15区画）

（全 15区画）

（全 53区画）

（全 7箇所）

（全 8箇所）

（全 8箇所）

（全 4箇所）

（全 4箇所）

（全 4箇所）

（全 19箇所）

（全 12箇所）

（全 21箇所）

（全 23箇所）

（全 19箇所）

（全 5箇所）

41%
54%

81%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

県全体
（全 5,694 戸 ）

（全 7,811区画）

（全 134箇所）

 

出典：岩手県復興局「社会資本の復旧・復興ロードマップ」（平成 28 年 10 月 27 日公表） 
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（2）社会資本の復旧・復興ロードマップから見た復興の状況 

「社会資本の復旧・復興ロードマップ」(平成 28 年９月 30 日現在)では、宮古市以北の市

町村では災害公営住宅整備事業及び面整備事業が完了する見込みに対し、山田町以南の市町で

は平成 29 年度以降も整備が続く見込みとなっている。また、海岸保全施設の整備率について

も、岩泉町以北では３町村が完了する見込みに対し、宮古市以南の市町では整備率は５割未満

となっているなど、復興事業の進捗に地域差が生じている。 

 

（3）客観指標・県民意識から見た復興の状況 

「岩手県毎月人口推計」では、沿岸部の人口(平成 29 年２月１日現在)は、246,832 人となっ

ており、東日本大震災津波発生前(平成 23 年３月 1 日現在)と比較すると、26,105 人(9.6%)の

減少となった。人口減少は続いているが、人口減少ペースは震災前と同程度となっている。沿

岸部（遠野市、住田町を含む）の応急仮設住宅入居戸数（平成 29 年２月 28 日現在）は 4,971

戸であり、ピーク時（平成 24 年１月 13 日、13,228 戸）対比で 62.4％減となったが、いまだ

多くの被災者が応急仮設住宅への入居を余儀なくされている。沿岸部の有効求人倍率は、平成

29 年１月現在、平成 24 年７月以降 55 カ月連続で１倍台が継続しており、労働力不足が続い

ている。 

「平成 29 年（第１回）いわて復興ウォッチャ－調査」では、被災者の生活の回復、災害に

強い安全なまちづくり及び地域経済の回復度の改善状況を示す「動向判断指数(ＤＩ)」が着実

に上昇しており、復興事業の進捗が県民の復興感に表れていると考えられる。 

一方、「平成 28 年岩手県の東日本大震災からの復興に関する意識調査」では、地域によっ

て、復興の実感に違いが見られる。これは、市町村の被災状況の違いにより、災害公営住宅等

の整備状況など、復興事業の進捗に差が生じていることなどが背景にあると考えられる。 

「第10回被災事業所復興状況調査」では、被災した事業所の79.3％が再開又は一部再開し、

業績の回復傾向が見られるが、業種によって事業再開状況や業績の回復状況に違いが見られる。

これは、建設業では復興需要が大きく影響している一方、業種によっては、市町村の復興まち

づくりの進捗状況により本設再開の時期が異なっていること、震災により失われた顧客や販路

の回復に差が生じていることなどが背景にあると考えられる。 
 

復興の状況等を示す主なデータ 

■ 沿岸市町村の人口推移 

273,130

258,960 255,365
251,941 248,641 250,691 246,832

240,000

260,000

280,000

人口総数 （男） （女）

（人）

100,000

120,000

140,000

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 H26 H27 H28 H29
 

出典：岩手県政策地域部「岩手県毎月人口推計」 
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復興の状況等を示す主なデータ 

■ 沿岸市町村の人口増減率 

直近
震災前

※注2

第１期

※注3

洋野町 17,775 16,276 -8.4% -1.9% -1.6% -1.8%

久慈市 36,789 34,999 -4.9% -1.7% -1.2% -1.0%

野田村 4,606 4,090 -11.2% -1.0% -1.4% -2.0%

普代村 3,065 2,754 -10.1% -1.2% -1.6% -1.2%

田野畑村 3,838 3,405 -11.3% -1.3% -1.9% -2.2%

岩泉町 10,708 9,573 -10.6% -2.4% -2.1% -2.4%

沿岸北部 76,781 71,097 -7.4% -1.7% -1.5% -1.5%

宮古市 59,229 55,647 -6.0% -1.6% -1.5% -1.6%

山田町 18,506 15,516 -16.2% -1.4% -1.4% -3.9%

大槌町 15,222 11,621 -23.7% -0.9% -1.4% -7.9%

釜石市 39,399 36,164 -8.2% -1.4% -1.8% -2.5%

大船渡市 40,579 37,395 -7.8% -1.4% -1.1% -1.4%

陸前高田市 23,221 19,392 -16.5% -1.7% -1.2% -5.6%

沿岸南部 196,156 175,735 -10.4% -1.5% -1.4% -2.9%

沿岸部 272,937 246,832 -9.6% -1.5% -1.5% -2.5%

内陸部 1,053,706 1,017,603 -3.4% -0.8% -0.7% -0.5%

県全体 1,326,643 1,264,435 -4.7% -1.0% -0.8% -0.9%

1年間の増減率
平成23年３月の

人口
平成29年２月の

人口
震災以後の増減率
(71ヶ月)※注1

 
 注１：震災以後の増減率＝平成 23 年３月から平成 29 年２月まで（震災以後の 71 ヶ月）の増減率。 

 注２：震災前の増減率＝平成 19 年度(平成 19 年４月～平成 20 年３月)、平成 20 年度(平成 20 年４月～平成 21 年３月)

及び平成 21 年度(平成 21 年４月～平成 22 年３月)の３ヶ年それぞれの増減率の平均。 

 注３：第１期の増減率＝平成 23 年度(平成 23 年４月～平成 24 年３月)、平成 24 年度(平成 24 年４月～平成 25 年３月)

及び平成 25 年度(平成 25 年４月～平成 26 年３月)の３ヶ年それぞれの増減率の平均。 

 注４：人口は、各月１日現在のもの。 

出典：岩手県政策地域部「岩手県毎月人口推計」 

 

■ 応急仮設住宅入居戸数(沿岸) 

13,185  12,720 
11,742 

10,269 

7,813 

5,016 

4,971 

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 2

H24 H25 H26 H27 H28 H29

（戸）

 

注１：みなし仮設住宅への入居戸数は含まない。 

注２：遠野市及び住田町に建設された応急仮設住宅を含む。 

出典：岩手県復興局「応急仮設住宅、みなし仮設住宅の被災者の状況」 
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復興の状況等を示す主なデータ 

■ 有効求人倍率(沿岸) 

0.53

0.66

1.34

1.54 1.47
1.46

1.53

1.52

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 1

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
 

出典：厚生労働省岩手労働局「一般職業紹介状況」 

 

■ いわて復興ウォッチャー・動向判断指数(ＤＩ)の推移 
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5.3 
11.7 
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20.3 
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40.0 
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0.7 
6.8  8.1 
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13.5 

23.2 

18.5 

21.4 

25.4  28.2 
24.6 

34.9  31.5 

‐73.1 
‐68.1 

‐56.5 

‐48.9  ‐46.2 
‐40.6 

‐36.7 
‐32.6 

‐24.2  ‐23.0  ‐21.4 

‐11.1 
‐5.8  ‐6.2 

‐2.7 
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14.3 
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‐70.0 
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40.0 
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60.0 
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第２回
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第３回
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(11月)

H25

第１回

(2月)

H25
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(5月)

H25

第３回

(8月)

H25

第４回

(11月)

H26

第１回

(2月)

H26

第２回

(5月)
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第３回

(8月)

H26

第４回

(11月)
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第1回

(2月)

H27

第2回

(8月)

H28

第1回

(1月)

H28

第2回

(7月)

H29

第1回

(1月)

被災者の生活 回復度 地域経済 回復度 災害に強いまちづくり 達成度

 

注：動向判断指数(ＤＩ) 調査の回答者数を数値化したもの。値が 100 に近くなるほど回復や達成を実感 

している回答数が多くなることを示す。 

出典：岩手県復興局「平成 29 年(第１回)いわて復興ウォッチャー調査」 

 

■ お住まいの市町村の復旧・復興の実感 

22.1% 20.2%
24.1%

30.0%
35.3%

30.2% 31.1%

42.9%

50.8% 49.9%

18.8% 15.7% 16.5%
21.6%

29.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H24 H25 H26 H27 H28

沿岸部全体

沿岸北部

(岩泉町以北)

沿岸南部

(宮古市以南)

「進んでいると感じる」及び「やや進んでいると感じる」人の割合

 

出典：岩手県復興局「平成 28 年岩手県の東日本大震災からの復興に関する意識調査」 
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復興の状況等を示す主なデータ 

■ 事業再開状況(平成 28 年 8 月１日時点) 

 全体（推計） 

79.3% 6.2% 14.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（2,490）

再開済・一部再開済 再開予定・検討中 廃業

 

 業種別（推計） 

93.7%

85.9%

81.5%

76.2%

75.7%

1.3%

5.3%

3.0%

8.0%

7.2%

5.0%

8.8%

15.5%

15.8%

17.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建設業（319）

水産加工業（170）

製造業（200）

卸売小売業（778）

その他・未回答（1,023）

再開済・一部再開済 再開予定・検討中 廃業

 

注：これまでの調査で回答のあった事業所のうち、第 10 回調査で回答の無かった事業所については、直近の回答を 

  加えて再集計している。 

出典：岩手県復興局「第 10 回被災事業所復興状況調査」 

 

■ 業績（売上等）の状況（現在の業績が震災前と同程度又は上回っている事業所の割合の業種別推移）

0%

20%

40%

60%

80%

第1回

（H24.2月）

第2回

（H24.8月）

第3回

（H25.2月）

第4回

（H25.8月）

第5回

（H26.2月）

第6回

（H26.8月）

第7回

（H27.2月）

第8回

（H27.8月）

第9回

（H28.2月）

第10回

（H28.8月）

建設業 水産加工業 製造業

卸売小売業 飲食・サービス業 その他・未回答

※ 飲食・サービス業については、第６回以前は「その他の業種」に含まれている。

 

出典：岩手県復興局「第 10 回被災事業所復興状況調査」 
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（4）課題 

第３期においても、関係者がより緊密に連携し、それぞれの事業の状況に適切に対応して、

計画の達成に向けて事業の推進を図っていく必要がある。 

被災者の「暮らし」の再建のため、恒久的な住宅への移行は進みつつあるが、依然として

13,126 人（平成 29 年２月 28 日現在）の被災者が応急仮設住宅等での生活を余儀なくされて

いる状況にあることから、第３期においては、一日も早く恒久的な住宅で暮らすことができる

よう引き続き支援を進める必要がある。また、応急仮設住宅等での生活の長期化や生活環境の

変化等に伴う、被災者のこころと体の健康問題への対応のほか、新たなコミュニティ形成の支

援など恒久的な住宅への移行後においても、お互いに支え合いながら安心して心豊かに暮らせ

る生活環境の整備を進める必要がある。 

「なりわい」の再生のため、漁業と流通業・加工業の一体的な再生、漁業及び養殖業生産量

の確保や中小企業等の事業再開後の販路回復と人材確保、新たなまちづくりと連動した商業機

能の回復など地域資源を活用した産業振興を進める必要があるほか、平成 28 年８月の台風第

10 号被害からの復旧も進める必要がある。また、地域経済に大きく貢献をしてきた復興事業

の完了やそれに伴う工事関係者の減少等の影響についても考慮していく必要がある。 

「安全」の確保のため、多重防災型まちづくりにおける地域防災力や広域的な防災体制の強

化、防災文化の醸成と継承などのソフト対策を充実させるとともに、復興まちづくりについて

は、市町村における進捗に応じた支援を進める必要がある。また、第２期に引き続き、社会資

本の早期復旧・整備を進めるとともに、台風第 10 号被害からの復旧も進める必要がある。 

さらに、ＪＲ山田線（宮古・釜石間）の三陸鉄道への円滑な経営移管等を支援する必要がある。 

復興を進めるに当たっては、沿岸北部と沿岸南部のように、地域によって異なる復興事業の

進捗状況に応じ、市町村とともに取組を進める必要がある。 

また、復興を計画的に進めていくため、３つの原則に共通する課題である「復興事業の進捗

に合わせた人材の確保」、「予算の確実な措置による事業の着実な推進」について、国や市町村

と連携して取り組んでいく必要がある。 

さらに、人口減少に対応した産業振興や交流人口の拡大など、被災地をはじめ本県が東日本

大震災津波前から抱えていた課題に対応するため、復興の先を見据えた次期総合計画に基づき

取組を進める「更なる展開」につなげていく具体的取組を更に進めていく必要がある。 
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２ ３つの原則ごとの進捗状況と課題                      

（1）「安全」の確保 

「『安全』の確保」については、地域の社会経済活動の基盤として「暮らし」と「なりわい」 

を支える「安全」なまちづくりに取り組んだ。 

具体的には、多重防災型まちづくりを進めるため、復興まちづくりの基盤となる防潮堤等

の海岸保全施設や湾口防波堤などの整備、復興まちづくり事業への支援、地域防災力や広域

的な防災体制の強化、防災文化の醸成と継承などの取組を進めた。また、災害に強い交通ネッ

トワークの構築のため、復興道路等の整備や鉄道の早期復旧などの取組を進めた。 

 

①進捗状況  

第２期実施計画の構成事業の計画値に対する進捗は、77 指標中、進捗率が 80％以上の指

標が 74.0％（57 指標）であった。進捗率が 80％未満の指標は 26.0％（20 指標）であり、

実質的遅れとなった指標は 20.8％（16 指標）であった。これは、関係機関などとの協議に

時間を要したほか、台風第 10 号被害に伴う影響などにより、進捗に遅れが生じている事業

があるためである。 

防災のまちづくり分野では、被災した防潮堤など海岸保全施設の復旧・整備が、134 か所

のうち、55 か所で整備が完了する見込みである（「『なりわい』の再生」に位置付ける農林水

産省所管の海岸保全施設を含む。）。また、復興まちづくりにおいては、市町村が整備する宅

地等供給予定 7,811 区画のうち、4,196 区画が完成する見込みである。 

交通ネットワーク分野では、三陸沿岸道路をはじめとした復興道路等の整備が進み、復興

道路の供用延長は 139km となり、復興支援道路改築予定 35 か所のうち 19 か所、復興関連

道路改築予定 16 か所のうち 11 か所がそれぞれ完成する見込みである。港湾では、県が管理

する港湾貨物を取り扱う主要な岸壁が完成するとともに、国においては、湾口防波堤等の復

旧・整備が進められており、取扱貨物量は、東日本大震災津波前の水準まで回復したほか、

平成 30 年 6 月からの宮古～室蘭間のフェリー定期航路開設が発表された。鉄道では、平成

26 年４月に三陸鉄道が全線で運行再開し、ＪＲ山田線（宮古・釜石間）については、平成

27 年３月に復旧工事が着手され、完成後の三陸鉄道への経営移管が決定した。 

 

②課題 

第３期においては、多重防災型まちづくりにおける地域防災力や広域的な防災体制の強化、

防災文化の醸成と継承などのソフト対策を充実させるとともに、復興まちづくりについては、

市町村における進捗に応じた支援を進める必要がある。また、第２期で完成に至らなかった

社会資本の復旧・整備を進めるとともに、台風第 10 号被害からの復旧も進める必要がある。 

さらに、ＪＲ山田線（宮古・釜石間）の三陸鉄道への円滑な経営移管等を支援する必要がある。 

防災のまちづくり分野では、未曾有の大災害からの教訓を国内外の将来世代に確実に継承し、防

災力の向上を図るため、震災津波アーカイブや高田松原津波復興祈念公園の整備を進める必要があ

る。また、放射線影響対策を引き続き実施し、関係市町村等の取組を支援するほか、防災集団移転

事業の進展等により生じた移転元地の利活用支援などを進めるとともに、台風第 10 号被害からの復

旧と並行した海岸保全施設などの早期復旧・整備を進める必要がある。 
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交通ネットワーク分野では、道路・鉄道・港湾等の交通ネットワークの早期復旧・整備を進めるほか、

ＪＲ山田線（宮古・釜石間）の三陸鉄道への経営移管に向け、ＪＲ東日本や国と調整を図るとともに、

経営移管後の支援策や利用促進策を検討・実施する必要がある。 

 
 
（2）「暮らし」の再建 

「『暮らし』の再建」については、被災者一人ひとりが安心して心豊かに暮らせる生活

環境の実現に取り組んだ。 

具体的には、被災者の住宅再建支援や災害公営住宅の整備等により被災者が一日も早

く安心して暮らせる住環境の再建のほか、長期安定的な雇用の創出、被災した県立病院

の再建や医療提供施設、社会福祉施設の再建支援等による被災者の心身の健康の維持・

増進、復興まちづくりと連携した学校施設の早期の復旧整備やいわての復興教育などの

取組を推進した。 

 

①進捗状況 

第２期実施計画の構成事業の計画値に対する進捗は、154 指標中、進捗率が 80％以上

の指標が 80.5％（124 指標）であった。進捗率が 80％未満の指標は 19.5％（30 指標）

であり、実質的遅れとなった指標は 5.8％（９指標）であった。 

生活・雇用分野では、県と市町村を併せた災害公営住宅整備予定 5,694 戸のうち、 

4,588 戸が完成する見込みである。被災者の幅広い相談・問い合わせに沿岸４地区に設

置している被災者相談支援センターで総合的に対応したほか、平成 28 年５月に盛岡市

に設置したいわて内陸避難者支援センターで住まいの相談に対応した。また、生活支援

相談員や仮設団地支援員等を配置し、被災者の見守りやコミュニティづくりの支援に取

り組んだ。さらに、事業復興型雇用創出事業などにより、長期安定的な雇用の創出に取

り組んだ。 

保健・医療・福祉分野では、被災者の健康の維持・増進やこころのケアなどの支援や、

ＩＣＴを活用した保健・医療・福祉サービスの連携推進などに取り組んだ。また、被災

した県立病院(大槌病院、山田病院、高田病院)の移転整備を進め、大槌病院は平成 28 年

５月に、山田病院は同年９月にそれぞれ開院するとともに、高田病院は平成 29 年度中

の開院に向け新築工事を進めている。 

教育・文化分野では、沿岸部における県立学校の校舎の復旧が完了し、被災した市町

村立学校 67 校のうち、65 校の校舎が復旧する見込みである。また、震災後新たに策定

した復興教育プログラムや復興教育副読本などを活用した教育活動によるいわての復興

教育の推進、幼児児童生徒のこころのサポート、児童生徒の安全で安心な教育環境の確

保等に取り組み、全市町村においてスクールカウンセラー等の活用による支援を実施し、

教職員を対象としたメンタルヘルスチェック及び事後指導を実施した。 

 地域コミュニティ分野では、地域コミュニティの再生を図るため、「元気なコミュニ

ティ特選団体」を選定したほか、仮設住宅等からの移行期における対応研修等を実施し、

新しい居住環境への移行支援やコミュニティ対策の必要性について意識醸成を図った。 

市町村行政機能分野では、国などと連携して県内外の自治体に応援職員の派遣要請を
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行うなど、被災市町村の復興事業の推進等に必要な人材の確保に取り組んだ。 

②課題  

恒久的な住宅への移行は進みつつあるが、依然として 13,126 人（平成 29 年２月 28

日現在）の被災者が応急仮設住宅等での生活を余儀なくされている状況にあることから、

第３期においては、一日も早く恒久的な住宅で暮らすことができるよう引き続き支援を

進める必要がある。また、応急仮設住宅等での生活の長期化や生活環境の変化等に伴う、

被災者のこころと体の健康問題への対応のほか、新たなコミュニティ形成の支援など恒

久的な住宅への移行後においても、お互いに支え合いながら安心して心豊かに暮らせる

生活環境の整備を進める必要がある。 

生活・雇用分野では、内陸や県外も含めた全ての避難者の方々の意向を丁寧に把握し、

一日も早く全ての方々が恒久的な住宅で新たな生活を送ることができるよう、災害公営

住宅の早期完成、住宅再建相談会や個別相談等による支援等を行う必要がある。また、

恒久的住宅への移転後の公共交通確保の支援や安定的な雇用機会の拡充にも取り組んで

いく必要がある。 

保健・医療・福祉分野では、応急仮設住宅等での生活の長期化や、災害公営住宅等へ

の転居による生活環境の変化等に伴う被災者のこころと体の健康問題への対応として、

健康支援及び相談支援等を継続する必要がある。また、地域包括ケアシステムの構築支

援に取り組むとともに、医療従事者の人材の確保・定着を図るため、Ｕターンの促進や

人材の発掘、離職防止対策等を総合的に推進していく必要がある。 

教育・文化分野では、学びの場の復興に向けて、学校・家庭・地域・関係機関が連携

した実践的な防災教育の充実によるいわての復興教育を推進するとともに、幼児児童生

徒のこころのサポートに引き続き取り組んでいく必要がある。 

地域コミュニティ分野では、災害公営住宅や高台団地等における新たなコミュニティ

形成の支援に取り組む必要がある。 

市町村行政機能分野では、被災市町村の復興事業に遅れが生じないよう、必要な人材

の確保に引き続き取り組んでいく必要がある。 

 

 

（3）「なりわい」の再生 

「『なりわい』の再生」については、復興まちづくりと一体となった地域の「なりわい」

の再生及び経済活力の回復に取り組んだ。 

具体的には、漁業の再生を担う経営体の育成、漁港や農地等の復旧整備、産地魚市場を

核とした流通・加工体制の構築や、復興まちづくりと一体となった本設商店街への円滑な

移行、個店の経営力向上などの取組を推進した。 

 

①進捗状況 

第２期実施計画の構成事業の計画値に対する進捗は、178 指標中、進捗率が 80％以上

の指標が 83.1％（148 指標）であった。進捗率が 80％未満の指標は 16.9％（30 指標）

であり、実質的遅れとなった指標は 4.5％（８指標）であった。 

水産業・農林業分野のうち、水産業では、県管理 31 漁港全てにおいて復旧が完了する
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見込みのほか、漁業協同組合による漁船・養殖施設などの生産手段の一括整備を支援し、

稼働可能漁船数は 10,592 隻となる見込みである。また、平成 28 年４月から 12 月の産地

魚市場水揚量は、東日本大震災津波前の３年間（平成 20 年度から平成 22 年度）の平均

の 50.2％、養殖生産量は同 56.5％となっている。農林業では、災害復旧と併せてほ場の

区画整理事業を実施した。 

 商工業分野では、土地区画整理事業等の進捗に伴い、中小企業等グループ施設等復旧整 

備補助事業(グループ補助金)や津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金の活用 

により本設への円滑な移行に向けた取組への支援を行うとともに、二重債務対策や中小企 

業東日本大震災復興資金等の長期・低利な制度融資の活用を通じて被災企業の早期再建の 

支援などに継続して取り組んだ。 

 観光分野では、いわて観光キャンペーンや三陸地域資源活用観光プロモーション等を通 

じて、観光の再生に向けた受入態勢の整備支援や誘客事業を展開したほか、海外旅行博等 

への出展や海外旅行会社等の招請・視察などを実施するなど国際観光の推進に取り組んだ。 

 

②課題  

第３期においては、漁業と流通業・加工業の一体的な再生、漁業及び養殖業生産量の確

保や中小企業等の事業再開後の販路回復と人材確保、新たなまちづくりと連動した商業機

能の回復など地域資源を活用した産業振興を進める必要があるほか、台風第 10 号被害か

らの復旧も進める必要がある。また、地域経済に大きく貢献をしてきた復興事業の完了や

それに伴う工事関係者の減少等の影響についても考慮していく必要がある。 

水産業・農林業分野では、沿岸部の基幹産業である漁業と流通業・加工業の一体的な再

生のため、漁業収入の確保・増大に向けた新たな生産体制の構築、漁業就業者など担い手

の確保・育成及び生産量の確保、漁業生産の基盤となる漁港施設の耐震・耐津波強化等の

推進、水産加工業等における生産性の向上支援が必要であるほか、三陸沿岸道路の開通を

見据えた首都圏等への販路拡大対策や放射性物質の影響を受けた産地再生と消費者の信

頼確保などに取り組む必要がある。 

商工業分野では、復興まちづくりの進捗等に合わせた商業機能の再生・復興、被災企業

における生産基盤の復旧・整備の加速と生産体制の再構築、中小企業等の取引先・新規顧

客の開拓や労働力の確保、事業の承継等の被災企業への支援を行う必要がある。 

 また、復興道路の整備等を契機とした港湾施設の機能強化や利活用促進のため、宮古～

室蘭間のフェリー航路開設に向けた受入態勢の整備、釜石港のガントリークレーン整備や

ポートセールスを進めるとともに、雇用創出のため、企業誘致や新産業の創出に向けた被

災者等の起業支援を行っていく必要がある。 

 観光分野では、国内外観光客を三陸に誘客するための二次交通をはじめとする受入態勢

整備の支援とプロモーションを強化するとともに、平泉・橋野鉄鉱山の２つの世界遺産等

を活用した交流人口の拡大等、多彩な自然環境や地域資源などを包括する三陸ブランドの

強化や、平成 28 年４月に開所した「三陸ＤＭＯセンター」※と連携し広域の観光地域づ

くり等に取り組む必要がある。 

 

※ 三陸ＤＭＯセンター：三陸地域の総合的な振興を担う推進体制の整備の一環として、交流人口の拡大等に

向けた広域的な地域連携の取組を強化するため、公益財団法人さんりく基金内に専担部署を新設し、観光庁

の日本版ＤＭＯ候補法人への登録を受け、平成 28 年４月 26 日にＤＭＯ機能を担う「三陸ＤＭＯセンター」

を開所した。 
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第２ 第３期実施計画の考え方 

 

１ 全体の取組方向                              

 

 

 

 

 

 

第３期においては、被災者の「暮らし」の再建のため、いまだ応急仮設住宅等で生活を余儀な

くされている方々が、一日も早く恒久的な住宅で、お互いに支え合いながら安心して心豊かに暮

らすことができるよう支援を進めるとともに、漁業と流通業・加工業の一体的な再生、新たなま

ちづくりと連動した商業機能の回復や、地域防災力や広域的な防災体制の強化による多重防災型

まちづくりを進め、被災者＝復興者一人ひとりの復興を見守り、寄り添った支援を行うとともに、

地域の状況に応じた復興を進める。 

また、これまで、国内外から、救助活動や支援で岩手に来ていただいた方々とのつながりや絆

を交流へと発展させていくとともに、企業・団体や市町村などの多様な主体との連携や、若者・

女性をはじめとした県民みんなの参画により、復興の取組を進める。 

第３期は、復興基本計画の最後の２年間の「更なる展開への連結期間」であり、震災前に比べ

て三陸のより良い復興の実現につなげる「三陸復興・創造期間」とも言えるよう、復興事業の総

仕上げを視野に復興の先も見据えた地域振興にも取り組みながら、復興を推進する。 

 

具体的には、復興まちづくりの基盤整備の推進や被災市町村による復興まちづくり事業の完了

に向けた支援、被災者の応急仮設住宅から恒久的な住宅への移行支援や保健・医療・福祉提供体

制の充実と新たなコミュニティ形成、漁業と流通・加工業の一体的再生、放射性物質の影響を受

けた産地の早期再生と消費者の信頼確保、中小企業等の復興、新たなまちづくりと連動した商業

機能の回復、魅力ある観光地域づくりなどを進める。 

台風第 10 号により、東日本大震災津波と二重で被害を受けた施設等の早期復旧に取り組む。 

また、復興の進展に伴う地域の環境変化を踏まえ、長期的な観点に立ち、人口減少への対応や、

地域の将来を担う人材の確保・育成、地域経済の活力の維持・拡大、市町村の枠を越えた広域的

な地域振興に向けた取組を進める。 

 

 

 

 

【全体の取組方向】 

交流を力に、多様な主体の連携と県民みんなの参画により、被災者 
一人ひとりの復興を成し遂げ、より良い復興につなげる「三陸復興・創造」
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２ 重視する視点                               

 

復興基本計画では、被災者一人ひとりにとっての復興を実現するため、女性や高齢者、障が

い者、子ども、若者、外国人県民等も含めた社会的包摂（ソーシャル・インクルージョン）※

の観点に立った取組の展開が図られるように留意することとしており、県民をはじめ、各分野

や地域等の関係団体、企業、ＮＰＯ、高等教育機関、行政など、地域社会のあらゆる構成主体

が連携して「復興の主体」となり、その総力を結集し、地域社会に根ざした復興を成し遂げる

こととしている。 

また、国内外から寄せられている支援や参画の広がりをきっかけとして、人と人、地域と地

域といったつながりを更に広げ、多様な参画による開かれた復興を実現するとしている。 

これまでも、こうした考え方に基づき取組を進めてきたところであり、ＮＰＯ等による多様

な主体と連携した課題解決、復興支援員による地域コミュニティ活性化、企業による地域と連

携した産業振興などの取組が行われてきており、このような取組を更に進めていく必要がある。 

第３期実施計画では、復興事業の総仕上げを視野に復興の先も見据えた地域振興にも取り組

みながら、復興を推進するため、被災地域の住民をはじめとした県民みんなが参画し、日本国

内のみならず世界に広がった様々なつながりを強化、発展させて、復興の取組を強力に進めて

いくことが重要である。 

具体的には、復興の進展に伴って生じている新たなコミュニティ形成などの課題を解決し、

次世代を担う若者や女性の一層の地域づくりへの参画を進める。 

また、整備が進む新たな交通ネットワークを生かし、活発な人とモノの交流を生み出してい

くとともに、復興の取組を通して培った、あらゆる主体、地域、世界とのつながりを財産に、

連携を強化しながら、持続可能な地域社会の構築に向けて、復興や地域の課題解決に取り組む

ことが重要である。 

第３期実施計画においては、この「参画」、「交流」、「連携」を重視する視点として、三陸の

復興と創造の取組を進める。 

 

 

  (1) 参画 若者・女性等の参画による地域づくりを促進 

復興まちづくりや地域コミュニティの再生、地域の産業の再建などの取組を進めるに

当たっては、あらゆる世代、性別の方々の幅広い参画が重要であり、特に、次世代を担

う若者や女性の参画を進めながら、住民一人ひとりが復興の主役となり、活躍できる地

域づくりを推進していく。 

 

 

 
※ 社会的包摂（ソーシャル・インクルージョン）：地域や職場、家庭でのつながりが薄れ、社会的に孤立し生

活困難に陥った人々を、もう一度社会の中に包摂しようとする政策理念であるが、復興基本計画では、この

ような孤立が生じないよう、男性、女性、子ども・若者、高齢者、障がい者、外国人県民等、地域社会を構

成するあらゆる世代、性別の方が地域の活動に参加しやすい環境を整え、互いに支え合う地域社会を築きあ

げるという考え方と捉えている。 
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 (2) 交流 人やモノの交流の活発化による創造的な地域づくりを促進 

地域資源を生かした観光振興や地域経済活性化などの取組を進めるに当たっては、交

流人口や物流の拡大が重要であり、新たな交通ネットワークと交流拠点を活用し、地域

内外、国内外で、人やモノが行き交う多様な交流の活発化により、創造的な地域づくり

を推進していく。 

 

  (3) 連携 多様な主体が連携し、復興などの取組を推進 

官民が協働し、多様な力を結集した復興の取組を進めるに当たっては、国、市町村は

もとより、各分野や地域などの関係団体、企業、ＮＰＯ、高等教育機関などあらゆる主

体、地域、世界との連携が重要であり、復興の取組を通して培ったつながりや絆を財産

に、連携を強化し、持続的な仕組みとして展開しながら、復興や地域の課題解決に取り

組む。 
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 第３期実施計画の考え方

３ 復興に向けた３つの原則ごとの取組方向                    

 

（1） 「安全」の確保 

 

 

 

 

 

 第３期実施計画では、復興まちづくりの基盤整備や災害に強い交通ネットワークの構築を引き

続き進めるとともに、市町村の復興まちづくり事業を支援するなど、地域の社会経済活動の基盤

として暮らしとなりわいを支える災害に強い安全なまちづくりの実現を目指す。 

また、台風第 10 号により、東日本大震災津波と二重で被害を受けた道路等の早期復旧を目指

す。 

 

 具体的には、防災のまちづくり分野では、復興まちづくりの基盤となる水門・陸こう自動閉鎖

システムを備えた防潮堤等の海岸保全施設や湾口防波堤の復旧・整備、市町村が行う復興まちづ

くり事業への支援、自主防災組織の育成や男女共同参画の視点からの地域防災力の強化、広域防

災拠点の配置による広域的な防災体制の強化、震災津波アーカイブや高田松原津波復興祈念公園

の整備による防災文化の醸成と継承に取り組み、「海岸保全施設」、「まちづくり」、「ソフト対策」

を適切に組み合わせた多重防災型まちづくりを進めるとともに、引き続き、放射線影響対策に取

り組む。 

交通ネットワーク分野では、復興道路等の早期完成や、ＪＲ山田線(宮古・釜石間)の復旧と三

陸鉄道への円滑な経営移管に向けた調整などに取り組む。 

これらの取組に当たっては、住民との復興事業の工程などの共有や市町村に対する人的支援、

復興事業の完了に向けた国への提案・要望などによって、地域とともに国・地方の総力で復興ま

ちづくりを進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組方向】 

防災文化を醸成、継承しながら、災害に強い「安全」なまちづくりを実現 
～地域とともに国・地方の総力で復興まちづくりを進める～ 
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 第３期実施計画の考え方

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組                

 

【防災のまちづくり】 

・ まちづくりと一体となった防潮堤等「海岸保全施設」の復旧・整備 
[津波防災施設の整備延長：21.9km（全体：76.8km／第 1 期・第 2 期 52.8km）］ 

[海岸水門等の遠隔操作化箇所数：109 か所（全体：187 か所／第 1 期・第 2 期：９か所）］ 【No.16】 

 

・ 津波によって倒壊した湾口防波堤等の早期復旧や整備を促進 
[釜石港湾口防波堤の復旧：平成 29 年度完成予定］ 

[久慈港湾口防波堤の整備：平成 40 年度完成予定] 

[宮古港竜神崎防波堤の整備：平成 29 年度完成予定] 【No.23（交通ネットワーク No.5）】 

 

・ 防災や復興に男女共同参画の視点を持って取り組む地域住民等を増やすため、「男女共同参

画の視点からの防災・復興」をテーマとしたワークショップなどを開催  
[ワークショップ等の開催回数：２回]  【No.22】 

 

・ 津波により浸水した道路について、市町村の復興まちづくりと一体となった整備を実施 

[整備完了箇所：20 か所（全体：32 か所/第 1 期・第 2 期：12 か所）] 【No.24】 

 

・ 大規模災害に対応可能な防災体制を構築するため、既存施設の活用を前提とした広域防災

拠点を配置 [指定拠点備蓄箇所数：２か所（全体：５か所/第 2 期：３か所）] 【No.26】 

 

・ 防災拠点施設等への再生可能エネルギー導入 

[市町村等への補助施設数：22 か所（全体：459 か所/第 1 期・第 2 期：437 か所）] 【No.29】 

 

・ 防災意識の向上や、避難行動を促す取組を｢防災文化」として醸成し継承していくため、小

学校等での津波防災に関する出前講座を実施 [出前講座実施回数：12 回] 【No.27/37】 

 

・ 災害の歴史から学び、記憶や経験を語り継ぎ、将来に生かすため、高田松原津波復興祈念

公園内に震災津波伝承施設（仮称）を整備  [展示等製作着工(完成：平成 31 年度)]  【No.40】 

 

・ 原子力発電所事故に起因する放射性物質による影響を把握するため、放射線量等の測定調

査を行い情報提供を実施 [空間線量率の測定：10 か所、降下物の測定：24 回]  【No.3】  

 

【交通ネットワーク】 

 ・ 災害時などにおける確実な緊急輸送や代替機能を確保し、水産業等の復興を支援する災害

に強く信頼性の高い道路ネットワークを構築 
［復興道路の事業中箇所の供用延長（県施行分含む）：87.3km（事業化延長 359km 中、139km 供用）］ 

【No.6/7/11/12】 

 

・ ＪＲ山田線（宮古・釜石間）の三陸鉄道への経営移管に向け、ＪＲ東日本や国と調整を図

るとともに、経営移管後の支援策や利用促進策を検討・実施 【No.10 (防災のまちづくり No.20)】
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 第３期実施計画の考え方

 

（2） 「暮らし」の再建 

 

 

 

 

 

第３期実施計画では、被災者一人ひとりの復興の実現のため、応急仮設住宅から恒久的な住宅

への速やかな移行を支援するとともに、地域における保健・医療・福祉提供体制や教育環境の充

実と、新たな地域コミュニティの形成などにより、恒久的な住宅へ移行した後も、お互いに支え

合いながら安心して心豊かに暮らせる生活環境の実現を目指す。 

 

具体的には、生活・雇用分野では、内陸も含めた災害公営住宅の早期完成、市町村と連携した

被災者住宅再建支援事業による補助や住宅再建相談会の開催、内陸避難者等に対する支援の強化

などにより、住まいの再建を進めるほか、災害公営住宅や高台団地等における公共交通確保に向

けた支援や安定的な雇用機会の拡充に向けた取組を進める。 

保健・医療・福祉分野では、応急仮設住宅での生活の長期化や災害公営住宅への転居による生

活環境の変化などに伴う被災者のこころと体の健康問題への対応、地域の医療と介護をつなぐ情

報ネットワークシステムなどを活用した地域包括ケアシステムの構築支援に取り組むほか、医師、

看護職員等の確保・定着を図るための取組などを進め、被災者が安心して暮らせる支援体制の構

築に取り組む。 

教育・文化分野では、復興教育副読本の効果的な活用や、学校・家庭・地域・関係機関が連携

した実践的な防災教育の一層の充実を図り、引き続き、いわての復興教育を推進するとともに、

幼児児童生徒のこころのサポートの実施に取り組む。 

地域コミュニティ分野では、災害公営住宅や高台団地など、移転先での新たなコミュニティ形

成の支援に取り組むとともに、応急仮設住宅でのコミュニティ支援に継続して取り組む。 

市町村行政機能分野では、県内外の自治体等から被災市町村への職員派遣に係る調整を進める。 

これらの取組に当たっては、県民をはじめ市町村や関係機関、企業、ＮＰＯなど多様な主体の

参画と連携により、被災者一人ひとりに寄り添い、見守りや相談支援、健康の維持・増進、ここ

ろのケアなど被災者の生活をきめ細かくサポートしていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組方向】 

恒久的な住宅への移行とコミュニティの再構築を支援し、 
お互いに支え合い、安心して心豊かに暮らせる生活環境を実現 

～多様な主体の参画と連携によって、被災者の生活をきめ細かくサポートする～ 
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 第３期実施計画の考え方

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組 
 
【生活・雇用】 
 ・ 住宅を失った被災者の居住の安定を図るため、被災者用の恒久的な住宅を供給  

災害公営住宅整備供給割合：19.2％（全体（県事業）：2,760 戸、市町村事業 2,934 戸）/第1 期・第2 期：80.6%【No.12】

（※平成 28 年 10 月 27 日公表「社会資本の復旧・復興ロードマップ（基準日：平成 28 年 9 月 30 日）」ベース ） 
 

・ 県内で自宅が全壊（半壊解体含む）した被災世帯に対し、持ち家による住宅再建を支援  

[補助金の支給世帯数：1,679 世帯］ 【No.13】 

 

・ 「いわて内陸避難者支援センター」による、内陸及び県外へ避難している被災者の住まい

の意向把握や相談を実施 【No.6】 
 

・ 住民の重要な生活の足であるバス路線の維持を図るための支援を実施 【No.9/10】 
  

・ 人材の確保に困難が生じていることから、事業主に対し、計画的な人材育成や職場環境整

備などのための経費の助成 [新規助成対象労働者数：272 人] 【No.20】 

 
【保健・医療・福祉】 

・ 市町村地域包括支援センターと連携し、高齢者からの相談対応、要援護高齢者及び要介護

者のケア支援等を行い、被災地における地域包括ケアシステムの構築を支援 

 [地域包括ケア研修会の開催回数：８回]  【No.6】 
 

・ 地域包括ケアシステムの構築に向けた介護保険法改正後の新たな制度への円滑な移行と安

定的な運営を確保するため、県医師会など関係団体と連携を図りながら市町村等を支援 

 [地域ケア会議開催市町村数（延べ）：24 市町村]  【No.21】 
 

・ 被災者の健康の維持増進を図るため、応急仮設集会所等を活用し、健康相談、保健指導、

歯科検診、口腔ケア指導等を実施 [健康相談実施回数：600 回]  【No.23】 
 

・ 被災者のこころのケアに中長期的に取り組むため、岩手県こころのケアセンターにおいて

専門的なケアを引き続き実施 [こころのケアケース検討数：728 ケース]  【No.26】 
 

・ 被災した沿岸地域をはじめとする県立及び市町村立等の病院に勤務する医師の不足を解消する

ため、医学部に入学した学生に対して修学資金を貸与 [修学資金の貸付人数（延べ）：110 人]  【No.10】

 
【教育・文化】 

・ 幼児児童生徒の適切な心のサポートを図るため、組織的・継続的に学校を支援 

[スクールカウンセラー等を活用した支援を行っている市町村数：33 市町村]  【No.5】 
 

・ 岩手の復興・発展、地域防災を支える人材を育成するため、復興教育と防災教育の活動を

支援 [「いわての復興教育」に取り組んでいる市町村数：33 市町村]  【No.7】 

 
【地域コミュニティ】 

・ 市町村及び被災者支援を行う民間団体等の調整役となるコーディネーターを配置し、被災
地のコミュニティ形成が円滑に進むよう市町村を支援 

 [コーディネーター配置数（延べ）：６人]  【No.4】 
 

・ 復興支援活動を行うＮＰＯ等に対し、活動費を助成するとともに運営力強化のための取組

を支援 [助成事業数：40 件]  【No.10】 

 
【市町村行政機能】 

・ 県及び県内市町村並びに県外の自治体等から被災市町村への職員派遣を調整【No.1】 
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 第３期実施計画の考え方

（3） 「なりわい」の再生 

 

 

 

 
 
 

第３期実施計画では、沿岸の基幹産業である漁業と流通業・加工業の一体的な再生や水産資源

の回復、中小企業等の本格的な再建や人材確保、新たなまちづくりと連動した商業機能の回復、

魅力ある観光地づくりの推進など、地域資源を活用した産業振興や交流人口の拡大により、地域

のなりわいを再生し、地域経済を回復することを目指す。 

また、台風第 10 号により、東日本大震災津波と二重で被害を受けた施設等の早期復旧を目指

す。 

 

具体的には、水産業・農林業分野では、漁業収入の確保・増大のための新たな生産体制の構築、

漁業就業者など担い手の確保・育成及び生産量確保に向けた支援、漁業生産の基盤となる漁港施

設の耐震・耐津波強化等の推進、三陸沿岸道路の開通を見据えた首都圏等への農林水産物等の販

路拡大、施設園芸団地を核とした園芸品目の生産拡大、営農再開に向けた農地等の復旧・整備、

放射性物質の影響を受けた産地の早期再生と消費者の信頼確保、水産加工業等における生産性向

上に向けた取組への支援などに取り組む。 

商工業分野では、グループ補助金等の活用による本設への円滑な移行と商業機能の再生・復興

に向けた支援、中小企業等に対する経営改善のための支援や人材の確保・育成、事業の円滑な承

継、宮古～室蘭間のフェリー航路開設に向けた受入態勢の整備、釜石港のガントリークレーン整

備、ポートセールスの展開や企業誘致等による雇用の創出、三陸の多様な資源を生かした被災者

等の起業支援などに取り組む。 

観光分野では、国内外観光客の誘致拡大のための受入態勢整備支援とプロモーション強化、三

陸ＤＭＯセンターと連携した広域の観光地域づくりに取り組む。 

これらの取組に当たっては、新たな交通ネットワークなどの環境変化に対応しながら、地域の

関係団体や企業、ＮＰＯなど復興の多様な主体との連携により、地域資源の価値の発掘・向上と

発信を強化していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組方向】 

地域資源を活用した産業振興や交流人口の拡大により、 
地域の「なりわい」を再生し、地域経済を回復 

～多様な主体と連携し、地域資源の価値の発掘・向上と発信を強化する～ 
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 第３期実施計画の考え方

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組                                        

 

【水産業・農林業】 
・ 漁業担い手を確保・育成するため、養殖漁業の経営規模拡大等、養殖施設の効率的な利用

に向けた仕組みづくりを支援  [漁場生産効率分析「見える化」指導の漁協数：８漁協] 【No.5】 
 

・ 水産物の高付加価値化に向けた高度衛生品質管理地域づくりの推進 

  [高度衛生品質管理地域認定数：２市町村]  【No.19】 

 
・ 漁協が策定した地域再生営漁計画に基づく地域漁業の「人づくり」、「場づくり」、「価値づ

くり」の実行を支援 [活動助成件数：６件]  【No.4】 
 
・ 台風第 10 号により重ねて被害を受けた秋サケの稚魚放流事業の支援及びサケ回帰率向上対

策の実施 [サケ稚魚生産数：400百万尾／年]  【No.7】 
 

・ 漁港施設の耐震・耐津波強化等の推進 [工事完了地区数：５地区] 【No.27】 
 

・ 園芸品目の単収向上に向けたＩＣＴの活用やハウス団地等の整備  [事業実施地区数：２地区] 

【No.40】 
 
・ 営農再開に向けた農地等の復旧・整備 [区画整理面積：43ha] 【No.48】 

 

・ 放射性物質の影響を受けた産地の早期再生のため、県産農林水産物等の安全・安心のＰＲ・
販路拡大対策の実施  [フェア等開催回数：18 回] 【No36/37/38】 
 

【商工業】 

・ 複数の中小企業等が一体となって、サプライチェーンの回復、地域の産業集積、商業集積

機能の維持・再構築を図る場合に、当該事業に不可欠な施設・設備の復旧・整備を支援 

【No.5/23(水産業・農林業 No.12、観光 No.4)】 
 

・ 個人事業主の商業者等に対し、取引先・新規顧客の開拓や労働力の確保、事業の承継等、
事業計画策定段階から、本設復旧、経営安定まで一連の支援を産業支援機関を通じて実施 

 [補助金交付団体：14 団体] 【No.7】 
 

・ 復興まちづくりに合わせて、若者や女性をはじめとした被災地での起業、第二創業、新事

業進出等の新たなビジネス立上げを支援 [起業、第二創業、新事業進出及びフォローアップ数：60 者]

【No.18/40】 
 

・ 被災地域の商業機能の回復と、復旧した商店街等の持続的な発展を図るため、アドバイザ

ー派遣等を行い、商店街や共同店舗の整備計画策定や新たに構築された商店街等のにぎわい

創出に向けた取組を支援 [被災地域商業再生アドバイザー派遣数：20人日]  【No.17】 

 

【観光】 

・ 沿岸を中心とした全県での観光振興に向けた全国への情報発信、誘客事業の展開、地域主

体の観光地づくりを推進 [観光キャンペーン実施回数：２回]  【No.19】 

 

・ 全国の「岩手ファン」同士のつながりと交流を維持、強化するため、情報発信や交流の支

援を行うとともに、シンポジウムを開催 [シンポジウム開催回数：12 回]  【No.16】 
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第３期実施計画の考え方

４ 復興の推進上の共通的課題への対応                       

復興を計画的に進めていくためには、「安全」の確保、「暮らし」の再建、「なりわい」の再生の

３つの原則に共通する「復興事業の進捗に合わせた人材の確保」、「予算の確実な措置による事業

の着実な推進」が必要である。 

国・地方の総力を挙げてこの課題を克服し、被災者の期待に応え、被災者が復興の歩みを実感

できるよう復興の一層の推進を図っていく必要がある。 

 

○ 復興事業の進捗に合わせた人材の確保 

復興事業の進捗に合わせて、復興まちづくり等のハード事業を進めていく技術者をはじめ、

被災者の健康を守る保健活動等ソフト事業を担う人材など、各分野において専門的知識を有す

るマンパワーが不足しており、再任用職員、任期付職員の採用や職員派遣の要請などに加え、

復興庁の支援による民間企業等の人材の受入れなど民間との連携も進めつつ、多様な方策によ

り人材の確保を図っていく。 

 

○ 予算の確実な措置による事業の着実な推進 

国の平成 28 年度以降５年間の財源スキームの決定によって、平成 32 年度までに必要となる

国費が確保されることとなり、一部に新たに地方負担が発生することとなったものの、災害復

旧、インフラ整備、まちづくり、心のケアなど主要な復興事業は、ほぼ全てが引き続き復興特

別会計で実施されることとなった。 

  また、被災者支援総合交付金が大幅に拡充されたほか、東北観光復興対策交付金が創設され

るなど、復興のステージに応じた取組が可能となった。 

  今後においても、復旧・復興事業に必要な予算の確実な措置と被災地のニーズに対応するた

めの財源措置の充実が必要であり、復興が完了するまでの間に必要な復興財源の確実な措置等

について、引き続き国に対して要望・提言を行っていく。 

 

 

５ 計画の推進                           

 第３期実施計画の推進に当たっては、復興の実現に向けて、いわて県民計画第３期アクション

プランに掲げる施策等との連携の下、沿岸・内陸一体となって復興事業の総仕上げを視野に復興

の先も見据えた地域振興にも取り組みながら、復興を推進していく。 

 また、岩手県東日本大震災津波復興委員会女性参画推進専門委員会での意見・提言を必要な復

興施策に反映し、これまで以上に若者や女性の活躍を促進するなど、あらゆる世代、性別の方々

の幅広い参画により復興の取組を促進していく。 

 さらに、国、市町村はもとより、関係団体、企業、ＮＰＯなどが実施する取組と連携を図りな

がら、官民協働による多様な力を結集し、オール岩手・オール日本体制で取組を推進する。 

 なお、社会経済情勢の変化やそれぞれの被災市町村における復興状況等に応じて、必要な取組

を追加するなど、柔軟に対応していく。 
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第３ 第３期実施計画の施策 

 

１ 復興に向けた３つの原則

に基づく具体的取組  

(1) 施策体系 
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○○  施施策策体体系系のの見見方方  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■３つの原則 

復興に向けた「３つの原則」

を記載 

■10 分野 

「３つの原則」のもとに位置付

けた「10 の分野」を記載 

■取組項目 

それぞれの分野における

「取組項目」を記載 

■構成事業 

取組項目ごとに第３期に実施を

予定している事業を記載 

「重点的に取り組む事

項」に掲載している事業

については、『★』を記載



 

27 
 

 施策体系

▼▼  施施策策体体系系  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとにやさしいまちづくり推進事業 

多重防災型まちづくり推進事業（復興まちづくり支援事業）（再

掲） 

多重防災型まちづくり推進事業（防災文化醸成事業）（再掲） 

津波復興祈念公園整備事業 

震災津波関連資料収集・活用等推進事業 

震災津波伝承施設（仮称）整備事業 

多重防災型まちづくり推進事業（復興まちづくり支援事業） 

原発放射線影響対策事業（情報発信） 

環境放射能水準調査事業 

放射性物質汚染廃棄物処理円滑化事業 

被災地域情報化推進事業 

情報通信基盤整備推進事業 

携帯電話等エリア整備事業 

被災地の治安対策推進事業 

交通安全施設整備事業 

県立高田高等学校災害復旧事業 

私立学校等災害復旧支援事業 

警察施設災害復旧事業 

東日本大震災社会資本復旧事業（河川等災害復旧事業） 

東日本大震災社会資本復旧事業（河川等災害復旧事業（直轄））

東日本大震災社会資本復旧事業（河川等災害復旧事業（代行））

多重防災型まちづくり推進事業（海岸保全施設等整備事業） 

海岸保全施設等整備事業（養浜） 

木造住宅総合耐震支援事業 

災害に強いライフライン整備事業（汚水処理施設整備事業） 

ＪＲ山田線復旧支援事業★ 

地域防災力強化プロジェクト事業（自主防災組織等活動促進事業）

いわて男女共同参画プラン推進事業 

湾口防波堤等整備事業 

多重防災型まちづくり推進事業（まちづくり連携道路整備事業）

土砂災害対策施設整備事業 

広域防災拠点事業  

多重防災型まちづくり推進事業（防災文化醸成事業） 

クリーンエネルギー導入支援事業 

防災拠点等再生可能エネルギー導入事業 

再生可能エネルギー導入促進事業 

地域防犯活動促進事業 

取組項目 

 

災害に強く安全で安心な暮らし

を支える防災都市・地域づくり 

 

 

故郷への思いを生かした豊かで

快適な生活環境づくり 

東日本大震災社会資本復旧事業（河川等災害復旧事業）（再掲）

東日本大震災社会資本復旧事業（河川等災害復旧事業（直轄））（再掲）

東日本大震災社会資本復旧事業（港湾災害復旧事業） 

東日本大震災社会資本復旧事業（河川等災害復旧事業（代行））

（再掲） 

湾口防波堤等整備事業（再掲） 

三陸復興道路整備事業（復興道路整備事業（直轄））★ 

三陸復興道路整備事業（復興道路整備事業（改築））★ 

三陸復興道路整備事業（災害防除） 

三陸復興道路整備事業（橋梁耐震化等） 

ＪＲ山田線復旧支援事業（再掲）★ 

三陸復興道路整備事業（復興支援道路整備事業（改築））★ 

三陸復興道路整備事業（復興関連道路整備事業（改築））★ 

港湾施設機能強化事業 

 

災害に強い交通ネットワークの

構築 

 

構成事業 10 分野 

 

Ⅰ 

防災のまちづくり 

Ⅱ 

交通ネットワーク 

「安全」の確保 
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 施策体系

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就業支援推進事業 

地域ジョブカフェ管理運営事業 

ジョブカフェいわて管理運営事業 

いわてしごと人材創生事業 

事業復興型雇用支援事業 

いわて働き方改革等推進事業 

いわてで働こう推進事業 

職業訓練施設災害復旧整備事業 

 

雇用維持・創出と就業支援 

被災地医療施設復興支援事業 

被災地医療施設復興支援事業（公的医療機関復興支援事業） 

被災地高齢者支援事業（地域支え合い体制づくり事業（仮設介

護・福祉サービス拠点づくり事業）★ 

被災地高齢者支援事業（被災地高齢者リハビリテーション支援

事業）★ 

被災地高齢者支援事業（被災地高齢者ふれあい交流促進事業 ）★

被災地高齢者支援事業（被災地要援護高齢者支援事業）★ 

障がい福祉サービス復興支援事業 

被災地発達障がい児支援体制整備事業 

児童福祉施設等災害復旧事業 

医師確保対策推進事業（岩手県医師修学資金貸付事業、医療局

医師奨学生資金貸付事業、市町村医師養成事業） 

地域医療医師支援事業 

岩手県看護職員修学資金貸付金 

安心と希望の医療を支える看護職員確保定着推進事業 

被災地健康維持増進事業（人材確保・育成） 

被災地薬剤師確保事業 

被災地医療従事者確保支援事業 

地域医療情報発信事業 

被災地サポート拠点職員資格取得促進事業 

ナースセンター機能強化事業 

被災県立病院整備事業 

地域包括ケア基盤確立事業 

 

Ⅱ 

保健・医療・福祉 

 

災害に強く、質の高い保健・医

療・福祉提供体制の整備 

被災地健康維持増進事業（被災地健康支援） 

被災地健康相談等支援事業★ 

市町村保健センター復旧支援 

児童養育支援ネットワーク事業（被災児童対策事業） 

こころのケアセンター等設置運営事業★ 

いわてこどもケアセンター設置運営事業★ 

緊急スクールカウンセラー等派遣事業 

被災地健康維持増進事業（健康づくり） 

自殺対策緊急強化事業 

 

健康の維持・増進、こころのケア

の推進や要保護児童等への支援 

取組項目 構成事業 10 分野 

「暮らし」の再建 

 

Ⅰ 

生活・雇用 

 

被災者の生活の安定と住環境の

再建等への支援 

被災者台帳システム運営事業 

義援金の交付 

被災者生活再建支援金の支給 

災害援護資金貸付金 

総合的被災者相談支援事業★ 

いわて内陸避難者支援センター運営事業★ 

生活再建住宅支援事業（被災住宅改修支援事業） 

生活再建住宅支援事業（被災宅地等復旧支援事業） 

バス運行対策費補助事業 

地域バス交通等支援事業費補助事業 

民生委員(児童委員)活動事業 

災害公営住宅等整備事業 

被災者住宅再建支援事業 

生活再建住宅支援事業（災害復興住宅新築支援事業） 

生活再建住宅支援事業（災害復興住宅融資利子補給事業） 
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 施策体系

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災ミュージアム再興事業 

公立文化施設災害復旧事業 

児童生徒文化芸術支援事業 

いわての学び希望基金被災地児童生徒文化活動支援事業 

被災地児童生徒文化芸術支援事業費 

郷土芸能復興支援事業 

遺跡調査事業 

 

 

文化芸術環境の整備や伝統文化

等の保存と継承 

公立社会教育施設等災害復旧事業 

学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業（放課後

における児童生徒の居場所づくり事業） 

学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業（地域学

校協働活動） 

学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業（家庭教

育支援事業） 

 

社会教育・生涯学習環境の整備 

 

いわての学び希望基金被災地生徒運動部活動支援事業費（生徒

運動部活動支援事業） 

いわての学び希望基金被災地生徒運動部活動支援事業費（いわ

ての学び希望基金被災地生徒運動部活動支援費補助） 

高田高校運動部活動等支援スクールバス運行事業 

スポーツ振興戦略推進事業 

ラグビーワールドカップ 2019 開催準備 

高田松原野外活動センター災害復旧事業 

 

スポーツ・レクリエーション環境

の整備 

取組項目 構成事業 10 分野 

私立学校等災害復旧支援事業（再掲） 

水産教育支援事業 

被災私立学校等復興支援事業 

岩手県立大学被災学生就学支援事業 

いわて子どものこころのサポート事業 

緊急スクールカウンセラー等派遣事業（再掲） 

防災教育・復興教育推進事業★ 

県立高田高等学校災害復旧事業（再掲） 

被災地学校等への教職員配置事業 

被災児童生徒就学支援等事業 

いわての学び希望基金奨学金給付事業 

いわての学び希望基金教科書購入費等給付事業 

日本の次世代リーダー養成塾参加費負担金 

被災教職員健康管理支援事業 

 

Ⅲ 

教育・文化 

 

きめ細かな学校教育の実践と教

育環境の整備・充実 

Ⅳ 

地域コミュニティ 

応急仮設住宅等地域コミュニティ活性化事業 

被災者の生活支援とセーフティネット対策事業★ 

多様な主体の連携による地域コミュニティ支援事業（草の根コ

ミュニティ再生支援事業） 

被災地コミュニティ支援コーディネート事業★ 

災害時要援護者支援対策事業 

災害派遣福祉チーム派遣体制強化事業 

障がい福祉サービス復興支援事業（再掲） 

被災者の参画による心の復興事業 

「いわて三陸復興のかけ橋」推進事業 

多様な主体の連携による地域コミュニティ支援事業（ＮＰＯ等

による復興支援事業） 

いわて若者活躍支援事業費 

民生委員(児童委員)活動事業（再掲） 

地域福祉活動コーディネーター育成事業 

被災地高齢者支援事業（被災地高齢者ふれあい交流促進事業）

（再掲） 

 

地域コミュニティの再生・活性化

Ⅴ 

市町村行政機能 

被災市町村行財政支援事業（職員派遣） 

被災市町村行財政支援事業（メンタルヘルスケア研修等） 

被災市町村行財政支援事業（復興整備計画に係る支援） 

被災市町村行財政支援事業（行財政事務の助言） 

東日本大震災津波復興基金市町村交付金 

 

行政機能の回復 
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 施策体系

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なりわい」の再生 

岩手産業復興機構出資金★ 

水産業共同利用施設復旧支援事業 

水産業経営基盤復旧支援事業（共同利用施設） 

地域再生営漁計画推進事業 

新たな漁村活力創出支援事業★ 

三陸漁業担い手確保・人づくり対策事業 

さけ、ます増殖事業★ 

栽培漁業推進事業★ 

 

Ⅰ 

水産業・農林業 

 

漁業協同組合を核とした漁業、養

殖業の構築 

治山施設災害復旧事業 

防災林造成事業 
 

地域の木材を活用する加工体制

等の再生 

取組項目 構成事業 10 分野 

水産業共同利用施設復旧支援事業（再掲） 

水産業経営基盤復旧支援事業（共同利用施設）（再掲） 

中小企業被災資産復旧事業★ 

中小企業等復旧・復興支援事業★ 

岩手産業復興機構出資金（再掲）★ 

原発放射線影響対策事業（県産農林水産物検査） 

原発放射線影響対策事業（流通食品検査等） 

中小企業高度化資金貸付金 

中小企業東日本大震災復興資金貸付金 

中小企業東日本大震災復興資金保証料補給事業 

水産物産地強化促進事業 

いわて農商工連携推進事業 

いわて農林水産ブランド輸出促進事業 

いわてフードコミュニケーション推進事業 

いわて農林水産物海外プロモーション強化事業 

 

産地魚市場を核とした流通・加工

体制の構築 

県単独漁港災害復旧事業（海岸保全施設等本復旧） 

漁港災害復旧事業（海岸保全施設等本復旧） 

漁業集落防災機能強化事業 

水産基盤整備事業 

海岸保全施設整備事業 

 

漁港等の整備 

原発放射線影響対策事業（県産農林水産物検査）（再掲） 

いわて農林水産物消費者理解増進対策事業 

県産牛肉安全安心確立緊急対策事業 

特用林産物放射性物質調査事業（特用林産物放射性物質調査事

業、きのこ原木等処理事業） 

特用林産施設等体制整備事業 

原発放射線影響対策事業（流通食品検査等）（再掲） 

岩手産業復興機構出資金（再掲）★ 

いわての農林水産物まるごと展開事業（いわて純情米マーケテ

ィング戦略展開事業） 

いわての農林水産物まるごと展開事業（いわて純情園芸産品販

売戦略展開事業） 

いわての農林水産物まるごと展開事業（いわて畜産物ブランド

強化対策事業） 

いわての食財ゲートウェイ構築展開事業 

強い農業づくり交付金 

放射性物質被害畜産総合対策事業 

いわて地域ぐるみ６次産業化支援事業 

農地等災害復旧事業 

被災地域農業復興総合支援事業 

沿岸地域再生に向けた実証研究事業 

東日本大震災農業生産対策事業 

海岸保全施設災害復旧事業 

農用地災害復旧関連区画整理事業 

中山間地域総合整備事業 

 

地域特性を生かした生産性・収益

性の高い農業の実現 
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 施策体系

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手産業復興機構出資金（再掲）★ 

中小企業高度化資金貸付金（再掲） 

中小企業東日本大震災復興資金貸付金（再掲） 

中小企業東日本大震災復興資金保証料補給事業（再掲） 

中小企業等復旧・復興支援事業（再掲）★ 

中小企業被災資産復旧事業（再掲）★ 

原発放射線影響対策事業（工業製品等の測定調査） 

特区制度等の活用による各種優遇税制措置（再掲） 

港湾利用促進事業 

自動車関連産業創出推進事業 

半導体関連産業創出推進事業 

地域クラスター形成促進事業 

新しい三陸の地域産業展開事業★ 

いわてものづくり産業人材育成事業★ 

ものづくり人材育成定着促進モデル事業 

医療機器関連産業創出推進事業 

情報関連産業競争力強化事業 

戦略的知財活用支援事業 

ものづくり革新推進事業 

高付加価値型ものづくり技術振興事業 

企業立地促進奨励事業 

さんりくチャレンジ推進事業（再掲）★ 

三次元設計開発人材育成事業 

ものづくり・ソフトウェア融合技術者養成事業 

三陸みらいの企業人材確保育成事業★ 

海洋エネルギー研究拠点構築事業 

三陸海洋エネルギー研究開発促進事業 

プロジェクト研究調査事業 

洋上ウィンドファーム事業化促進事業 

海洋研究拠点形成促進事業 

海洋研究学びの場創出推進事業費 

いわて戦略的研究開発推進事業 

科学技術振興推進事業 

科学技術普及啓発推進事業 

水素活用による再生可能エネルギー推進事業費 

岩手産業復興機構出資金（再掲）★ 

中小企業高度化資金貸付金（再掲） 

中小企業東日本大震災復興資金貸付金（再掲） 

中小企業東日本大震災復興資金保証料補給事業（再掲） 

中小企業等復旧・復興支援事業（再掲）★ 

中小企業被災資産復旧事業（再掲）★ 

被災中小企業重層的支援事業★ 

国際経済交流推進事業 

物産販路開拓事業 

生産地証明等発行事業 

いわての食と工芸魅力拡大事業 

特区制度等の活用による各種優遇税制措置 

地域基幹産業人材確保支援事業 

いわてフードコミュニケーション推進事業（再掲） 

いわて農商工連携推進事業（再掲） 

北いわて産業振興事業費★ 

被災商店街にぎわい支援事業★ 

さんりくチャレンジ推進事業★ 

 

中小企業等への再建支援と復興

に向けた取組 

 

 

ものづくり産業の新生 

 

Ⅱ 

商工業 

取組項目 構成事業 10 分野 

中小企業高度化資金貸付金（再掲） 

中小企業東日本大震災復興資金貸付金（再掲） 

中小企業東日本大震災復興資金保証料補給事業（再掲） 

中小企業等復旧・復興支援事業（再掲）★ 

中小企業被災資産復旧事業（再掲）★ 

岩手産業復興機構出資金（再掲）★ 

特区制度等の活用による各種優遇税制措置（再掲） 

海岸保全施設等整備事業（養浜）（再掲） 

北いわて広域観光推進事業費 

三陸ジオパーク活用強化事業費 

 

観光資源の再生と新たな魅力の

創造 

 

Ⅲ 

観光 
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 施策体系

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三陸沿岸観光新時代創造事業 

いわて花巻空港利用促進事業 

いわてへの定住・交流促進事業 

三陸総合振興推進事業 

三陸観光地域づくり推進事業 

いわてつながり強化事業 

ふるさとづくり推進事業 

いわて情報発信強化事業 

いわて観光キャンペーン推進協議会負担金 

観光事業推進費負担金 

復興ツーリズム推進事業 

いわて三陸に行こう誘客促進事業 

外航クルーズ船誘致事業 

食の魅力発信インバウンド促進事業（食と産地の魅力ワールド

ワイド発信事業） 

食の魅力発信インバウンド促進事業（食の takumi（匠)・食文

化発信事業） 

みちのくコンベンション等誘致促進事業 

東北観光推進事業 

いわてインバウンド新時代戦略事業 

北東北三県・北海道ソウル観光推進事業 

北東北広域観光推進事業 

 

復興の動きと連動した全県的な

誘客への取組 

 

Ⅲ 

観光 

取組項目 構成事業 10 分野 
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(2) 構成事業の概要と実施年度 
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○○  構構成成事事業業のの概概要要とと実実施施年年度度のの見見方方  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

国復興期間

3

環境放射能水準調査事
業

県 原子力発電所事故による本県の放射性物質による影響を

把握するため、本県独自に放射線量等の測定調査を行い

県民等へ情報提供を実施

・空間線量率の測定：10か所

・降下物の測定回数：24回

事業
主体 事業概要事業名

2

原発放射線影響対策事
業（情報発信）

県 環境放射線量や食品の放射性物質濃度等の測定状況の情

報をはじめ、原発事故放射線影響対策に係る取組状況等

について県内外生活者への情報を発信

・ホームページによる情報発信回数：96回

・岩手県放射線影響対策報告書の発行回数：2回

復興まちづくりに取り組む団体等への支援として、住民

等の要請に基づき、まちづくりや景観等に関する専門家

をアドバイザーとして派遣し、復興まちづくりを支援す

るとともに、地元のまちづくりに係る人材を育成

・アドバイザーの派遣回数：76回

1

多重防災型まちづくり
推進事業
・復興まちづくり支援
事業

県

No.
（参考）

実施年度

復興基本計画期間

■事業概要 

・ 取組項目ごとに第３期に実施を予定している事業の概要を

記載 

・ 第３期における計画値を記載（社会資本の整備事業等につ

いては、事業全体の計画値及び第１期・第２期実績値も記載）

 

例：事業全体の計画値が 20 か所で、第 1 期・第 2 期の実績が

15 か所、第 3 期の計画値が 5 か所の場合 
（事業箇所：5 か所（全体:20 か所/第１期・第 2 期:15 か所））

■事業名 

例：（仮称）◯◯事業（再掲）▼P.□□ 

 【凡例】 

◯◯ ：事業名や取組の名称 

（再掲）：再掲事業 

▼P.□□：重点的に取り組む事項の掲載ページ 

■事業主体 

県が直接実施、あるいは補助、支援

する事業の実施主体を記載 

■国の復興期間 

（～平成 32 年度） 

 第３期実施計画の構成事業については、社会経済情勢の変化や復興の状況等を踏まえ、必要に応

じて、所要の見直しを行っていくもの。 

また、平成 31 年度以降の取組については、今後の国の動向や、市町村における復興の状況等に

より、内容に変更が生じる場合があるもの。 

■実施年度 

事業ごとに実施年度を記載 

■取組項目 

取組項目ごとに事業を位置付け 

「３つの原則」と「10 の分野」を記載 
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 構成事業の概要と実施年度

▼▼  構構成成事事業業のの概概要要とと実実施施年年度度  
 

 

 

 

取組項目 災害に強く安全で安心な暮らしを支える防災都市・地域づくり 

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

（参考）

実施年度

復興基本計画期間

6

7

携帯電話等エリア整備
事業

市町村 携帯電話等の無線通信が行えない状態の解消を図るた

め、無線通信用施設及び設備を設置する市町村に対し、

その経費の一部を補助

・通信施設整備補助実施市町村数：６市町村

5

被災地域情報化推進事
業

市町村 超高速ブロードバンドやテレビ、ラジオの情報通信基盤

の整備などをはじめ、被災市町村が抱える課題を情報通

信技術（ＩＣＴ）を利活用して効率的・効果的に解決す

る取組に対する支援

4

放射性物質汚染廃棄物
処理円滑化事業

県、

市町

放射性物質汚染対処特措法に基づき汚染状況重点調査地

域に指定された市町における除染廃棄物（道路側溝汚泥

等）の一時保管場所の整備等に要する経費や農林業系副

産物などの処理を円滑に進めるための技術的支援等を実

施

事業名

2

原発放射線影響対策事
業（情報発信）

県 環境放射線量や食品の放射性物質濃度等の測定状況の情

報をはじめ、原発事故放射線影響対策に係る取組状況等

について県内外生活者への情報を発信

・ホームページによる情報発信回数：96回

・岩手県放射線影響対策報告書の発行回数：2回

復興まちづくりに取り組む団体等への支援として、住民

等の要請に基づき、まちづくりや景観等に関する専門家

をアドバイザーとして派遣し、復興まちづくりを支援す

るとともに、地元のまちづくりに係る人材を育成

・アドバイザーの派遣回数：76回

1

多重防災型まちづくり
推進事業
・復興まちづくり支援
事業

県

No.
事業
主体 事業概要

3

環境放射能水準調査事
業

県 原子力発電所事故による本県の放射性物質による影響を

把握するため、本県独自に放射線量等の測定調査を行い

県民等へ情報提供を実施

・空間線量率の測定：10か所

・降下物の測定回数：24回

情報通信基盤整備推進
事業

市町村 地域の活性化を図っていく上で重要かつ必要不可欠な超

高速ブロードバンド基盤の整備を推進するため、過疎地

域等の「条件不利地域」を有する地方公共団体が、超高

速ブロードバンド基盤等の整備を実施する場合の支援

国復興期間

 
 
 
 
 
 

３つの原則 

「安全」の確保 Ⅰ 防災のまちづくり 
10 分野 
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 構成事業の概要と実施年度

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

（参考）

実施年度

復興基本計画期間

13

東日本大震災社会資本
復旧事業
・河川等災害復旧事業

県

14

東日本大震災社会資本
復旧事業
・河川等災害復旧事業
（直轄）

国 東日本大震災津波で被災を受けた国が管理する道路等の

公共土木施設の復旧・整備

・国道45号

15

東日本大震災社会資本
復旧事業
・河川等災害復旧事業
（代行）

県 東日本大震災津波で被災を受けた市町村が管理する道路

等の公共土木施設の県代行による復旧・整備

・災害復旧事業完了箇所：２か所

　（全体：５か所/第1期・第2期：３か所）

警察施設災害復旧事業 県 東日本大震災津波で被災した警察施設を復旧・整備

・警察署等庁舎の再建：６か所

　(全体：19か所/第2期：11か所）

・警察宿舎の再建：22戸

　(全体：34戸/第2期：12戸）

12

11

私立学校等災害復旧支
援事業

国、

県、

私立学校

被災した私立学校等の施設災害復旧費用の一部を助成

・私立学校等施設の災害復旧施設数：１園・校

　（全体：37園・校/第1期・第2期：36園・校）

県立高田高等学校災害
復旧事業

県 東日本大震災津波により甚大な被害を受けた高田高等学

校の新築整備

・校舎の新築整備：（第2期〔H26〕：１校）

・校舎附帯施設の整備箇所数：２か所

　　H29　艇庫・講義棟　　　　１か所（棟）

　　H30   教職員住宅        　　１か所（棟）

　　H31   第１グラウンド整備　１か所

　　        研修会館　　　　　　１か所（棟）

　　        部室棟　　　　　　　１か所（棟）

10

9

交通安全施設整備事業 県 被災地の復興の進捗に対応した交通安全施設の整備

・信号機設置等：40基

　（全体：81基/第2期：32基）

・標識設置等：2,305本

　（全体：3,038本/第2期：321本）

・標示（横断歩道）：9㎞

　（全体：17㎞/第2期：2km）

8

被災地の治安対策推進
事業

県 大船渡・釜石・宮古の３警察署への“被災地対策隊”の

設置を継続して、仮設住宅や災害公営住宅への訪問活動

を通じた“被災者に寄り添う活動”や各種事件・事故の

未然防止、復興に乗じた犯罪の取締り等を推進

・警察官緊急増員延べ人数（第1期・第2期：425人）

・被災地対策隊設置所属数（延べ）：６署

事業名No.
事業
主体 事業概要

東日本大震災津波で被災を受けた県が管理する道路等の

公共土木施設（大規模災害に係る海岸保全施設等を除

く）の復旧・整備

・災害復旧事業完了箇所数：４か所

　（全体：588箇所/第1期・第2期：584か所）

国復興期間
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 構成事業の概要と実施年度

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

国復興期間

23

湾口防波堤等整備事業 国 東日本大震災津波によって倒壊した湾口防波堤の早期復

旧を図るとともに、現在整備中の湾口防波堤等の整備を

促進

・釜石港湾口防波堤

・久慈港湾口防波堤

・宮古港竜神崎防波堤

18

木造住宅総合耐震支援
事業

県、

市町村

木造住宅の耐震化を促進するため、木造住宅の耐震診

断、耐震改修に対する支援や相談員の派遣を実施

・耐震診断実施戸数：759戸

・耐震改修実施戸数：180戸

17

19

災害に強いライフライ
ン整備事業
・汚水処理施設整備事
業

県、

市町村

東日本大震災津波で被害のあった市町村の汚水処理施設

整備事業に対する補助

・低炭素型合併浄化槽等(個人設置型)

　の設置基数（累計）：1,884基（累計）

　（全体：2,074か所/第1期・第2期：1,477か所）

海岸保全施設等整備事
業（養浜）

県 東日本大震災津波により流失した高田地区海岸の砂浜再

生

・養浜完了箇所数：１箇所

　（全体：1箇所）

事業
主体 事業概要事業名No.

16

多重防災型まちづくり
推進事業
・海岸保全施設等整備
事業

県 東日本大震災津波によって破壊された防潮堤等の海岸保

全施設の復旧を図るとともに、市町村の復興まちづくり

と一体となった防潮堤や水門等の自動閉鎖システムの整

備等を実施

・津波防災施設の整備延長：21.9km

　（全体：76.8km/第1期・第2期：52.8km）

・海岸水門等の遠隔操作化箇所数：109か所

　（全体：187基/第1期・第2期：9か所）

ＪＲ山田線復旧支援事
業

県、

市町

ＪＲ山田線（宮古・釜石間）に関し、平成30年度末に

予定する三陸鉄道への経営移管に向けての各種復旧工事

の実施や円滑な業務の移管について、JR東日本や国と

調整を図るとともに、経営移管後の支援策や利用促進策

等を検討・実施

20

21

地域防災力強化プロ
ジェクト事業（自主防
災組織等活動促進事
業）

県 各地域において、自主防災組織（町内会、事業所等）の

育成、強化を図り、自主的な活動を促進

防災教育用教材を活用した防災教育の実践等により、防

災教育を推進

・リーダー連絡会議開催回数：２回

・地域防災サポーター派遣回数：24回

・教材操作研修会開催回数：４回

いわて男女共同参画プ
ラン推進事業

県 防災や復興に男女共同参画の視点を持って取り組む地域

住民等を増やすため、沿岸部で「男女共同参画の視点か

らの防災・復興」をテーマとしたワークショップ等を開

催

・開催回数：２回

22

（参考）

実施年度

復興基本計画期間

 
 

 

 

▼P.78 
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 構成事業の概要と実施年度

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

国復興期間

27

多重防災型まちづくり
推進事業
・防災文化醸成事業

県、

市町村

東日本大震災津波の経験や教訓を後世に語り継ぎ、防災

意識の向上や、避難行動を促す取組を「防災文化」とし

て醸成し継承していくため、小学校等において津波防災

に関する出前講座等を実施

・出前講座実施回数：12回

25

県 津波により浸水した道路について、市町村の復興まちづ

くりと一体となった整備を実施

・整備完了箇所：20か所

 （全体：32か所/第1期・第2期：12か所）

土砂災害対策施設整備
事業

県 市町村の復興まちづくり計画等に基づき集団移転した住

居等を土砂災害から保全

・砂防等施設整備完了数：４か所

　（全体：５か所/第2期：１か所）

事業
主体 事業概要事業名No.

26

広域防災拠点事業 県 災害時において、支援部隊等のベースキャンプ・現地活

動調整、広域医療搬送、被災者用物資・資機材の備蓄、

支援物資の受入・分配等の機能を有する広域防災拠点

（広域支援拠点及び後方支援拠点）を、既存施設の活用

を前提に配置

・指定拠点備蓄箇所数：２か所

　（全体：５か所/第2期： ３か所）

・指定拠点衛星携帯電話配備箇所数：

　（全体：４か所/第2期： ４か所）

28

クリーンエネルギー導
入支援事業

県、

市町村、

公共的団

体等

市町村等が行う地域内の公共施設等への小規模なクリー

ンエネルギー設備の導入を支援

東日本大震災津波に関連し、地域の防犯・防災上、重要

かつ緊急を要するものには、補助率を引き上げ、補助要

件を緩和して実施

29

防災拠点等再生可能エ
ネルギー導入事業

県、

市町村等

非常時においても一定のエネルギーを賄えるシステムの

構築に向けて、県や市町村の庁舎、医療施設、福祉施

設、学校等に対し、再生可能エネルギー設備の導入を推

進

・県施設への導入数

　（全体：22か所/第1期・第2期：22か所）

・市町村等への補助施設数：22か所

　（全体：459か所/第１期･第2期：437か所）

30

再生可能エネルギー導
入促進事業

県 再生可能エネルギーの導入目標の達成に向け被災家屋等

への太陽光発電の導入支援、自立・分散型エネルギー供

給体制の構築に向けた市町村等の取組支援、大規模電源

立地の促進、再生可能エネルギー導入促進のための普及

啓発を実施

・被災家屋等への太陽光発電設備導入数：800世帯

・事業化可能性調査地区数：２地区

・再生可能エネルギーによる電力自給率：25%

地域防犯活動促進事業 県 被災地域におけるコミュニティの再生を促進し、犯罪や

交通事故のない地域社会づくりに向けた住民の自主的な

取組を支援

・被災地における防犯座談会等の実施回数：400回
31

24

多重防災型まちづくり
推進事業
・まちづくり連携道路
整備事業

（参考）

実施年度

復興基本計画期間
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 構成事業の概要と実施年度

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

（参考）

実施年度

復興基本計画期間事業名No.
事業
主体 事業概要

32

東日本大震災社会資本
復旧事業
・河川等災害復旧事業
（再掲）

県 東日本大震災津波で被災を受けた県が管理する道路等の

公共土木施設（大規模災害に係る海岸保全施設等を除

く）の復旧・整備

・災害復旧事業完了箇所数：４か所

　（全体：588箇所/第1期・第2期：584か所）

34

災害に強いライフライ
ン整備事業
・汚水処理施設整備事
業　　（再掲）

県、

市町村

東日本大震災津波で被害のあった市町村の汚水処理施設

整備事業に対する補助

・低炭素型合併浄化槽等(個人設置型)

　の設置基数（累計）：1,884基（累計）

　（全体：2,074か所/第1期・第2期：1,477か所）

33

東日本大震災社会資本
復旧事業
・河川等災害復旧事業
（直轄）（再掲）

国 東日本大震災津波で被災を受けた国が管理する道路等の

公共土木施設の復旧・整備

・国道45号

国復興期間

 
 

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

（参考）

実施年度

復興基本計画期間

35

ひとにやさしいまちづ
くり推進事業

県 各市町村の各種計画やまちづくりの中にユニバーサルデ

ザインの考え方を取り入れていくことができるよう、市

町村職員や地域住民を中心にひとにやさしいまちづくり

条例の理念や制度の周知徹底を図り、ひとにやさしいま

ちづくりを推進

・研修会の開催回数：８回

事業名No.
事業
主体 事業概要

36

多重防災型まちづくり
推進事業
・復興まちづくり支援
事業　　（再掲）

県 復興まちづくりに取り組む団体等への支援として、住民

等の要請に基づき、まちづくりや景観等に関する専門家

をアドバイザーとして派遣し、復興まちづくりを支援す

るとともに、地元のまちづくりに係る人材を育成

・アドバイザーの派遣回数：76回

37

多重防災型まちづくり
推進事業
・防災文化醸成事業
（再掲）

県、

市町村

東日本大震災津波の経験や教訓を後世に語り継ぎ、防災

意識の向上や、避難行動を促す取組を「防災文化」とし

て醸成し継承していくため、小学校等において津波防災

に関する出前講座等を実施

・出前講座実施回数：12回

38

津波復興祈念公園整備
事業

国、

県、

市町村

東日本大震災津波の犠牲者を追悼・鎮魂し、震災の経験

や教訓を継承するとともに、市街地や利用者の安全を確

保し、まちづくりと一体となった地域の賑わいの再生に

資する津波復興祈念公園を整備

・津波復興祈念公園整備事業の工事着手箇所：１か所

国復興期間

 
 

 

 

取組項目 故郷への思いを生かした豊かで快適な生活環境づくり 
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 構成事業の概要と実施年度

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

（参考）

実施年度

復興基本計画期間

40

震災津波伝承施設（仮
称）整備事業

県 災害の歴史から学び、記憶や経験を語り継ぎ、将来に生

かすため、国等の関係機関と連携し、高田松原津波復興

祈念公園内に震災津波伝承施設（仮称）を整備

・基本設計：１式　（第２期：１式）

・展示等製作着工：１式（完成：Ｈ31）

39

震災津波関連資料収
集・活用等推進事業

県 震災の記憶風化防止や教訓を生かすため、震災津波関連

資料の収集を進めるとともに、構築した「いわて震災津

波アーカイブ～希望～」を活用し、当該資料の利活用を

促進

・広くアクセス可能な仕組みの構築・運用：１式

事業名No.
事業
主体 事業概要

国復興期間

 

 

 

 

 

 

取組項目 災害に強い交通ネットワークの構築 

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

4

東日本大震災社会資本
復旧事業
・河川等災害復旧事業
（直轄）
（再掲）

国 東日本大震災津波で被災を受けた国が管理する道路等の

公共土木施設の復旧・整備

・国道45号

3

東日本大震災社会資本
復旧事業
・港湾災害復旧事業

県 東日本大震災津波により倒壊した防波堤や沈下した岸壁

の復旧等による港湾の機能回復

・港湾機能の復旧完了港数：１港

　（全体６港/第1期・第2期：５港）

No. 事業名
事業
主体 事業概要

東日本大震災社会資本
復旧事業
・河川等災害復旧事業
（代行）
（再掲）

県 東日本大震災津波で被災を受けた市町村が管理する道路

等の公共土木施設の県代行による復旧・整備

・災害復旧事業完了箇所：２か所

　（全体：５か所/第1期・第2期：３か所）

2

国復興期間

実施年度

復興基本計画期間
（参考）

5

湾口防波堤等整備事業
（再掲）

国 東日本大震災津波によって倒壊した湾口防波堤の早期復

旧を図るとともに、現在整備中の湾口防波堤等の整備を

促進

・釜石港湾口防波堤

・久慈港湾口防波堤

・宮古港竜神崎防波堤

東日本大震災社会資本
復旧事業
・河川等災害復旧事業
（再掲）

1

東日本大震災津波で被災を受けた県が管理する道路等の

公共土木施設（大規模災害に係る海岸保全施設等を除

く）の復旧・整備

・災害復旧事業完了箇所数：４か所

　（全体：588箇所/第1期・第2期：584か所）

県

 
 
 
 

３つの原則 

「安全」の確保 Ⅱ 交通ネットワーク 
10 分野 
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 構成事業の概要と実施年度

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

13

港湾施設機能強化事業 県 災害時等に緊急支援物資の取扱いや企業活動の再開を早

急に行うため、耐震強化岸壁等の整備による機能拡充や

港湾利用者が津波から安全に避難できる施設の整備を検

討

・避難対策施設の整備完了箇所数：１か所

　（全体：１か所）

復興関連道路として、水産業の復興を支援する道路等に

ついて、交通支障箇所等の改築等を実施

・復興関連道路の整備完了箇所数：8か所

　（全体：20か所/第1期・第2期：11か所）

12

三陸復興道路整備事業
・復興関連道路整備事
業（改築）

県

復興支援道路として、内陸部から沿岸各都市等にアクセ

スする道路及び横断軸間を南北に連絡する道路等につい

て、交通支障箇所の改築等を実施

・復興支援道路の整備完了箇所数：14か所

　（全体：38か所/第1期・第2期：19か所）

三陸復興道路整備事業
・復興支援道路整備事
業（改築）

県

6

No. 事業名
事業
主体 事業概要

国復興期間

実施年度

復興基本計画期間
（参考）

7

三陸復興道路整備事業
・復興道路整備事業
　（直轄）

国 復興道路として、三陸沿岸地域の縦貫軸と内陸部と三陸

沿岸地域を結ぶ横断軸の高規格幹線道路等の整備を促進

〔対象路線〕

　[縦貫軸]

　・三陸沿岸道路

　（三陸縦貫自動車道、三陸北縦貫道路、

　　　　　　　　　　　　八戸・久慈自動車道）

　[横断軸]

　・東北横断自動車道釜石秋田線

　・宮古盛岡横断道路（国道106号）

三陸復興道路整備事業
・復興道路整備事業
　（改築）

県 復興道路として、内陸部と三陸沿岸地域を結ぶ横断軸の

高規格幹線道路等の整備を推進

〔対象路線〕

 ・宮古盛岡横断道路（国道106号）

・復興道路の事業中箇所の供用延長（改築）：3.3km

　（全体：10.0km/第1期・第2期：6.7km）

三陸復興道路整備事業
（災害防除）

県 復興道路として内陸部と三陸沿岸地域を結ぶ横断軸の高

規格幹線道路等や、復興支援道路として内陸部から沿岸

各都市等にアクセスする道路及び横断軸間を南北に連絡

する道路等、復興関連道路として水産業の復興を支援す

る道路等について、落石対策等の道路防災対策を実施

・道路法面対策完了箇所数：41箇所

　（全体：106箇所/第1期・第2期：65箇所）

8

10

ＪＲ山田線復旧支援事
業　　（再掲）

県、

市町

ＪＲ山田線（宮古・釜石間）に関し、平成30年度末に

予定する三陸鉄道への経営移管に向けての各種復旧工事

の実施や円滑な業務の移管について、JR東日本や国と

調整を図るとともに、経営移管後の支援策や利用促進策

等を検討・実施

三陸復興道路整備事業
（橋梁耐震化等）

県 復興道路として内陸部と三陸沿岸地域を結ぶ横断軸の高

規格幹線道路等や、復興支援道路として内陸部から沿岸

各都市等にアクセスする道路及び横断軸間を南北に連絡

する道路等、復興関連道路として水産業の復興を支援す

る道路等について、補修を実施。また、復興道路及び復

興支援道路のうち第１次緊急輸送道路の橋梁耐震化を実

施

・橋梁の補修完了数：18橋

　（全体：131橋/第1期・第2期：101橋）

・橋梁の耐震補強完了数：20橋

　（全体：40橋/第1期・第2期：20橋）

9

11

 
 

▼P.78 

▼P.78 

▼P.78 

▼P.78 

▼P.78 
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 構成事業の概要と実施年度

 

 

 

取組項目 被災者の生活の安定と住環境の再建等への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

生活再建住宅支援事業
・被災宅地等復旧支援
事業

県、

市町村

地盤沈下や擁壁に倒壊等が発生している宅地に対して、

復旧費用の一部を補助する市町村に対する支援

生活再建住宅支援事業
・被災住宅改修支援事
業

県、

市町村

被災者支援制度の対象外の被災住宅に対する改修費用の

一部を補助する市町村に対する支援

7

8

いわて内陸避難者支援
センター運営事業

県 内陸及び県外へ避難している被災者の住まいの意向把握

を沿岸市町村に代わって行うとともに、再建方法を決め

かねている被災者への相談対応などを通じ、恒久住宅へ

の移行を促進

No. 事業名

被災者台帳システム運
営事業

1

市町村において被災者に対する各種支援状況を一元的に

管理し、関係課が情報を共有できるシステムを運営

・新システム運用市町村数：32市町村

県、

市町村

国復興期間

県 災害により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害

を受けた世帯に対して支援金を支給

災害援護資金貸付金 県、

市町村

被害を受けた世帯主に対し、生活の立て直しに資するた

めの資金を貸付

2

3

4

被災者生活再建支援金
の支給

義援金の交付 県、

市町村

一般から寄せられた義援金を被災者に交付

5

総合的被災者相談支援
事業

県 被災者の生活再建に向けて、多様化する被災者からの相

談・問い合わせに総合的に対応するため、沿岸地区に設

置した被災者相談支援センターを運営するほか、専門家

の派遣、相談支援担当者等への研修、被災者への情報提

供等を実施

・被災者相談支援センターの運営：４か所（H29）

　　　　　　　　　　　　　　　　３か所（H30）

6

事業
主体 事業概要

実施年度

復興基本計画期間
（参考）

３つの原則 

「暮らし」の再建 Ⅰ 生活・雇用 

10 分野 

▼P.80 

▼P.80 
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 構成事業の概要と実施年度

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

復興基本計画期間
（参考）事業

主体 事業概要

実施年度

10

地域バス交通等支援事
業費補助事業

11

民生委員(児童委員)活
動事業

9

バス運行対策費補助事
業

県、

乗合バス

事業者

県、

市町村、

民生児童

委員協議

会

No. 事業名
国復興期間

住民の重要な生活の足であるバス路線の維持を図るた

め、国庫補助制度に基づき、当該路線を運行するバス事

業者に対し、運行欠損額及び車両購入費に対する補助を

実施

県、

市町村

住民の重要な生活の足であるバス路線の維持を図るた

め、市町村が実施する生活交通確保対策に係る経費に対

して補助

県、

市町村

県内で自宅が全壊（半壊解体含む）した被災世帯に対

し、県内での持ち家による住宅再建を支援する市町村の

補助事業にその経費の一部を補助

・補助金の支給世帯数：1,679世帯

民生委員に対し、被災者支援に関する研修を行い、関係

機関と連携した被災者の見守り活動を充実強化

・全県研修会開催回数：２回

・地域単位研修会開催回数：18か所

県、

市町村、

民間企業

東日本大震災津波により住宅を失った被災者の居住の安

定を図るため、被災者用の恒久的な住宅を供給

・災害公営住宅整備（供給割合）：19.2％

　（全体100％/第1期・第2期：80.6％）

・内陸部における災害公営住宅整備

　（供給割合）：100％

生活再建住宅支援事業
・災害復興住宅新築支
援事業14

県、

市町村

災害公営住宅等整備事
業

12

県、

市町村

被災者の住宅復興の負担軽減を図るため、住宅への新た

なローンの借入れをする者に対する既存の住宅ローンへ

の利子補給を実施。また、既存住宅の改修等を行う者に

対する新たなローンへの利子補給を実施

被災地域において、一定のバリアフリー性能を有し、県

産材を一定量以上活用して住宅を再建する場合に、建設

費の一部を補助

被災者住宅再建支援事
業

13

15

生活再建住宅支援事業
・災害復興住宅融資利
子補給事業
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 構成事業の概要と実施年度

取組項目 雇用維持・創出と就業支援 

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

ジョブカフェいわて管
理運営事業

県 岩手労働局と連携し、若年者を対象にきめ細かな就職相

談、職業紹介をワンストップで行う「ジョブカフェいわ

て」の管理運営を実施

・利用者件数：46,000件

・設置場所：盛岡

18

19

16

地域ジョブカフェ管理
運営事業

いわてしごと人材創生
事業

県 県内外から人材を確保し、県内企業に定着するための求

職者及び企業に対する相談対応や情報発信などの支援を

実施

・岩手県Ｕターンセンター等（東京、県内）における

Ｕ・Ｉターン相談窓口の相談件数：4,000件

23

職業訓練施設災害復旧
整備事業

県、

市町村、

職業訓練

法人

被災した認定職業能力開発施設を復旧するため、施設設

置者に対して補助を実施

・陸前高田高等職業訓練校

21

22

いわてで働こう推進事
業

県 若者や女性の県内就職の一層の促進を図るため、「いわ

てで働こう推進協議会」において、オール岩手で人材の

確保や定着の取組を推進

・協議会等の開催回数：8回

いわて働き方改革等推
進事業

県 長時間労働の是正などの「働き方改革」を推進するとと

もに、正規雇用の拡大等を図るため、優良な取組事例の

紹介、助成・支援制度の普及・啓発等を実施

・働き方改革推進セミナーの開催回数：2回

17

20

事業復興型雇用支援事
業

県 被災地特有の事情により人材の確保に困難が生じている

ことから、産業政策の支援を受けたのち、期間の定めな

く被災三県求職者等を雇用した事業主に対し、計画的な

人材育成や職場環境整備を含む雇入経費を助成するとと

もに、一般求職者の雇入れのために要した住宅支援経費

を助成

・新規助成対象労働者数：272人

就業支援推進事業 県 地域内関係機関と連携しながら雇用・労働に関する地域

課題に対応するため、県内各地域に就業支援員を配置

・就業支援員による学校訪問件数：5,000件

県 地域の関係機関と連携して、若年者を中心とした就業支

援と地域産業の活性化を行う地域ジョブカフェの管理運

営を実施

・利用者件数：12,000件

・設置場所：一関、気仙、宮古、久慈、二戸

No. 事業名
国復興期間

事業
主体 事業概要

実施年度

復興基本計画期間
（参考）
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 構成事業の概要と実施年度

 

 

 

取組項目 災害に強く、質の高い保健・医療・福祉提供体制の整備 

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

6

7

障がい福祉サービス復
興支援事業

県 県内の障がい福祉サービス事業所が復興期において安定

した運営ができるようにするため、「障がい福祉復興支

援センター」（H27年度から「障がい者就労支援振興セ

ンター」）を設置し、事業所の活動を支援

・専門アドバイザーの派遣回数：58回

・事業所研修会の開催回数：24回

被災地高齢者支援事業
・被災地要援護高齢者
支援事業

県 被害が甚大である陸前高田市、大槌町及び山田町を中心

に、市町村地域包括支援センターと連携し、高齢者から

の相談対応、仮設住宅等の要援護高齢者及び要介護者の

ケア支援等を行い、被災地における地域包括ケアシステ

ムの構築を支援

・地域包括ケア研修会の開催回数：８回

・介護予防教室の開催支援回数：80回

5

被災地高齢者支援事業
・被災地高齢者ふれあ
い交流促進事業

県 応急仮設住宅や災害公営住宅で生活する高齢者等と地域

住民との交流の活性化や高齢者等の健康の維持・増進を

図り、新しいコミュニティでの生きがいづくりを促進す

るため、被災地において、高齢者等が気軽に参加できる

運動教室を開催

・運動教室の開催回数：240回

被災地高齢者支援事業
・被災地高齢者リハビ
リテーション支援事業

県 応急仮設住宅に入居する高齢者等の運動や生活機能低下

の防止及び脳卒中等の既往疾患高齢者の状態の悪化を防

止するための事業を支援

県リハビリテーション支援センター等による巡回相談や

運動指導等を実施

・従業者研修会の開催回数：４回

県、

民間医療

機関

事業
主体 事業概要No. 事業名

被災地医療施設復興支
援事業

実施年度

復興基本計画期間
（参考）

国復興期間

3

被災地高齢者支援事業
・地域支え合い体制づ
くり事業（仮設介護・
福祉サービス拠点づく
り事業）

県、

市町村

応急仮設住宅地域において市町村が行う、高齢者等サ

ポート拠点及びグループホーム型仮設住宅の設置・運営

を支援するため、その経費の補助を行うほか、高齢者等

サポート拠点運営者の研修を実施

・研修会の実施回数：８回

・サポート拠点運営数（延べ）：43か所

4

2

被災地医療施設復興支
援事業
・公的医療機関復興支
援事業

県、

市町村

被災した地域の公的医療機関の再建を支援

・市町村立医療機関の整備箇所数：１か所

　（全体：４か所/第1期・第2期：３か所）

1

被災した医療施設の移転・新築を支援

・移転・新築医療施設数：６か所

　（全体：39か所/第1期・第2期：33か所）

・恒久的医療施設への移行箇所数：８か所

　（全体：31か所/第1期・第2期：23か所）

 
 
 
 
 
 
 

３つの原則 

「暮らし」の再建 Ⅱ 保健・医療・福祉 

10 分野 

▼P.80 

▼P.80 

▼P.80 

▼P.80 
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 構成事業の概要と実施年度

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

15

被災地薬剤師確保事業 県 沿岸被災地における薬剤師の確保を図るため、薬学生を

対象とした沿岸地域における研修等を実施

　

・事業実施期間内に大学等を卒業し、沿岸被災地の薬局

に就職した薬剤師数：３人

14

被災地健康維持増進事
業（人材確保・育成）

県 被災地における健康支援活動が円滑に実施されるよう、

保健師等の人材の確保及び資質向上に係る支援を実施

（保健師等人材確保支援事業、被災地健康支援人材育成

事業）

・保健師等研修会の開催回数：６回

12

13

安心と希望の医療を支
える看護職員確保定着
推進事業

県 沿岸地域を始めとする看護職員の確保・定着を図るた

め、看護志望者の拡大、看護学生の県内定着、県外看護

職員のUターン促進、潜在看護職員の復職促進、勤務環

境の改善による離職防止対策等を総合的に推進

・進学セミナーの参加者数：400名

・潜在看護職員研修受講者の再就業率：70％

岩手県看護職員修学資
金貸付金

県 被災した沿岸地域を始め、県内に勤務する看護職員の確

保を図るため、看護職員修学資金（卒業後一定期間県内

の特定施設等に勤務すれば返還を免除）を貸与

・修学資金の貸付人数（延べ）：220人

11

地域医療医師支援事業 県 被災した沿岸地域を始め、医師不足が顕著な本県の地域

医療に従事する医師の確保・定着を図るため、「地域医

療支援センター」を設置し、地域医療に従事する医師の

支援を実施（沿岸被災地の医師支援を強化）

・地域医療対策協議会の開催回数：２回

・センターによる医師の配置調整人数：200人

9

10

医師確保対策推進事業
（岩手県医師修学資金
貸付事業、医療局医師
奨学生資金貸付事業、
市町村医師養成事業）

県 被災した沿岸地域をはじめとする県立及び市町村立等の

病院に勤務する医師の不足を解消するため、医学部に入

学した学生に対して修学資金を貸与

・修学資金の貸付人数（延べ）：110人

児童福祉施設等災害復
旧事業

県、

市町村、

社会福祉

法人

被災した保育所、児童館、放課後児童クラブ室等の復旧

整備に要する経費を補助

・保育所、児童館等復旧施設数：７か所

　（全体：44か所/第1期・第2期：37か所）

8

被災地発達障がい児支
援体制整備事業

県 被災地域における障がい児の専門的な相談支援体制を強

化するため、「発達障がい沿岸センター」を設置（釜石

市）し、沿岸被災地の保護者等への相談支援、支援機関

への専門的な助言・指導を実施

・相談機関への支援件数：140件

・相談支援件数：1,000件

事業
主体 事業概要No. 事業名

実施年度

復興基本計画期間
（参考）

国復興期間
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 構成事業の概要と実施年度

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

20

被災県立病院整備事業 県 被災した県立高田病院、大槌病院、山田病院の移転整備

を実施

・県立病院整備数：１施設

　（全体:３施設/第2期:２施設

　　　　　　　（大槌病院、山田病院））

19

ナースセンター機能強
化事業

県 ナースセンターの機能強化を図り、県内各地で就労相談

会やきめ細かなマッチング、求人施設との意見交換を実

施

【沿岸地域分】

・就業相談会の開催回数：160回

　（対象：大船渡市、釜石市、宮古市、久慈市）

・看護職のマッチングによる雇用者数：30人

18

被災地サポート拠点職
員資格取得促進事業

県 被災地の介護人材を育成するため、高齢者等サポート拠

点等の職員が働きながら資格を取得することを支援

・資格取得者数：10人

17

地域医療情報発信事業 県 被災地における医師不足の現状、医療機関の被災等を踏

まえた健康管理の重要性等に係る広報等を通じ、被災地

において特に深刻な医師不足の解消等に向けた施策の必

要性等についての各種媒体を活用した情報発信を実施

・メディアでの取り上げ回数：30回

16

被災地医療従事者確保
支援事業

県 被災した沿岸地域の公的病院について、被災地の医療の

確保に向けて、医療従事者の安定的・継続的な確保を図

るため、必要な医療従事者の住環境の施設整備を支援

・県立病院合同公舎整備数：1施設（高田病院）

（全体：４施設/第1期・第2期：３施設（大船渡病

院、釜石病院、大槌病院）

事業
主体 事業概要No. 事業名

実施年度

復興基本計画期間
（参考）

国復興期間

21

地域包括ケア基盤確立
事業

県 地域包括ケアシステムの構築に向けた介護保険法改正後

の新たな制度への円滑な移行と安定的な運営を確保する

ため、県医師会など関係団体と連携を図りながら市町村

等を支援

・地域ケア会議開催市町村数（延べ）：24市町村  

 

 

取組項目 健康の維持・増進、こころのケアの推進や要保護児童等への支援 

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

22

被災地健康維持増進事
業（被災地健康支援）

県 被災者の健康の維持増進を図るため、被災地域の健康課

題の分析評価及び対策に関する検討結果に基づき、保健

活動等を支援

・岩手県被災地健康支援事業運営協議会事業

・被災地保健活動等支援事業

・被災者の状況（応急仮設住宅等避難者等）に応じた健

康状態の把握・分析

・運営協議会開催回数：４回

　（対象：沿岸12市町村）

事業
主体 事業概要No. 事業名

実施年度

復興基本計画期間
（参考）

国復興期間
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 構成事業の概要と実施年度

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

29

被災地健康維持増進事
業（健康づくり）

県 被災者の健康の維持増進のため、応急仮設住宅に入居す

る住民の自主的な健康づくりを支援

・住民の自主的な健康づくり教室実施回数：35回

緊急スクールカウンセ
ラー等派遣事業

県、

私立学校

沿岸幼稚園児の心のケアのため、幼稚園スクールカウン

セラーを配置

28

30

自殺対策緊急強化事業 県、民間

団体

震災によるストレス等に起因した精神疾患の発症や生活

上の困難等から自殺者が増加するのではないかと懸念さ

れていることから、民間団体による傾聴サロン等の開設

を支援するなど震災関連の自殺を防ぐための取組を官民

一体となって実施

27

いわてこどもケアセン
ター設置運営事業

県 被災児童の専門的な精神的ケア等を実施

・いわてこどもケアセンター：１か所（矢巾町）

・巡回診療　　　　　　　　：３か所

　　　　　　　　（宮古市、釜石市、大船渡市）

・ケアセンター開設日数：680日

こころのケアセンター
等設置運営事業

県 被災者のこころのケアに中長期的に取り組むため、岩手

県こころのケアセンターにおいて専門的なケアを実施

・岩手県こころのケアセンター：１か所（盛岡市）

・地域こころのケアセンター　：４か所

　　　　　（久慈市、宮古市、釜石市、大船渡市）

・ケース検討数：728ケース

26

25

児童養育支援ネット
ワーク事業（被災児童
対策事業）

県 被災児童等に対して適切な対応が図られるよう、沿岸

12市町村を対象とし、保育所職員、市町村職員、保護

者等への研修を実施

・保育所職員等研修会実施回数：48回

24

市町村保健センター復
旧支援

県 被災した市町村保健センターの再建（新築を含む）を支

援

・保健センター再建支援施設数：２施設

　（全体：３施設/第2期：１施設）

23

被災地健康相談等支援
事業

県 被災地の保健活動、食生活・栄養支援活動、口腔ケア活

動に対応するため、応急仮設住宅集会所等を活用し、健

康相談、保健指導、歯科検診、口腔ケア指導等を実施

・健康相談等実施回数：600回

・口腔ケア指導等実施回数：100回

事業
主体 事業概要No. 事業名

実施年度

復興基本計画期間
（参考）

国復興期間

 
 
 
 
 
 
 
 

▼P.80 

▼P.80 

▼P.80 
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 構成事業の概要と実施年度

 

 

 

取組項目 きめ細かな学校教育の実践と教育環境の整備・充実 

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

国復興期間

東日本大震災津波で被災した水産高校における実習を支

援（高田高校海洋システム科：潜水実習、宮古水産高校

海洋技術科：漁業実習）

・宮古水産高校水産教育実習の実施教科数：

　（第1期・第2期：１教科）

・高田高校水産教育実習の実施教科数：２教科

　（第1期・第2期：12教科）

3

被災私立学校等復興支
援事業

県、

私立学校

東日本大震災津波を踏まえ、私立学校等が安定的・継続

的に運営することができるよう補助を実施

・被災私立学校復興支援事業

　生徒等が減少した私立の幼稚園・小・中・高等

　学校に対する運営費の補助

・被災私立専修学校等復興支援事業

　生徒の安全安心を図る取組や生徒募集、進路・

　就職指導等に対し補助

2

No. 事業名
事業
主体

事業概要

水産教育支援事業 県

5

いわて子どものこころ
のサポート事業

県、市町

村

幼児児童生徒の適切な心のサポートを図るため、組織

的・継続的に学校を支援

・スクールカウンセラー等を活用した支援を行っている

市町村数：33市町村

7

防災教育・復興教育推
進事業

県、

市町村

岩手の復興・発展、地域防災を支える人材を育成するた

め、復興教育と防災教育の活動を支援

・「いわての復興教育」に取り組んでいる

　市町村数：33市町村

・教育計画に防災教育を具体的に取り入れている

　学校の割合：100％

4

岩手県立大学被災学生
就学支援事業

県、

岩手県立

大学

東日本大震災津波で被災した学生に対し、公立大学法人

岩手県立大学が行う授業料等減免に要する経費を交付

1

私立学校等災害復旧支
援事業　　（再掲）

国、

県、

私立学校

被災した私立学校等の施設災害復旧費用の一部を助成

・私立学校等施設の災害復旧施設数：１園・校

　（全体：37園・校/第1期・第2期：36園・校）

6

緊急スクールカウンセ
ラー等派遣事業
（再掲）

県、

私立学校

沿岸幼稚園児の心のケアのため、幼稚園スクールカウン

セラーを配置

実施年度

復興基本計画期間
（参考）

 
 
 
 
 
 
 

３つの原則 

「暮らし」の再建 Ⅲ 教育・文化 

10 分野 

▼P.82 
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 構成事業の概要と実施年度

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

国復興期間

13

日本の次世代リーダー
養成塾参加費負担金

県 被災した沿岸部から日本のみならず世界に通用する人材

を育成するため、いわての学び希望基金で参加費を全額

負担し、東日本大震災津波により被災した高校生を日本

の次世代リーダー養成塾へ派遣

No. 事業名
事業
主体

事業概要

10

被災児童生徒就学支援
等事業

県、

市町村、

岩手育英

奨学会、

私立学校

東日本大震災津波に被災したことに伴い、経済的理由に

より就学困難となった幼児児童生徒に対して、教育の機

会を確保するため、就学援助や奨学金事業を実施

・幼児就園支援事業（入園料、保育料等の補助）

・児童生徒就学援助事業（学用品、医療費等の補助）

・奨学金事業（高校生等に対する奨学金の貸与）

・私立学校等授業料等減免事業（入学料、授業料等減免

　措置に対する補助）

いわての学び希望基金
奨学金給付事業

県 東日本大震災津波により親を失った児童生徒等を対象と

した給付型の奨学金制度の運用

・小・中・高・大学等に在籍する者に定期金

　（月額単位）の給付

・小学校に入学した者及び小・中・高校を卒業した者に

　一時金を給付

12

いわての学び希望基金
教科書購入費等給付事
業

県 東日本大震災津波により被災した生徒及び保護者等に対

し、高等学校における修学の支援を目的として、教科用

図書、制服購入費及び修学旅行費の全部又は一部を給付

11

14

被災教職員健康管理支
援事業

県 教職員の心の健康の保持増進を図るため、メンタルヘル

スチェックを行い、ストレス反応へのアドバイスや事後

指導等を実施。また、管理職によるメンタルヘルスケア

の充実を図るため、スーパーバイザー（専門医）から助

言を得るとともに、研修会等を開催

9

被災地学校等への教職
員配置事業

県 被災した児童生徒へのきめ細かな支援及び学校復興のた

め、教職員の加配が必要な小・中学校及び県立学校に対

し、継続的に教職員を加配

・小中学校への教職員の加配数：360人

・県立学校への教職員の加配数：86人

8

県立高田高等学校災害
復旧事業　　（再掲）

県 東日本大震災津波により甚大な被害を受けた高田高等学

校の新築整備

・校舎の新築整備：（第2期〔H26〕：１校）

・校舎附帯施設の整備箇所数：２か所

　　H29　艇庫・講義棟　　　　１か所（棟）

　　H30   教職員住宅        　　１か所（棟）

　　H31   第１グラウンド整備　１か所

　　        研修会館　　　　　　１か所（棟）

　　        部室棟　　　　　　　１か所（棟）

実施年度

復興基本計画期間
（参考）
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 構成事業の概要と実施年度

取組項目 文化芸術環境の整備や伝統文化等の保存と継承 

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

国復興期間

19

被災地児童生徒文化芸
術支援事業費

県 被災した沿岸部の子どもたちに対し、優れた文化芸術の

鑑賞機会を与えるため、開催場所までの移動用バスを提

供

No. 事業名
事業
主体

事業概要

公立文化施設災害復旧
事業

県、

市町村

被災した文化芸術施設に係る災害復旧及び機能回復の支

援を実施

・県施設数：（全体：２施設/第1期：２施設）

・市町村施設：１施設

　（全体：12施設/第1期・第2期：10施設）

被災ミュージアム再興
事業

県、

市町村

東日本大震災津波により被災した市町村の博物館等の再

興を図るため、博物館が所蔵する文化財等（古文書、生

物標本等）の修復や安定的な保管を支援

・委託市町村数：（第1期・第2期：12市町村）

・補助市町村数（延べ）：２市町村

15

16

17

児童生徒文化芸術支援
事業

県 美術と触れあい、体験する機会を提供するため、ワーク

ショップを実施

・ワークショップ実施回数：８回

18

いわての学び希望基金
被災地児童生徒文化活
動支援事業

県、

岩手県芸

術文化協

会、

岩手県中

学校文化

連盟、

岩手県高

等学校文

化連盟

小学校、中学校及び高等学校の文化芸術活動の振興を図

るとともに、被災した児童生徒を支援するため、各種大

会等の参加に要する費用を補助

郷土芸能復興支援事業 県、

市町村

被災地域の郷土芸能を復興・継承するため、沿岸市町村

が行う被災した郷土芸能団体の施設等整備事業に対して

補助

・県の支援事業により、活動再開に至った

　団体数：６団体

20

遺跡調査事業 県 国・県の復興開発事業に伴う埋蔵文化財調査を先行的に

実施するとともに、市町村の復興開発事業等に係る埋蔵

文化財調査を支援

・分布調査・試掘調査・発掘調査件数：12件

　（第1期・第2期：86件）

21

実施年度

復興基本計画期間
（参考）
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 構成事業の概要と実施年度

取組項目 社会教育・生涯学習環境の整備 

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

国復興期間

No. 事業名
事業
主体

事業概要

22

公立社会教育施設等災
害復旧事業

県、

市町村

被災した公民館・図書館、博物館等の社会教育施設に係

る災害復旧工事を実施

・県施設：（全体：４施設/第1期：４施設）

・市町村施設：９施設

　（全体：58施設/第1期・第2期：49施設）

23

学びを通じた被災地の
地域コミュニティ再生
支援事業（放課後にお
ける児童生徒の居場所
づくり事業）

県、

市町村

被災地における児童の放課後の安全で安心な居場所を確

保するとともに、被災地域の市町村担当者・安全管理

員・指導員等の事業推進関係者に対する研修機会等を提

供

・沿岸市町村における放課後子ども

　教室数（延べ）：40教室

学びを通じた被災地の
地域コミュニティ再生
支援事業（地域学校協
働活動）

県、

市町村

被災地における学校教育を地域全体で支援する体制づく

りを推進し、教員の負担軽減を図るとともに、地域の教

育力の活性化を促進

・沿岸市町村における学校支援本部

　実施地区（延べ）：40本部

25

学びを通じた被災地の
地域コミュニティ再生
支援事業（家庭教育支
援事業）

県、

市町村

被災地域における社会教育の活性化を促すために、読書

ボランティアの人材育成を図るとともに、社会教育によ

る復興を支援するための研修会を開催し、地域における

教育課題の自主的な解決の支援

・読書ボランティア推進研修会開催回数：６回

・家庭教育支援講座開催回数：６回

24

実施年度

復興基本計画期間
（参考）

 
 
取組項目 スポーツ・レクリエーション環境の整備 

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

国復興期間

No. 事業名
事業
主体

事業概要

26

いわての学び希望基金
被災地生徒運動部活動
支援事業費（生徒運動
部活動支援事業）

県 体育館やグランドが応急仮設住宅建設地になっているた

めに運動部の活動が十分にできない学校に対して、近隣

の市町村の体育施設で活動するための移動に要する経費

を支援

実施年度

復興基本計画期間
（参考）
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 構成事業の概要と実施年度

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

国復興期間

No. 事業名
事業
主体

事業概要

いわての学び希望基金
被災地生徒運動部活動
支援事業費（いわての
学び希望基金被災地生
徒運動部活動支援費補
助）

県、

県中学校

体育連

盟、

県高校体

育連盟

中学生及び高校生の体育・スポーツの振興と競技力の向

上を図るとともに、被災した生徒を支援するため、東北

中学校体育大会及び東北高等学校選手権大会に出場する

ための旅費を補助

28

高田高校運動部活動等
支援スクールバス運行
事業

県 いまだグラウンドを利用できない高田高校において、部

活動を行う生徒を支援するため、部活動場所までの移動

のためのスクールバスを運行

29

スポーツ振興戦略推進
事業

県 スポーツの振興による地域活性化を促進するため、東京

2020オリンピック・パラリンピック競技大会等の開催

機運の醸成や、事前合宿誘致に向けた取組等を実施

・スポーツ施設データベースサイト登録

　市町村数：10市町村

・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

　事前合宿等の誘致決定数：２件

ラグビーワールドカッ
プ2019開催準備

県 ラグビーワールドカップ2019TM日本大会の成功に向け

て、釜石市と連携し、開催機運の醸成や必要な準備を実

施

・機運醸成イベントの開催回数：２回

31

高田松原野外活動セン
ター災害復旧事業

県 東日本大震災津波により甚大な被害を受けた高田松原野

外活動センターに代わる施設を整備

・建築設計の実施：１式

　（Ｈ31～Ｈ32：工事）

30

27

実施年度

復興基本計画期間
（参考）
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 構成事業の概要と実施年度

 

 

 

取組項目 地域コミュニティの再生・活性化 

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

事業
主体 事業概要

実施年度

復興基本計画期間
（参考）

国復興期間

多様な主体の連携によ
る地域コミュニティ支
援事業
・草の根コミュニティ
再生支援事業

県、

市町村

地域コミュニティの再生を図るため、コミュニティ活動

の担い手育成、先進的取組事例の紹介及び地域の課題解

決に向けた支援等を実施

・地域活動支援件数：８件

・先進事例紹介件数：12件

県、

市町村、

社会福祉

協議会

生活支援相談員による見守り活動や福祉サービスへの適

切な橋渡しのほか、生活福祉資金の貸付相談、生活困難

な被災者等の自立支援など、被災者の生活再建を支援

・生活支援相談員の配置人数：372人

・復興住宅での生活支援活動が行われている

　市町村数（延べ）：24市町村

2

被災者の生活支援と
セーフティネット対策
事業

3

No. 事業名

応急仮設住宅等地域コ
ミュニティ活性化事業

1

応急仮設住宅等での住民相互のコミュニケーションの維

持や地域コミュニティを継続するための事業を、市町

村、関係機関及びＮＰＯ等と連携して実施

・連絡会議開催回数：20回

県

5

災害時要援護者支援対
策事業

県、

市町村

市町村において、高齢者や障がい者等の災害時要援護者

の避難支援対策が推進されるよう、市町村職員等を対象

とした研修を実施し、福祉避難所の指定・協定の促進に

ついて働きかけるほか、要援護者の把握や支援について

地域で検討するための福祉マップ作成を支援

・災害時要援護者避難支援対策研修の開催回数：２回

6

災害派遣福祉チーム派
遣体制強化事業

県 避難所等で福祉・介護分野の応急支援調整などを担う

「災害派遣福祉チーム」の設置に取り組むとともに、市

町村の避難支援計画策定等の取組を支援

・災害派遣福祉チーム員研修の開催回数：６回

7

障がい福祉サービス復
興支援事業　　（再
掲）

県 県内の障がい福祉サービス事業所が復興期において安定

した運営ができるようにするため、「障がい福祉復興支

援センター」（H27年度から「障がい者就労支援セン

ター」）を設置し、事業所の活動を支援

・専門アドバイザーの派遣回数：58回

・事業所研修会の開催回数：24回

4

被災地コミュニティ支
援コーディネート事業

県 市町村及び被災者支援を行う民間団体等の調整役となる

コーディネーターを配置し、被災地のコミュニティ形成

が円滑に進むよう市町村を支援

・コーディネーター配置数（延べ）：６人

 
 
 
 
 
 
 
 
 

３つの原則 

「暮らし」の再建 Ⅳ 地域コミュニティ 

10 分野 

▼P.80 

▼P.80 
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 構成事業の概要と実施年度

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

11

いわて若者活躍支援事
業費

県、

民間

若者グループが企画・実行する「地域の課題解決」や

「元気創出活動」などの取組に関する提案を募集し、発

想力豊かな優れた提案に助成

・助成事業数：６件

事業
主体 事業概要

実施年度

復興基本計画期間
（参考）

国復興期間

No. 事業名

9

「いわて三陸復興のか
け橋」推進事業

県 東日本大震災津波からの復興を加速させるため、県内外

の企業・団体等と被災地の企業・団体等との復興支援

マッチングや、復興支援ポータルサイト「いわて三陸復

興のかけ橋」等を活用した復興関連情報の発信、復興支

援マッチング及び復興関連情報の発信を効果的に実施す

るためのネットワーク強化等を実施

・ポータルサイト等アクセス数：360,000ｱｸｾｽ

・復興支援マッチング件数：60件

10

多様な主体の連携によ
る地域コミュニティ支
援事業
・ＮＰＯ等による復興
支援事業

県、

市町村、

ＮＰＯ・

民間企業

等

復興支援活動を行うＮＰＯ等に対し、活動費の助成及び

運営力強化のための取組を実施

・助成事業数：40件

12

民生委員(児童委員)活
動事業　　（再掲）

県、

市町村、

民生児童

委員協議

会

民生委員に対し、被災者支援に関する研修を行い、関係

機関と連携した被災者の見守り活動を充実強化

・全県研修会開催：２回

・地域単位研修会開催：18か所

13

地域福祉活動コーディ
ネーター育成事業

県、

社会福祉

協議会

地域の生活課題に対応し、その解決に向けて関係団体等

とネットワークを築き、具体的なコミュニティーソー

シャルワーク機能を担う地域福祉活動コーディネーター

を育成・支援

・地域福祉活動コーディネーター育成数：60人

14

被災地高齢者支援事業
・被災地高齢者ふれあ
い交流促進事業
（再掲）

県 応急仮設住宅や災害公営住宅で生活する高齢者等と地域

住民との交流の活性化や高齢者等の健康の維持・増進を

図り、新しいコミュニティでの生きがいづくりを促進す

るため、被災地において、高齢者等が気軽に参加できる

運動教室を開催

・運動教室の開催回数：240回

8

被災者の参画による心
の復興事業

県 被災者が参画し、自ら活動する機会の創出を図り、被災

者の「心の復興」に資する民間団体等の取組に要する経

費を補助

・補助団体数：20団体
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 構成事業の概要と実施年度

 

 

 

取組項目 行政機能の回復 

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

東日本大震災津波復興
基金市町村交付金

県 市町村が復興に向けて行う住民生活の安定やコミュニ

ティの再生、地域経済の振興や雇用維持の事業及び住宅

再建に資する事業のための財源支援

1

県及び県内市町村並びに県外の自治体等から被災市町村

への職員派遣を調整

県

No. 事業名

被災市町村行財政支援
事業（職員派遣）

事業
主体 事業概要

国復興期間

実施年度

復興基本計画期間
（参考）

被災市町村行財政支援
事業（復興整備計画に
係る支援）

県、

市町村

市町村が復興計画に基づく事業を実施するに当たって、

必要に応じて市町村への技術的な助言等を実施

3

2

被災市町村行財政支援
事業（メンタルヘルス
ケア研修等）

県、

市町村

県内外の自治体からの市町村派遣職員等のメンタルヘル

ス対策及び研修による資質向上の支援

・メンタルヘルスケア研修会実施回数：６回

・市町村任期付職員を対象とした新規採用

　職員研修実施回数：４回

4

5

被災市町村行財政支援
事業（行財政事務の助
言）

県 市町村の復興に向けた課題を中心に聴取し、必要に応じ

て助言

・行財政コンサルティング

　実施沿岸市町村数（延べ）：24市町村

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

３つの原則 

「暮らし」の再建 Ⅴ 市町村行政機能 

10 分野 
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 構成事業の概要と実施年度

 

 

取組項目 漁業協同組合を核とした漁業、養殖業の構築 

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

栽培漁業推進事業 県、

岩手県栽

培漁業協

会

栽培漁業資源の回復を図るため、アワビ、ウニ及びヒラ

メ種苗等の生産・放流を支援並びに調査研究、指導等を

実施

・ウニ種苗放流数：（第2期：256万個/年）

・アワビ種苗放流数：890万個/年

・ヒラメ種苗放流数：110万尾/年

8

7

さけ、ます増殖事業 県、

漁協等

サケ資源の早期回復を図るため、稚魚放流事業の支援及

び回帰率向上対策を実施

・サケ稚魚生産数：400百万尾/年（H30県全体）

新たな漁村活力創出支
援事業

県、

漁協等

漁業者と流通加工業者等が連携した新たな生産体制の確

立や養殖漁業の経営規模拡大に向けた仕組みづくりのた

め、漁場の生産効率を「見える化」した漁協への指導や

検討会等を実施

・漁場生産効率分析「見える化」指導の漁協数：８漁協

6

三陸漁業担い手確保・
人づくり対策事業

県 沿岸広域振興局管内における新規漁業就業者の確保・育

成のため、誘致から定着までの一連の過程の中で、「就

業へのきっかけづくり」としての入口対策及び経営体の

育成強化等を実施

・漁業体験実施回数：６回

4

地域再生営漁計画推進
事業

県、

漁協

地域漁業の再生に向けて、漁協を核とする地域漁業の

「人づくり」、「場づくり」及び「価値づくり」を内容

とする計画策定とその実行を支援

・計画策定漁協数：（第1期・第2期：24漁協）

・活動助成件数：６件

3

水産業経営基盤復旧支
援事業（共同利用施
設）

県、

市町村、

漁協・水

産加工協

等

漁協等が有する共同利用施設の復旧・整備を支援

・整備施設数：3か所

　（全体：199か所/第1期・第2期：194か所）

水産業共同利用施設復
旧支援事業

県、

市町村、

漁協・水

産加工協

等

漁協等が有する共同利用施設の早期復旧、使用再開に必

要な機器等の整備や施設の修繕を支援

・復旧施設数：１か所

　（全体：235か所/第1期・第2期：234か所）

国、

県、

金融機関

等

事業名

岩手産業復興機構出資
金

事業概要
国復興期間

実施年度

復興基本計画期間No.

1

被災企業が復旧・復興に必要な資金を調達できるよう、

岩手産業復興機構が債権買取等の金融支援を実施

・岩手県産業復興相談センターの相談受付件数：300件

・二重債務対策支援件数： 24件

2

事業
主体

5

（参考）

 
 
 
 

３つの原則 

「なりわい」の再生 Ⅰ 水産業・農林業 

10 分野 

▼P.86 

▼P.84 

▼P.84 

▼P.84 
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 構成事業の概要と実施年度

取組項目 産地魚市場を核とした流通・加工体制の構築 

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

（参考）
No.

事業
主体事業名 事業概要

国復興期間

実施年度

復興基本計画期間

9

水産業共同利用施設復
旧支援事業　（再掲）

県、

市町村、

漁協・水

産加工協

等

漁協等が有する共同利用施設の早期復旧、使用再開に必

要な機器等の整備や施設の修繕を支援

・復旧施設数：１か所

　（全体：235か所/第1期・第2期：234か所）

10

水産業経営基盤復旧支
援事業（共同利用施
設）　　（再掲）

県、

市町村、

漁協・水

産加工協

等

漁協等が有する共同利用施設の復旧・整備を支援

・整備施設数：３か所

　（全体：199か所/第1期・第2期：194か所）

11

中小企業被災資産復旧
事業

県、

市町村

沿岸市町村の産業復興を促進するため、市町村が行う被

災中小企業の早期復旧に対する補助事業に要する経費に

対し補助

12

中小企業等復旧・復興
支援事業

国、

県

被災地の事業者が一体となって復旧・復興を行う場合

に、当該事業に不可欠な施設の復旧・整備に対して、国

と県が連携して補助

13

岩手産業復興機構出資
金　　（再掲）

国、

県、

金融機関

等

被災企業が復旧・復興に必要な資金を調達できるよう、

岩手産業復興機構が債権買取等の金融支援を実施

・岩手県産業復興相談センターの相談受付件数：300件

・二重債務対策支援件数： 24件

原発放射線影響対策事
業（県産農林水産物検
査）

県、

市町村、

関係団体

等

放射性物質に係る安全対策と風評被害を払拭するため、

県産農林水産物の放射性物質濃度検査を実施し、検査結

果等を公表

・県産農林水産物検査件数（第1期：44,123件）

・県産農林水産物検査計画作成回数：８回

14

15

原発放射線影響対策事
業（流通食品検査等）

県 食品の放射性物質汚染に対する県民の不安解消のため、

県内産はもとより県外産を含む県内流通食品について、

食品衛生法に基づく収去検査を実施し、検査結果等を公

表

・食品検査：400検体

16

中小企業高度化資金貸
付金

県、

中小企業

基盤整備

機構、

いわて産

業振興セ

ンター

復興事業計画の認定を受けた被災中小企業等の施設・設

備整備に対し、中小企業基盤整備機構と県が協調し、い

わて産業振興センターを通じて資金を貸付

 
 
 

 

 

 

 

▼P.86 

▼P.86 

▼P.86 
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 構成事業の概要と実施年度

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

22

いわてフードコミュニ
ケーション推進事業

県 「食の安心・安全」を基本とし本県ならではの地域資源

を活用した新しいビジネス展開や販路開拓を促進し、本

県食産業を高い付加価値と生産性を持つ総合産業として

育成

・企業訪問数：200回

21

いわて農林水産ブラン
ド輸出促進事業

県 県産農林水産物の輸出の拡大に向けて、海外市場でのプ

ロモーションのほか、通年取引に向けた海外フェア・現

地商談会の開催などを実施

・支援被災事業者：６社

・新規市場開拓数：（第2期：１件/Ｈ31年度：１件）

20

いわて農商工連携推進
事業

県、

いわて産

業振興セ

ンター

いわて農商工連携ファンド等により農林漁業者と中小企

業者との連携による新たな事業展開や、農林水産物の加

工や流通・販売等に取り組むモデル作りを支援

・いわて農商工連携ファンドの採択事業数：10事業

19

水産物産地強化促進事
業

県 食の安全・安心に立脚した消費者から選ばれる産地づく

りの構築や、水産物の高付加価値化・販路開拓を支援

・高度衛生品質管理計画の策定：

　（第1期・第2期：10市町村）

・高度衛生品質管理地域認定数：２市町村

18

中小企業東日本大震災
復興資金保証料補給事
業

県 東日本大震災津波により罹災した中小企業者に対し、長

期・低利資金の融資を行うとともに、直接被害を受けた

中小企業者に対して保証料を補給

17

中小企業東日本大震災
復興資金貸付金

県 東日本大震災津波により事業活動に支障を来している中

小企業者に対し事業を再建するために必要な資金を融資

・融資額：770億円

事業名 事業概要
国復興期間

実施年度

復興基本計画期間No.
事業
主体

いわて農林水産物海外
プロモーション強化事
業

県 更なる輸出拡大を促進するため、新興有望市場である東

南アジア等への農林水産物輸出に向けたプロモーション

活動を行うとともに、小ロット輸出の取組等を通じた県

内事業者への支援を実施

・現地商社、現地飲食店との

　通年取引の国や地域数：８か国・地域

23

（参考）
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 構成事業の概要と実施年度

取組項目 漁港等の整備 

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

28

26

海岸保全施設整備事業 県 地域の防災対策や地域づくり等を踏まえ、新たに防潮堤

が必要となる区間を整備

・防潮堤等完成延長：2.2km

　（全体：3.7km/第2期：0.3km）

27

水産基盤整備事業 県 地域の防災対策や地域づくり、水産業再生の方向を踏ま

え、新たに防波堤や岸壁などの漁港施設及び漁場施設等

を整備

・工事完了地区数：５地区

　（全体：37地区/第1期・第2期：10地区）

漁業集落防災機能強化
事業

市町村 漁港の背後集落等において、今回の東日本大震災津波を

踏まえた防災・減災対策の見直しを行いつつ、災害に強

い安全・安心な宅地を造成

・工事完了地区数：４地区

　（全体：32地区/第1期・第2期：28地区）

25

24

県単独漁港災害復旧事
業（海岸保全施設等本
復旧）

県 被災した漁港施設や海岸保全施設等の復旧のうち国の災

害復旧事業の対象外である小規模な復旧等を実施

・工事完了漁港数：

　（全体：31漁港/第1期・第2期：31漁港）

・工事完了海岸数：19海岸

　（全体：24海岸/第1期・第2期：３海岸）

事業名 事業概要
国復興期間

実施年度

復興基本計画期間No.
事業
主体

漁港災害復旧事業（海
岸保全施設等本復旧）

県 被災した海岸保全施設等の本格的な復旧を実施

・防潮堤等完成延長：15.7km

　（全体：23.3km/第1期・第2期：7.2km）

（参考）

 
 
取組項目 地域特性を生かした生産性・収益性の高い農業の実現 

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

29

30

いわて農林水産物消費
者理解増進対策事業

県 県産農林水産物の風評被害を払拭し、安全性確保に対す

る消費者の理解を図るため、情報発信等を実施

・風評被害対策取組件数：28件

原発放射線影響対策事
業（県産農林水産物検
査）
（再掲）

県、

市町村、

関係団体

等

放射性物質に係る安全対策と風評被害を払拭するため、

県産農林水産物の放射性物質濃度検査を実施し、検査結

果等を公表

・県産農林水産物検査件数（第1期：44,123件）

・県産農林水産物検査計画作成回数：８回

事業名 事業概要
国復興期間

実施年度

復興基本計画期間No.
事業
主体

（参考）

 
 
 
 
 
 
 
 



 

61 
 

 構成事業の概要と実施年度

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

32

31

いわての農林水産物ま
るごと展開事業（いわ
て畜産物ブランド強化
対策事業）

県、

いわて牛

普及推進

協議会

農林水産業の生産体制の復旧・復興と歩調を合わせ、県

産牛肉の有利販売を進めるため、「いわて牛普及推進協

議会」の行う普及啓発や消費拡大等の取組を支援

・フェア等開催回数：６回

38

37

いわての農林水産物ま
るごと展開事業（いわ
て純情園芸産品販売戦
略展開事業）

県、

岩手県青

果物生産

出荷安定

協議会

農林水産業の生産体制の復旧・復興と歩調を合わせ、県

産園芸産品の有利販売を進めるため、消費者等へのＰＲ

や、産地と実需者等との安定的な取引関係の構築を推進

・フェア等開催回数：６回

36

いわての農林水産物ま
るごと展開事業（いわ
て純情米マーケティン
グ戦略展開事業）

県、

いわて純

情米需要

拡大推進

協議会

農林水産業の生産体制の復旧・復興と歩調を合わせ、県

産米の安定的な販路の確保に向けて、米卸業者や実需

者、消費者等へのＰＲや、量販店との交流などを実施

・フェア等開催回数：６回

岩手産業復興機構出資
金　　（再掲）

国、

県、

金融機関

等

被災企業が復旧・復興に必要な資金を調達できるよう、

岩手産業復興機構が債権買取等の金融支援を実施

・岩手県産業復興相談センターの相談受付件数：300件

・二重債務対策支援件数： 24件

35

34

原発放射線影響対策事
業（流通食品検査等）
（再掲）

県 食品の放射性物質汚染に対する県民の不安解消のため、

県内産はもとより県外産を含む県内流通食品について、

食品衛生法に基づく収去検査を実施し、検査結果等を公

表

・食品検査：400検体

33

特用林産施設等体制整
備事業

県、

市町村

放射性物質の影響により出荷制限が指示されている市町

村において、制限解除後の再生産を図るため、簡易ハウ

ス等の設置を支援（1棟：200㎡相当）

・簡易ハウス設置数：４棟

　（全体：35棟/第1期・第2期：27棟）

特用林産物放射性物質
調査事業（特用林産物
放射性物質調査事業、
きのこ原木等処理事
業）

県、

市町村

放射性物質の影響を受けた原木しいたけ産地の再生に向

け、国の出荷制限解除に向けた放射性物質濃度検査を実

施するほか、検査により指標値を超えた原木・ホダ木の

処分及びホダ場環境整備等の対策を実施

県産牛肉安全安心確立
緊急対策事業

県、

集出荷団

体、

農協等

安全安心な県産牛肉の供給体制を確立するため、県内外

に出荷される牛全頭の放射性物質検査の経費助成や消費

者の不安解消に向けた取組を実施

・県産牛全頭検査の実施

事業名 事業概要
国復興期間

実施年度

復興基本計画期間No.
事業
主体

強い農業づくり交付金 農業者等 生産から流通までの産地づくりに必要な共同利用施設の

整備等を支援するとともに、地域の営農戦略に基づいて

実施する産地の高収益化に向けた取組を総合的に支援す

る

・事業実施地区数：２地区

39

いわての食財ゲート
ウェイ構築展開事業

県 消費者に身近な販売店・飲食店との密接な関係のもと、

岩手県産食材の差別化と品質の確保により、「岩手県産

ブランド」の評価を高めていくとともに、継続的で利益

性の高い多様な販路を構築し、農林漁業者の安定的な収

益を確保

・流通ルートの開拓件数：１件

・県産牛のブランド構築件数：２件

40

（参考）

 
 
 
 

▼P.86 
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 構成事業の概要と実施年度

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

44

被災地域農業復興総合
支援事業

市町村 被災市町村が復興プランに掲げた農業復興を実現するた

めに行う被災農業者等への貸与等を目的とした農業用施

設・機械の整備（所有権は市町村）を支援

42

いわて地域ぐるみ６次
産業化支援事業

県 生産者や多様な事業者が連携して地域ぐるみで取り組む

６次産業化を支援

・食のプロフェッショナルアドバイザー

　（食プロ）による支援件数：第1期・第2期：894件）

・商品開発等の支援による６次産業化件数：24件

41

放射性物質被害畜産総
合対策事業

市町村 県産牛肉、牛乳の安全性を確保するため、県内産粗飼料

の放射性物質調査の実施、市町村が行う放射性物質に汚

染された牧草等の適正保管等を支援

事業名 事業概要
国復興期間

実施年度

復興基本計画期間No.
事業
主体

43

農地等災害復旧事業 県 甚大な被害を受けた沿岸６市町の農地・農業用施設の復

旧を実施

・復旧面積　８ha

　（全体：254ha/第1期・第2期：246ha）

沿岸地域再生に向けた
実証研究事業

県、

農協、

担い手組

織等

被災地を食料生産基地として再生するため、試験研究機

関がこれまで開発してきた技術を組み合わせ最適化する

実証研究を実施

・実証研究実施市町村数：２市町村

45

46

東日本大震災農業生産
対策事業

県、

市町村、

農協等

農業関連の被災した共同利用機械等の導入を支援

・共同利用施設等の復旧：

　　（全体：101か所/第1期・第2期：101か所）

・機械導入箇所数：２か所

海岸保全施設災害復旧
事業

県 被災した海岸保全施設に係る新たな基準に基づく農地海

岸堤防の復旧・整備を実施

・海岸堤防完了延長：1,702ｍ

　（全体：3,636ｍ/第1期・第2期：1,934ｍ）

48

農用地災害復旧関連区
画整理事業

県 生産性・収益性の高い農業の実現のため、災害復旧と併

せてほ場等を整備

・区画整理面積：43ha

　（全体：367ha/第1期・第2期：324ha）

47

50

岩手産業復興機構出資
金　　（再掲）

国、

県、

金融機関

等

被災企業が復旧・復興に必要な資金を調達できるよう、

岩手産業復興機構が債権買取等の金融支援を実施

・相談件数：300件

・支援件数： 24件

49

中山間地域総合整備事
業

県 被災地の農業・農村の復興再生に必要な中山間地域のほ

場等を整備

・区画整理面積：46ha

　（全体：95ha/第1期・第2期：49ha）

（参考）

 
 
 

▼P.86 
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 構成事業の概要と実施年度

取組項目 地域の木材を活用する加工体制等の再生 

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

事業名 事業概要
国復興期間

実施年度

復興基本計画期間No.
事業
主体

51

治山施設災害復旧事業 県 被災した防潮堤の復旧

・工事完了地区数：１地区

　（全体：4地区/第1期・第2期：３地区）

52

防災林造成事業 県 津波により破壊された防潮林を再生

・工事完了地区数：７地区

　（全体：19地区/第2期：５地区）

（参考）

 
 
 
 

 

 

取組項目 中小企業等への再建支援と復興に向けた取組 

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

中小企業等復旧・復興
支援事業（再掲）

国、

県

被災地の事業者が一体となって復旧・復興を行う場合

に、当該事業に不可欠な施設の復旧・整備に対して、国

と県が連携して補助

4

中小企業東日本大震災
復興資金保証料補給事
業　　（再掲）

県 東日本大震災津波により罹災した中小企業者に対し、長

期・低利資金の融資を行うとともに、直接被害を受けた

中小企業者に対して保証料を補給

3

中小企業東日本大震災
復興資金貸付金
（再掲）

県 東日本大震災津波により事業活動に支障を来している中

小企業者に対し事業を再建するために必要な資金を融資

・融資額：770億円

2

中小企業高度化資金貸
付金　　（再掲）

県、

中小企業

基盤整備

機構、

いわて産

業振興セ

ンター

復興事業計画の認定を受けた被災中小企業等の施設・設

備整備に対し、中小企業基盤整備機構と県が協調し、い

わて産業振興センターを通じて資金を貸付

No. 事業名

1

岩手産業復興機構出資
金　　（再掲）

国、

県、

金融機関

等

被災企業が復旧・復興に必要な資金を調達できるよう、

岩手産業復興機構が債権買取等の金融支援を実施

・岩手県産業復興相談センターの相談受付件数：300件

・二重債務対策支援件数： 24件

5

事業
主体 事業概要

国復興期間

実施年度

復興基本計画期間
（参考）

 
 
 
 
 
 

３つの原則 

「なりわい」の再生 Ⅱ 商工業 

10 分野 

▼P.86 

▼P.86 
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 構成事業の概要と実施年度

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

6

中小企業被災資産復旧
事業　　（再掲）

県、

市町村

沿岸市町村の産業復興を促進するため、市町村が行う被

災中小企業の早期復旧に対する補助事業に要する経費に

対し補助

No. 事業名

7

被災中小企業重層的支
援事業

県、

商工団体

等

東日本大震災津波で被災した中小企業を支援するため、

商工会・商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央

会、いわて産業振興センターが行う支援事業を補助する

ことなどを通じ、被災企業の復旧・復興を支援

・補助金交付団体数：14団体

事業
主体 事業概要

9

物産販路開拓事業 県 東日本大震災津波により大きな打撃を受けた本県地場産

業の復興支援のため、首都圏等での物産展を通して情報

発信し、県産品の販路拡大と取引の拡大を促進

・アンテナショップにおける

　県産品販売額：1,380百万円

国復興期間

実施年度

復興基本計画期間
（参考）

国際経済交流推進事業 県 東アジアをターゲットとした県内企業の海外におけるビ

ジネスチャンスの発掘、海外企業とのビジネスマッチン

グの支援、海外物産展等による県産品の販路拡大を行

い、国際的な事業活動の展開による地域経済の復興を支

援

・商談会・フェアの開催回数   12回

8

生産地証明等発行事業 県 放射性物質に係る安全対策と風評被害を払拭するため、

輸出産品に関する証明書等発行事務を実施

11

いわての食と工芸魅力
拡大事業

県 風評被害の更なる払拭といわてブランドの確立に向け、

県産品の販路拡大、魅力向上及び新たな購買層の開拓に

つなげる取組を実施

・展示販売会・商談会開催回数：10回

10

12

特区制度等の活用によ
る各種優遇税制措置

国、

県、

市町村等

復興特区制度等による国税・地方税の優遇税制を活用す

ることにより、新規立地の促進や被災企業等の早期復興

を支援

・事業開始決定箇所：（第1期：356箇所）

・完成箇所：（第1期：347箇所）

・説明会開催回数：８回

13

地域基幹産業人材確保
支援事業

県 被災地の基幹産業である水産加工業の早期復興のため、

水産加工事業者が新たに人材を確保するために必要な宿

舎整備等に要する経費の一部を市町村と共同で補助

・被災市町村の水産加工業における

　新規雇用者数：120人

 
 
 
 
 
 
 
 

▼P.86 

▼P.86 
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 構成事業の概要と実施年度

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

15

いわて農商工連携推進
事業　　（再掲）

県、

いわて産

業振興セ

ンター

いわて農商工連携ファンド等により農林漁業者と中小企

業者との連携による新たな事業展開や、農林水産物の加

工や流通・販売等に取り組むモデル作りを支援

・採択事業数：10事業

14

いわてフードコミュニ
ケーション推進事業
（再掲）

県 「食の安心・安全」を基本とし本県ならではの地域資源

を活用した新しいビジネス展開や販路開拓を促進し、本

県食産業を高い付加価値と生産性を持つ総合産業として

育成

・企業訪問数：200回

16

北いわて産業振興事業
費

県 県北地域の主要産業である食産業及びアパレル産業の振

興を図るため、農林水産物を活用した商品開発・販路開

拓や、縫製事業者の人材育成・販路拡大等の取組支援、

アパレル産業の魅力発信等を実施

・新規コーディネート件数：110件

No. 事業名
事業
主体 事業概要

国復興期間

実施年度

復興基本計画期間
（参考）

17

被災商店街にぎわい支
援事業

県 東日本大震災津波により被災した地域の商業機能の回復

と復旧した商店街等の持続的な発展を図るため、アドバ

イザー派遣等を行い、商店街・共同店舗の整備計画策定

や新たに構築された商店街等のにぎわい創出に向けた取

組を支援

・被災地域商業再生アドバイザー派遣数：20人日

・セミナー参加団体数：12団体

18

さんりくチャレンジ推
進事業

県 復興まちづくりに合わせたなりわいの再生を図るため、

若者や女性をはじめとした、被災地での起業、第二創業

及び新事業進出をしようとする者に対して、事業計画の

策定、販路開拓及び資金調達等の支援を実施

・起業、第二創業、新事業進出及びフォローアップ

　数：60者
 

 
 
取組項目 ものづくり産業の新生 

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

19

岩手産業復興機構出資
金　　（再掲）

国、

県、

金融機関

等

被災企業が復旧・復興に必要な資金を調達できるよう、

岩手産業復興機構が債権買取等の金融支援を実施

・岩手県産業復興相談センターの相談受付件数：300件

・二重債務対策支援件数： 24件

No. 事業名
事業
主体 事業概要

国復興期間

実施年度

復興基本計画期間
（参考）

20

中小企業高度化資金貸
付金　　（再掲）

県、

中小企業

基盤整備

機構、

いわて産

業振興セ

ンター

復興事業計画の認定を受けた被災中小企業等の施設・設

備整備に対し、中小企業基盤整備機構と県が協調し、い

わて産業振興センターを通じて資金を貸付

 
 

▼P.86 

▼P.88 

▼P.86 

▼P.88 
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 構成事業の概要と実施年度

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

港湾利用促進事業 県 平成30年6月に予定している宮古～室蘭間のフェリー就

航に向けて受入態勢等の整備や航路開設に向けた機運の

醸成を図るため、港湾の利活用促進に向けて荷主企業等

のポートセールス等を実施

・県内港湾におけるコンテナ取扱個数：6,000TEU

26

特区制度等の活用によ
る各種優遇税制措置
（再掲）

国、

県、

市町村等

復興特区制度等による国税・地方税の優遇税制を活用す

ることにより、新規立地の促進や被災企業等の早期復興

を支援

・事業開始決定箇所：（第1期：356箇所）

・完成箇所：（第1期：347箇所）

・説明会開催回数：８回

No. 事業名

27

事業
主体 事業概要

国復興期間

実施年度

復興基本計画期間
（参考）

21

22

中小企業東日本大震災
復興資金保証料補給事
業　　（再掲）

県 東日本大震災津波により罹災した中小企業者に対し、長

期・低利資金の融資を行うとともに、直接被害を受けた

中小企業者に対して保証料を補給

中小企業東日本大震災
復興資金貸付金
（再掲）

県 東日本大震災津波により事業活動に支障を来している中

小企業者に対し事業を再建するために必要な資金を融資

・融資額：770億円

23

中小企業等復旧・復興
支援事業（再掲）

国、

県

被災地の事業者が一体となって復旧・復興を行う場合

に、当該事業に不可欠な施設の復旧・整備に対して、国

と県が連携して補助

中小企業被災資産復旧
事業　　（再掲）

県、

市町村

沿岸市町村の産業復興を促進するため、市町村が行う被

災中小企業の早期復旧に対する補助事業に要する経費に

対し補助
24

25

原発放射線影響対策事
業（工業製品等の測定
調査）

県 放射性物質に係る安全対策と風評被害を払拭するため、

食品、工業製品等の放射性物質の測定調査等の取組を推

進

28

自動車関連産業創出推
進事業

県、

いわて産

業振興セ

ンター

本県ものづくり産業の牽引役である自動車関連産業の開

発・生産拠点化に向けて、設備投資や研究開発の支援、

工程改善の指導、展示商談会の開催などの取組を実施

し、地場企業の参入や取引拡大を促進

・新規取引件数：50件

29

半導体関連産業創出推
進事業

県 本県ものづくり産業の牽引役である半導体関連産業の集

積促進を図るため、産学官連携による新産業開拓、技術

高度化、取引拡大、新規参入等を支援

・新規取引件数：20件

 
 
 
 
 

▼P.86 

▼P.86 
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 構成事業の概要と実施年度

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

県 ものづくり産業の高付加価値化・高効率化に寄与する情

報関連産業の競争力強化を図るため、産学官連携による

技術高度化、取引拡大、新規参入等に関わる取組を支援

・新規取引件数：20件

県、関係

機関

関係機関と連携し、高校生等に対する地元企業への理解

促進や離職対策等のモデル事業を実施

・工場見学実施回数：40回33

ものづくり人材育成定
着促進モデル事業

34

医療機器関連産業創出
推進事業

情報関連産業競争力強
化事業

36

31

新しい三陸の地域産業
展開事業

県 高い労働生産性を有する強い製造業を育成するととも

に、被災企業の経営のイノベーションを推進し、強い経

営体を育成。被災企業のビジネスの拡大を図るため、

「釜石港外貿ダイレクト航路」や「三陸沿岸道路」等を

活用した国内外とのビジネスを拡大

・カイゼン導入企業数（累計）：41社

・被災企業経営相談回数：510回

No. 事業名
事業
主体 事業概要

国復興期間

実施年度

復興基本計画期間
（参考）

地域クラスター形成促
進事業

県 県内の中核的企業と地場企業群とのサプライチェーンを

構築し、地域経済に好循環をもたらす「地域クラス

ター」の形成を促進

・セミナー参加企業数：15社

32

いわてものづくり産業
人材育成事業

県 内陸地域と沿岸県北地域とのものづくりネットワーク間

の連携を強化し、小中学生から企業人まで、多様で厚み

のある産業集積を支える高度な産業人材を育成

・地域ものづくりネットワークと連携した工場見学への

　参加高校生数：2,440人

30

35

県 本県ものづくり産業の牽引役を目指す医療機器関連産業

の集積促進を図るため、産学官連携による技術高度化、

医工連携、取引拡大、新規参入等を支援

・開発試作件数：８件

37

ものづくり革新推進事
業

県 三次元造形技術や情報通信技術を活用した高付加価値製

品の開発、生産性向上を促進

・次世代ものづくりラボ利用件数：480件

戦略的知財活用支援事
業

国、

県

ものづくり産業の技術の高度化や製品の高付加価値化等

による競争力の確保、新事業の創出につながるよう、

「知財総合支援窓口」機能の充実強化や県内中小企業等

による特許技術を活用した販路拡大支援等、知的財産の

活用を支援

・沿岸地域企業等支援件数：450件

高付加価値型ものづく
り技術振興事業

県 県の戦略産業（自動車や半導体関連産業等）等を支える

プラスチック、金属製品製造業など地場企業群の技術・

開発力を強化し、雇用創出を推進するため、展示会出展

や試作開発への支援、人材育成等の取組を実施

・人材育成（ＯＪＴ）実施人数：20人

38

 
 
 

▼P.88 

▼P.88 
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 構成事業の概要と実施年度

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

45

46

プロジェクト研究調査
事業

国際機関

国、

県、

市

東北の産業復興に向けて、ＩＬＣを核とした研究拠点の

形成や関連産業の集積、海外研究者受入のための環境整

備などＩＬＣ建設に係る課題について調査研究を進める

とともに、県内はもとより、東北や全国における理解を

増進

・研究会及び講演会等の開催回数：８回

三陸海洋エネルギー研
究開発促進事業

県 釜石市沖再生可能エネルギー実証フィールドにおいて、

研究開発中の次世代海洋エネルギー技術研究開発を契機

として、県内企業による関連産業創出を図っていくた

め、企業等が取り組む機器開発や洋上設置等の技術取得

に対して支援

・海洋エネルギー産業化研究会開催回数：４回

海洋エネルギー研究拠
点構築事業

国、

県、

市町村

三陸の海の資源を生かし、国の海洋エネルギー実証

フィールドの整備に向けた体制構築や研究開発プロジェ

クトの創出支援等を実施

・実証フィールドの誘致実現：（第2期：１件）

・実証フィールドの利活用件数：３件

44

42

ものづくり・ソフト
ウェア融合技術者養成
事業

県 地域の産学官が連携し、「高度開発型のものづくり産業

集積」の形成を促進するため、ものづくりとソフトウェ

アの両面の知識を有する技術者の育成を支援

・人材育成数：80人

41

三次元設計開発人材育
成事業

県 「いわてデジタルエンジニア育成センター」事業により

三次元設計開発技術者の育成及び県内企業の技術力向上

を支援し、県内企業の競争力強化等を促進

・人材育成数：200人

39

企業立地促進奨励事業 県、

市町村

知事が認定した企業による工場等の新設・増設に対し市

町村が補助する場合に、その経費の一部を補助

・新規立地・増設件数：40件

国復興期間

実施年度

復興基本計画期間
（参考）事業

主体 事業概要No. 事業名

三陸みらいの企業人材
確保育成事業

県 震災復興後の沿岸地域経済を支える人材を確保・育成す

るため、地元就職率の向上、進学者のＵターン就職の仕

組みづくりや、Ｉターンの取組を推進。あわせて、地域

に就業した若者に対する人材育成の取組を推進。潜在的

な労働力である主婦層、シニア層向けに短時間労働によ

る暮らしと仕事が両立できる「三陸版働き方改革」を推

進

・プチ勤務導入支援企業数：40社

・沿岸版仕事カタログ作成支援企業数：60社

43

40

さんりくチャレンジ推
進事業
（再掲）

県 復興まちづくりに合わせたなりわいの再生を図るため、

若者や女性をはじめとした、被災地での起業、第二創業

及び新事業進出をしようとする者に対して、事業計画の

策定、販路開拓及び資金調達等の支援を実施

・起業、第二創業、新事業進出及びフォローアップ

　数：60者

 
 
 
 
 

▼P.88 
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 構成事業の概要と実施年度

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

48

海洋研究拠点形成促進
事業

国、

県

これまで蓄積してきた海洋関連の研究成果の活用により

被災地域の産業復興を支援するため、地域の大学等と連

携し、水産、水産加工、食品等に関連した実用化研究を

推進

・海洋等研究成果の地域セミナー開催回数：６回

47

洋上ウィンドファーム
事業化促進事業

県 洋野町沖合海域における着床式洋上風力発電の事業化に

向け、地域受入体制の構築や環境・漁業への影響調査、

関係者とのネットワーク強化等を実施

・漁業協調型洋上ウィンドファーム導入研究会の設

　置：（第2期：１件）

・洋上風力発電事業化推進協議会（仮称）の設置

国復興期間

実施年度

復興基本計画期間
（参考）事業

主体 事業概要

いわて戦略的研究開発
推進事業

県 東日本大震災津波からの着実な復興を目指し、大学等の

有望な研究シーズから、実用化まで一貫した支援を行う

コーディネート体制の構築及び公募競争型の研究開発支

援事業を実施

・国等の研究開発資金の獲得事業件数：４件

No. 事業名

51

科学技術振興推進事業 県 東日本大震災津波からの着実な復興を目指し、自動車・

半導体・医療機器関連産業などに続く新たなものづくり

産業の創出に向け、持続的なイノベーションが創出でき

るよう、産学官金連携を強化

・プロジェクト実施件数（新規導入件数）：１件

科学技術普及啓発推進
事業

県、市町

村、大

学、公設

試験研究

機関等

将来を担う子ども達に先端科学技術に触れる機会を提供

するため、県民参加型の科学技術の普及啓発活動として

「地域サイエンスシンポジウム」を開催

・シンポジウム開催回数：４回
52

53

水素活用による再生可
能エネルギー推進事業
費

県 再生可能エネルギーの最大限の導入を図るため、送電イ

ンフラの課題解決及び地域特性を生かしたエネルギー活

用方策として、再生可能エネルギーによる水素エネル

ギーの活用可能性について検討し、活用モデルを構築

・検討委員会等の設置：１団体

49

海洋研究学びの場創出
推進事業費

県 三陸沿岸地域に立地する海洋研究機関の連携を促進し、

共同研究や研究成果の還元、国内外の研究者の流入等を

図るとともに、三陸沿岸地域の子ども達に海洋研究に触

れる機会を提供し、地元地域と海洋研究とのつながりを

感じてもらうため、国立研究開発法人海洋研究開発機構

（JAMSTEC）の所管する海洋調査研究船の公開及び出

前授業等を実施

・海洋調査船公開、出前授業等の実施回数：２回

50
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 構成事業の概要と実施年度

 

 

 

取組項目 観光資源の再生と新たな魅力の創造 

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

国復興期間

8

海岸保全施設等整備事
業（養浜）
（再掲）

県 東日本大震災津波により流失した高田地区海岸の砂浜再

生

・養浜完了箇所数：１箇所

　（全体：1箇所）

7

特区制度等の活用によ
る各種優遇税制措置
（再掲）

国、

県、

市町村等

復興特区制度等による国税・地方税の優遇税制を活用す

ることにより、新規立地の促進や被災企業等の早期復興

を支援

・事業開始決定箇所：（第1期：356箇所）

・完成箇所：（第1期：347箇所）

・説明会開催回数：８回

6

岩手産業復興機構出資
金　　（再掲）

国、

県、

金融機関

等

被災企業が復旧・復興に必要な資金を調達できるよう、

岩手産業復興機構が債権買取等の金融支援を実施

・岩手県産業復興相談センターの相談受付件数：300件

・二重債務対策支援件数： 24件

5

中小企業被災資産復旧
事業　　（再掲）

県、

市町村

沿岸市町村の産業復興を促進するため、市町村が行う被

災中小企業の早期復旧に対する補助事業に要する経費に

対し補助

4

中小企業等復旧・復興
支援事業
（再掲）

国、

県

被災地の事業者が一体となって復旧・復興を行う場合

に、当該事業に不可欠な施設の復旧・整備に対して、国

と県が連携して補助

3

中小企業東日本大震災
復興資金保証料補給事
業　　（再掲）

県 東日本大震災津波により罹災した中小企業者に対し、長

期・低利資金の融資を行うとともに、直接被害を受けた

中小企業者に対して保証料を補給

2

中小企業東日本大震災
復興資金貸付金
（再掲）

県 東日本大震災津波により事業活動に支障を来している中

小企業者に対し事業を再建するために必要な資金を融資

・融資額：770億円

1

中小企業高度化資金貸
付金　　（再掲）

県、

中小企業

基盤整備

機構、

いわて産

業振興セ

ンター

復興事業計画の認定を受けた被災中小企業等の施設・設

備整備に対し、中小企業基盤整備機構と県が協調し、い

わて産業振興センターを通じて資金を貸付

事業概要

実施年度

事業名No.
事業
主体

復興基本計画期間
（参考）

 
 
 
 
 
 

３つの原則 

「なりわい」の再生 Ⅲ 観光 

10 分野 

▼P.86 

▼P.86 

▼P.86 
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 構成事業の概要と実施年度

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

国復興期間

9

北いわて広域観光推進
事業費

県、（特

非）久慈

広域観光

協議会

県北地域の交流人口の拡大を図るため、観光客の総合的

な受入窓口機能の設置や、体験・交流型の観光メニュー

等の整備、催事への出展等による観光ＰＲ等を実施

・体験交流プログラム、フォーラム等

　参加者数：19,500人

・観光ガイド・観光産業従事者に対する

　スキルアップ研修参加者数：700人

・北いわて広域観光ポータルサイト

　アクセス数：1,700千件

事業概要

実施年度

事業名

三陸ジオパーク活用強
化事業費

三陸ジオ

パーク協

議会、

県、

沿岸13市

町村

三陸ジオパークを活用し、三陸の復興、津波防災等につ

いて国際的に発信するとともに、外国人を含めた来訪者

の受入態勢を充実

・学習会の開催回数：30回

・ジオガイドの養成人数：20人

・三陸ジオパーク推進協議会

　認定ジオガイドの養成人数：10人

No.

10

事業
主体

復興基本計画期間
（参考）

 
 
 
取組項目 復興の動きと連動した全県的な誘客への取組 

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

復興基本計画期間
（参考）

いわて花巻空港の路線の維持・拡充等及び利便性向上を

図り、本県経済の幅広い発展に資するため、官民一体と

なった利用促進を行う岩手県空港利用促進協議会に負担

金を支出し、震災後、復興支援で新たに就航した路線等

の利用を促進

・航空機利用者数：864千人

13

12

いわてへの定住・交流
促進事業

県 被災地の復興や過疎地の活性化を担う「いわて復興応援

隊」の受入れ等を実施

・活動発表会開催回数：４回

No.

いわて花巻空港利用促
進事業

県、

岩手県空

港利用促

進協議会

事業
主体事業名 事業概要

実施年度

三陸総合振興推進事業 県 三陸地域における交流人口の拡大や地域振興を図るた

め、推進体制の検討や三陸防災復興博（仮称）の企画に

係る事業を総合的に実施

・実施に向けた企画・計画策定：１式
14

11

三陸沿岸観光新時代創
造事業

県 新たな大型観光ルートを国内外に広く情報発信するとと

もに、三陸沿岸の各地に「宿泊と体験、食」を組み合わ

せた観光サービスゾーンを形成

・海外プロモーションの実施回数：6回

・コーディネーター訪問回数：540回

国復興期間
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 構成事業の概要と実施年度

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

国復興期間

県、

いわて観

光キャン

ペーン推

進協議会

三陸地域への誘客促進を図るため、多彩な観光資源を生

かした効果的なプロモーションを実施し、受入態勢を整

備

・誘客プロモーション実施回数：２回

21

復興ツーリズム推進事
業

県 震災学習を中心とした教育旅行及び企業研修旅行の誘致

を促進するため、受入態勢の整備や誘致活動を実施

・教育旅行誘致説明会への参加回数：８回

・企業研修旅行誘致説明会開催回数：６回

県、

県観光協

会

観光客受入整備及び観光客への情報発信を実施する岩手

県観光協会に対してその費用の一部を負担し、震災等に

よる風評被害の払拭や世界遺産平泉を中心とした本県観

光の振興を推進

・観光ホームページ特集更新回数：８回

・教育旅行説明会開催回数：８回

推進協議

会

沿岸を中心とした全県での観光振興に向けた全国への情

報発信、誘客事業の展開、地域主体の観光地づくりを推

進

・観光キャンペーン実施回数：２回

ふるさとづくり推進事
業

県

18

いわて情報発信強化事
業

県 開かれた復興を目指し、国内外からの支援に対する感謝

を伝え、震災を忘れず応援し続けていただくため、復興

に向かう岩手の姿や「黄金の國、いわて。」に表現され

る岩手の魅力を継続的に発信

・県外に向けた情報発信

・希望郷いわて文化大使に対する岩手の魅力情報の

　発信

・Twitterフォロワー増加数：4,000人

16

いわてつながり強化事
業

県 復興支援で岩手に来た自治体職員など、全国の「岩手

ファン」同士のつながりと交流を維持強化し、感謝の意

を伝え、関係者相互の交流を図るためシンポジウムを定

例的に開催

・シンポジウム開催回数：12回

事業概要

実施年度

事業名No.
事業
主体

15

県 三陸の観光地域づくりを推進するため、ＤＭＯが主体と

なり、戦略的売り込みを展開するために必要な調査や観

光人材の育成等を実施

・三陸観光プランナー養成人数：18人

全県的な移住推進体制の整備、移住相談窓口体制を充実

・研修会等の開催：４回

・イベント等への参加回数：10回17

19

いわて観光キャンペー
ン推進協議会負担金

三陸観光地域づくり推
進事業

観光事業推進費負担金

22

いわて三陸に行こう誘
客促進事業

20

復興基本計画期間
（参考）
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 構成事業の概要と実施年度

～H28 H29 H30 H31 H32 H33～

国復興期間

25

食の魅力発信インバウ
ンド促進事業（食の
takumi（匠)・食文化
発信事業）

県 外国人観光客を対象として、岩手県食の匠が伝承する特

徴的な郷土料理である米、麦粉や雑穀文化等を体験でき

る観光モデルを整備

・モデル整備件数：３件

24

食の魅力発信インバウ
ンド促進事業（食と産
地の魅力ワールドワイ
ド発信事業）

県 外国人観光客を対象として、県産農林水産物の魅力（高

級、高品質、季節感等）を広く情報発信し、「いわて黄

金食財」のブランドを確立

・テレビ番組・動画作成件数：４件

外航クルーズ船誘致事
業

県 外航クルーズ船の誘致を目指し、商談会への参加や、セ

ミナーの開催など誘致に向けた機運を醸成

・外航クルーズ船寄港の決定港数：１港

30

北東北広域観光推進事
業

推進協議

会

北東北三県が一体となり、震災復興に向けた国内外への

観光振興事業を実施し、北東北三県の広域観光を推進

・国内旅行会社等招請回数：６回

・海外旅行会社等招請回数：６回

北東北三県・北海道ソ
ウル観光推進事業

県 観光分野を中心とした海外交流拠点を韓国に整備し、震

災等による風評被害の払拭や観光客の誘致拡大、物産の

販路開拓、技術交流、文化交流等を拡大

・観光商談会開催回数：４回

・旅行会社等招請回数：４回

29

28

いわてインバウンド新
時代戦略事業

県 ラグビーワールドカップ2019TM、東京2020オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会等を見据え、戦略的・効果

的なプロモーションを実施するとともに、個人旅行者増

加に対応する受入態勢整備を支援

・メディア等招請回数：10回

27

東北観光推進事業 県、

東北観光

推進機構

東北観光に係る震災等による風評被害の払拭や認知度向

上と国内・海外観光客等の誘致を推進

・海外旅行博参加回数：12回

・教育旅行説明会開催回数：４回

26

みちのくコンベンショ
ン等誘致促進事業

県、

盛岡観光

コンベン

ション協

会

国が実施するコンベンション等誘致の商談会に参加し、

震災関連のコンベンション等の誘致を促進

・商談会参加回数：２回

・招請事業実施回数：２回

事業概要

実施年度

事業名No.
事業
主体

23

復興基本計画期間
（参考）
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 構成事業の概要と実施年度
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(3) 重点的に取り組む事項 
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 重点的に取り組む事項

ここでは、構成事業の中から被災者の生活に関わりが深く、特に重要な事業を、３つの原則ご

とに六つの「重点的に取り組む事項」としてまとめた。 

 

▼▼重重点点的的にに取取りり組組むむ事事項項  
  

分野 重点的に取り組む事項 頁

「
安
全
」
の

確
保 

No.１ 三陸を一つにつなげる交通ネットワークの構築 

・三陸復興道路整備事業（復興道路、復興支援道路、復興関連道路） 

【交通ネットワーク No.6/7/11/12】 

・ＪＲ山田線復旧支援事業【防災のまちづくり No.20 交通ネットワーク No.10】 

78

「
暮
ら
し
」
の
再
建 

No.２ 安心して暮らせる生活環境の実現に向けた支援 

・総合的被災者相談支援事業【生活・雇用 No.5】 

・いわて内陸避難者支援センター運営事業【生活・雇用 No.6】 

・被災者の生活支援とセーフティネット対策事業【地域コミュニティ No.2】 

・被災地コミュニティ支援コーディネート事業【地域コミュニティ No.4】 

・被災地高齢者支援事業【保健・医療・福祉 No.3/4/5/6】 

・被災地健康相談等支援事業 【保健・医療・福祉 No.23】 

・こころのケアセンター等設置運営事業 【保健・医療・福祉 No.26】 

・いわてこどもケアセンター設置運営事業 【保健・医療・福祉 No.27】 

80

No.３ いわての復興・防災教育の推進 

・防災教育・復興教育推進事業【教育・文化 No.7】 82

「
な
り
わ
い
」
の
再
生 

No.４ 漁業及び養殖業生産量の確保 

・新たな漁村活力創出支援事業【水産業・農林業 No.5】 

・さけ、ます増殖事業【水産業・農林業 No.7】 

・栽培漁業推進事業【水産業・農林業 No.8】 

84

No.５ 中小企業等の本格的な再建支援 

・中小企業等復旧・復興支援事業【水産業・農林業 No.12 商工業 No.5/23 観光 No.4】 

・中小企業被災資産復旧事業【水産業・農林業 No.11 商工業 No.6/24 観光 No.5】 

・被災中小企業重層的支援事業【商工業 No.7】 

・被災商店街にぎわい支援事業【商工業 No.17】 

・岩手産業復興機構出資金【水産業・農林業No.1/13/35/50 商工業No.1/19 観光No.6】 

86

No.６ 中小企業等の人材確保・育成 

・いわてものづくり産業人材育成事業【商工業 No.32】 

・さんりくチャレンジ推進事業【商工業 No.18/40】 

・新しい三陸の地域産業展開事業【商工業 No.31】 

・三陸みらいの企業人材確保育成事業【商工業 No.43】 

・北いわて産業振興事業費【商工業 No.16】 

88
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 重点的に取り組む事項

3 つの原則 「安全」の確保 

№１ 三陸を一つにつなげる交通ネットワークの構築 
 

三陸沿岸地域の復興と安全・安心を確保するため、災害時等における確実な緊急輸送や代替機

能を確保するとともに、水産業等の復興を支援する災害に強く信頼性の高い道路ネットワークを

構築する。 

また、ＪＲ山田線（宮古・釜石間）に関し、平成 30 年度末に予定する三陸鉄道への経営移管

に向けての各種復旧工事の実施や三陸鉄道への業務移管等について、ＪＲ東日本や国と調整を図

るとともに、経営移管後の支援策や利用促進策等を検討・実施する。 

 事業概要 
 
(1) 三陸復興道路整備事業 【交通ネットワーク No.6/7】 

① 復興道路 

三陸沿岸地域の縦貫軸と内陸部と三陸沿岸地域を結ぶ横断軸の高規格幹線道路等の整備

を促進 

 

 

 

② 復興支援道路 【交通ネットワーク No.11】 

内陸部から三陸沿岸各都市にアクセスする道路及び横断軸間を南北に連絡する道路、イン

ターチェンジにアクセスする道路について、交通隘路の解消や防災対策、橋梁耐震化等を推進 

  

 

 

 

 

 

③ 復興関連道路 【交通ネットワーク No.12】 

   三陸沿岸地域の防災拠点(役場、消防等)や医療拠点(二次･三次救急医療施設)へアクセス

する道路及び水産業の復興を支援する道路について、交通隘路の解消や防災対策、橋梁耐

震化等を推進 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

(2) ＪＲ山田線復旧支援事業 【防災のまちづくり No.20、交通ネットワーク No.10】 

ＪＲ山田線（宮古・釜石間）の三陸鉄道への経営移管に向けて復旧工事が進められていると

ころであり、移管後の山田線運営に係る諸課題についての沿線市町・三陸鉄道との協議や、Ｊ

Ｒ東日本から三陸鉄道への円滑な経営移管に向けた調整に取り組む。 

 

【縦貫軸(三陸沿岸地域の各都市間を連絡する高規格幹線道路等)】 

三陸沿岸道路（三陸縦貫自動車道、三陸北縦貫道路、八戸・久慈自動車道） 

【横断軸(内陸部から三陸沿岸地域へアクセスする高規格幹線道路等)】 

東北横断自動車道釜石秋田線 宮古盛岡横断道路(国道 106 号) 

【横断軸(内陸部から三陸沿岸地域の各都市等にアクセスする道路)】 

  国道 395 号、国道 281 号、(主)戸呂町軽米線、(主)軽米九戸線、国道 455 号 

  国道 396 号、国道 283 号、国道 107 号、国道 397 号、国道 343 号、国道 284 号、国道 342 号 

【縦貫軸(横断軸間を南北に連絡する道路)】 

国道 340 号、(主)久慈岩泉線 

【インターチェンジへのアクセス道路】 

(主)野田山形線、(一)宮古山田線 

【防災拠点・医療拠点へのアクセス道路】 

 (主)軽米種市線、(一)明戸八木線、(主)野田山形線、(一)田野畑岩泉線 

(一)普代小屋瀬線、(主)宮古岩泉線、[県代行]宮古市道北部環状線 

(一)津軽石停車場線、(一)宮古山田線、(主)大槌小国線、(主)釜石遠野線 

【水産業の復興支援する道路】 

 (一)角ノ浜玉川線、(一)侍浜夏井線、(一)野田長内線、(主)岩泉平井賀普代線 

(一)崎山宮古線、(主)重茂半島線、(一)吉里吉里釜石線、(一)桜峠平田線 

(一)吉浜上荒川線、(一)崎浜港線、(主)大船渡綾里三陸線、(一)丸森権現堂線 

(主)大船渡広田陸前高田線、(一)碁石海岸線、(一)長部漁港線 
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 重点的に取り組む事項

 

 

 

 

 

 

復興道路等の整備状況（平成 29 年４月現在（見込み）） 

復興道路の完成による都市間所要時間の短縮 

▼ 復興道路の整備状況 

復興道路 復興支援道路

復興関連道路

：供用済区間

：未供用区間

359 ｋｍ 167 ｋｍ 192 ｋｍ

うち岩手県 213 ｋｍ 65 ｋｍ 148 ｋｍ

66 ｋｍ 24 ｋｍ 42 ｋｍ

うち岩手県 66 ｋｍ 24 ｋｍ 42 ｋｍ

80 ｋｍ 63 ｋｍ 17 ｋｍ

うち岩手県 80 ｋｍ 63 ｋｍ 17 ｋｍ

505 ｋｍ 254 ｋｍ 251 ｋｍ

うち岩手県 359 ｋｍ 152 ｋｍ 207 ｋｍ

宮古盛岡横断道路
（事業化延長）

東北横断自動車道
釜石秋田線

合　　　　計

路線名 計画延長 供用中 事業中

三陸沿岸道路

・ 各都市間の起終点は、各都市最寄りのＩＣまたは JCT としている

・ 震災前の道路ネットワークは H23.1.1 現在 

・ 震災前の所要時間は、H22 道路交通センサスより算出 

  （データのない区間は規制速度等） 

・ 復興道路整備区間は、道路構造に応じた速度（70,80,100km/h）に

  より将来の所要時間を算出 
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 重点的に取り組む事項

3 つの原則 「暮らし」の再建 

№２ 安心して暮らせる生活環境の実現に向けた支援 
応急仮設住宅から恒久的な住宅への速やかな移行を促進し、被災者一人ひとりが安心して心豊

かに暮らせるよう取り組んでいく。あわせて、応急仮設住宅での生活の長期化や災害公営住宅へ

の転居による生活環境の変化等に伴う被災者のこころと体の健康問題への対応や、災害公営住宅、

高台団地等移転先での新たなコミュニティの形成を支援する。 

 

 事業概要 
 
(1) 総合的被災者相談支援事業 【生活・雇用 No.5】 

被災者の生活再建に向けて、被災者からの相談・問い合わせに一元的かつ柔軟に対応するた

め、関係機関との緊密な連携のもと、県北・沿岸広域振興局（久慈、宮古、釜石及び大船渡）

を中心拠点とする総合的な被災者相談支援を実施する。 

① 被災者に寄り添った多様な相談主体との連携・情報共有 

② 被災者に対する総合的な相談支援 

③ 積極的・効果的な情報発信と支援施策の立案 

④ 被災者一人ひとりの復興計画づくり支援 

 

(2) いわて内陸避難者支援センター運営事業 【生活・雇用 No.6】 

内陸及び県外へ避難している被災者の住まいの意向把握を沿岸市町村に代わって行うととも

に、再建方法を決めかねている被災者への相談対応などを通じて、恒久住宅への移行を促進す

るため、「いわて内陸避難者支援センター」を盛岡市に設置する。 

 

(3) 被災者の生活支援とセーフティネット対策事業 【地域コミュニティ No.2】 

生活支援相談員による見守り活動や福祉サービスへの適切な橋渡しのほか、生活福祉資金の

貸付相談、生活困難な被災者等の自立支援など、被災者の生活再建を支援する。 

  ① 見守り・相談支援ネットワークの構築 

  ② 生活支援相談員の活動のバックアップ 

  ③ 被災者の見守り・相談支援 

 

(4) 被災地コミュニティ支援コーディネート事業 【地域コミュニティ No.4】 

市町村及び被災者支援を行う民間団体等の調整役となるコーディネーターを配置し、被災地

のコミュニティ形成が円滑に進むよう市町村を支援する。 

 

(5) 被災地高齢者支援事業 【保健・医療・福祉 No.3/4/5/6】 

応急仮設住宅等から災害公営住宅へと住環境が変化する状況に応じて、被災地の高齢者が安

心して暮らすことができるよう、高齢者の孤立や生活機能の低下を防止するとともに、見守り

体制の整備を支援する。 

① 応急仮設住宅地域において市町村が行う高齢者等サポート拠点の運営を支援 

② 高齢者等の生活機能低下を防止するため、巡回相談や運動指導等に従事する職員の資質

向上を図る研修を実施 

③ 高齢者等の孤立防止や介護予防を図るため、気軽に参加できる運動教室等を開催 

④ 被災地の地域包括支援センターと連携し、介護予防教室の開催支援や巡回相談を実施 



 

81 
 

 重点的に取り組む事項

 

(6) 被災地健康相談等支援事業 【保健・医療・福祉 No.23】 

被災者の健康の維持増進を図るため、応急仮設集会所等を活用し、健康相談、保健指導、歯

科相談、口腔ケア指導等を実施する。 

 

(7) こころのケアセンター等設置運営事業 【保健・医療・福祉 No.26】 

被災者のこころのケアに中長期的に取り組むため、全県の中核となる「岩手県こころのケア

センター」を設置するとともに、沿岸４地域に「地域こころのケアセンター」を設置し、専門

的なケアを引き続き実施する。 

 

(8) いわてこどもケアセンター設置運営事業 【保健・医療・福祉 No.27】 

子どものこころのケアと支援者への研修を中長期にわたって担う全県的な拠点施設「いわて

こどもケアセンター」を岩手医科大学矢巾キャンパス内に設置し、矢巾センターでの診療のほ

か、宮古、釜石、気仙地域にて週１回の巡回診療と支援者研修等とを一体的に実施する。 

 

≪主な計画値≫ 

事業名 事業全体計画値 
第 1 期・第 2期 
実績見込み 

第３期 
計画値 

総合的被災者相談支援事業 相談受付件数 ― 46,543 件 ―

被災地コミュニティ支援コーディ

ネート事業 

コーディネーター配

置数（延べ) 
6 人 ― 6 人

被災地健康相談等支援事業 
健康相談等実施回数 7,820 回 7,220 回 600 回

口腔ケア指導等実施

回数 
1,286 回 1,186 回 100 回

こころのケアセンター等 

設置運営事業 

こころのケアケース

検討数 
3,876 ケース 3,148 ケース 728 ケース

いわてこどもケアセンター 

設置運営事業 

ケアセンター開設日

数 
2,381 日 1,701 日 680 日

 

 事業推進イメージ（総合的被災者相談支援事業） 

 

 

 

 

 

 

 

復興局

被災者

相談・問合せ 相談・問合せ

問題解決
情報発信

問題解決
情報発信

情報収集 情報収集

相談支援・情報提供相談支援・情報提供

共有情報・
ナレッジの蓄積

共有情報・
ナレッジの蓄積

相談ニーズの集約・把握

被災者支援施策に反映

県民生活センター

こころのケアセンター

県庁各部局

ハロ ーワーク

社会福祉協議会

各被災者支援機関

連携

専門家派遣
法テラス
業務協定

連携・
情報共有

市町村

情報共有の場の提供・問題解決支援

現場の声・被災者の生の声の提供

【対応者】

生活支援相談員、仮設団地支援員、保

健師、ＮＰＯ、ボランティア、民生委員 等

【相談の拠点（例示）】

仮設住宅 在宅

集会所・談話室

高齢者サポート拠点

被災者に寄添った

相談体制

【対応者】

相談員、振興局各組織職員、弁護士、司

法書士、建築士、ファ イナンシャルプラン

ナー、土地家屋調査士 等

被災者相談支援センター

久 慈 宮 古

釜 石 大船渡

総合的相談窓口

連携・情報共有連携・情報共有

連携・情報共有

連携
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 重点的に取り組む事項

3 つの原則 「暮らし」の再建 

№３ いわての復興・防災教育の推進 
「いわての復興教育」により、「震災津波の経験を後世へ語り継ぎ、自らのあり方を考え、未

来志向の社会をつくる」ために必要な教育的価値（【いきる】【かかわる】【そなえる】※）の定

着を図り、郷土を愛し、その復興・発展を支える人材を育成する。 

※【いきる】…生命や心について、【かかわる】…人や地域について、【そなえる】…防災や安全について 

 

 事業概要 

(1) 防災教育・復興教育推進事業 【教育・文化 No.7】 

被災地における復興教育を推進し、更に副読本を活用した教育活動を県内全ての小中学校で

実施することにより、全県の児童生徒が震災体験を自分事として捉えるとともに、被災地を共

に支え合う姿勢を養うなど、復興・発展、地域防災の担い手となる人材育成を一層推進する。 

 ① 「いわての復興教育スクール」実践校の指定 

    沿岸 12 市町村の小・中・義務教育学校及び県立学校から「いわての復興教育スクール」

の実践校を指定し、地域の復興や防災に関わる学習、復興教育・防災教育と心のサポート

を効果的に結び付けた教育活動等を行い、被災地の学校の実情に応じた復興教育・防災教

育の充実を図ることで、地域の復興・発展、地域防災の担い手となる人材を育成する。 

    なお、一部の地区では、校種が異なる学校が隣接する地域を「連携型実践地域」として

指定し、学校間や地域との連携による防災訓練等を実施し、地域防災力の強化を図る。 

 

  ② 「震災の教訓を未来に語り継ぐ期間」の設定 

    東日本大震災津波の経験の風化を防ぎ、教訓を後世に語り続けていくために、県内全て

の公立学校において毎年３月 11 日までの約１ヶ月の間に、被災された方々への思いを馳

せるとともに、復興教育として１年間取り組んできた内容のまとめを行う。その際、小・

中・義務教育学校においては副読本を活用する。 

 

(2) 防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

東日本大震災津波及び近年の自然災害の発生状況等を踏まえ、学校・家庭・地域・関係機関

が連携し、児童生徒等が自ら命を守り抜く力の育成や安全で安心な社会づくりに貢献する意識

の向上を図る。 

  ① 「いわての防災スクール」実践校の指定 

    沿岸 12 市町村以外の小・中学校及び県立学校から「いわての防災スクール」の実践校

を指定し、様々な自然災害に際し、児童生徒自らが主体的に自分の命を守り抜く力を育成

するとともに、「共助」の精神を養い、岩手の復興･発展、地域防災を支える人材を育成す

る。 

 

  ② 防災教育研修会 

    管理職を対象とした学校防災の研修を通して、県内全ての公立学校が家庭・地域と連携

し、児童生徒の生命を守り抜く学校防災体制の確立を図る。 
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 重点的に取り組む事項

  ③ 学校防災アドバイザー派遣事業 

防災に関する専門家を県内の希望する公立学校に派遣し、「危機管理マニュアル」や避難

訓練などに対する助言をはじめ、学校と家庭・地域の連携体制の構築への助言、実践的な

防災教育のあり方への指導・助言などを行うことによって、児童生徒等の安全確保に向け

た体制の確立を図る。 

 

(3) 防災教育に係る学校訪問事業 

岩手県教育委員会事務局等の学校防災担当が、県内全ての公立学校を訪問し意見交換等を行

うことにより、各校における防災に関わる現状を把握するとともに、課題解決のための相談・

支援を行い、各校の防災体制の確立及び防災教育の充実を図る。 

 

≪主な計画値≫ 

事業名 事業全体計画値 
第 1 期・第 2期 
実績見込み 

第３期 
計画値 

防災教育・復興教育推進事業 

「いわての復興教
育」に取り組んでい
る市町村数 

33 市町村 33 市町村 33 市町村

教育計画に防災教育
を具体的に取り入れ
ている学校の割合 

100% 94% 100%

 

 事業推進イメージ 
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 重点的に取り組む事項

3 つの原則 「なりわい」の再生 

№４ 漁業及び養殖業生産量の確保 
本県水産物を将来にわたり安定的に供給できる生産体制を構築し、漁業者の所得向上を図るた

め、それぞれの漁業者や地域の実情に即した養殖業の生産構造改革を促進するとともに、サケ及

びアワビ等種苗の放流支援を実施する。 

また、台風第 10 号により、東日本大震災津波と二重で被害を受けたサケ・マス増殖体制の早

期復旧に取り組む。 

 

 事業概要 

 

(1) 新たな漁村活力創出支援事業 【水産業・農林業 No.5】 

養殖業の安定的な生産を維持・増大し、復旧・整備した養殖施設を効率的に利用するなど、

本事業で漁業生産力の向上を図り、あわせて、地域再生営漁計画に基づく漁業就業希望者の受

入体制を整備することにより、漁業担い手の確保・育成への取組を一体的に推進する。 

① 漁場利用分析に基づく生産性の把握・評価・改善指導による漁場生産力の向上 

② 漁協自営養殖※及び新規就業者雇用による就業機会の創出と未活用漁場の有効利用 

③ 漁場利用ルール見直しによる意欲ある漁業者の漁場拡大化 

④ 漁業者と地元企業との連携など新たな養殖生産販売体制の構築による生産拡大 

    ※ 小規模な家族単位での養殖業経営に替わって、漁協が法人自らの事業として大規模

に行う養殖業の経営形態 

 

(2) さけ、ます増殖事業 【水産業・農林業 No.7】 

サケ資源の早期回復を図るため、稚魚放流事業の支援及び回帰率向上対策を実施する。 

① 岩手県さけ・ます増殖協会に対し、不足した親魚の確保にかかる経費を補助 

  海産親魚確保等に係る経費への補助 補助率：国 2/3、県 1/3 

② 資源回復に向け、稚魚の生産、放流方法の改善のための大規模実証試験の実施 

③ 台風第 10 号被害で被災したふ化場を復旧し、稚魚の生産体制が整うよう種卵の移出入

調整などの県内ふ化場の協力体制を構築 

 

(3) 栽培漁業推進事業 【水産業・農林業 No.8】 

栽培漁業資源の回復を図るため、アワビ種苗等の生産・放流の支援並びに調査研究、指導等

を実施する。 

① アワビ等種苗放流支援（沿岸 12 市町村） 

  漁協のアワビ種苗放流経費への補助 補助率：国 2/3、県 1/3 

  ② アワビの適切な放流方法や漁場管理、餌料対策について漁協を指導 

  ③ 栽培協会と連携したナマコの種苗増産に向けた技術開発 
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 重点的に取り組む事項

≪主な計画値≫ 

事業名 事業全体計画値 
第 1 期・第 2期 
実績見込み 

第３期 

計画値 

新たな漁村活力創出支援事業 漁場生産効率分析「見える

化」指導の漁協数 
８漁協 ― ８漁協

栽培漁業推進事業 
アワビ種苗放流数 

890 万個

/年

700 万個 

/年 

890 万個

/年

ヒラメ種苗放流数 
110 万尾

/年

113 万尾 

/年 

110 万尾

/年

さけ、ます増殖事業 
サケ稚魚生産数 

400 百万

尾/年

330 百万尾 

/年 

400 百万尾

/年

 

 

 事業推進イメージ（新たな漁村活力創出支援事業） 
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 重点的に取り組む事項

3 つの原則 「なりわい」の再生 

№５ 中小企業等の本格的な再建支援 
 

  中小企業等の本格的な再建を図るため、グループ補助金等の活用による本設への円滑な移行

や個店・商店街の再建に向けた支援、中小企業等に対する経営改善のための支援を行う。 

 

 事業概要 
 

(1) 中小企業等復旧・復興支援事業 【水産業・農林業 No.12、商工業 No.5/23、観光 No.4】 

地域経済の早期復旧・復興を推進するため、複数の中小企業等が一体となって、サプライチ

ェーンの回復、地域の産業集積、商業集積機能の維持・再構築を図る場合に、当該事業に不可

欠な施設・設備の復旧・整備に対して、国と県が連携して補助する。 

補助率：３/４以内（国１/２、県１/４） 

  

(2) 中小企業被災資産復旧事業 【水産業・農林業 No.11、商工業 No.6/24、観光 No.5】 

事業用資産が流出した中小企業が、沿岸市町村で事業を再開しようとする場合に、市町村を

通じて、施設設備の復旧に要する経費の一部を補助する。 

 補助率：１/２以内（県１/４、市町村１/４） 

 補助限度額：20,000 千円（卸・小売・サービス業（宿泊業を除く）の修繕の場合は、2,000

千円）※ 市町村によって上限額が異なる場合があること 

 

(3) 被災中小企業重層的支援事業 【商工業 No.7】 

個人事業主の商業者等に対し、よりきめ細かな支援を行うため、被災事業者がグループ補助

等の支援策を活用できるよう、取引先・新規顧客の開拓や労働力の確保、事業の承継等、事業

計画策定段階から事業再開後の経営安定まで一連の支援を商工会・商工会議所、いわて産業振

興センターなど産業支援機関を通じて支援する。 

 

(4) 被災商店街にぎわい支援事業 【商工業 No.17】 

被災地域の商業機能の回復と復旧した商店街等の持続的な発展を図るため、アドバイザー派

遣等を行い、商店街・共同店舗の整備計画策定や新たに構築された商店街等のにぎわい創出に

向けた取組を支援する。 

  ① アドバイザー派遣 

  ② 商店街等のにぎわい創出に関するセミナー開催 

 

(5) 岩手産業復興機構出資金 【水産業・農林業 No.1/13/35/50、商工業 No.1/19、観光 No.6】 

地域産業の早期復興に向け被災企業等の事業再開の妨げとなる二重債務の解決のため、既存

債権の買取を行うことを目的とした復興支援ファンド（岩手産業復興機構）に出資する。 

岩手産業復興機構は金融機関から被災企業の既存債権を買い取り、一定期間元利金の弁済を

猶予するなどの金融支援を実施する。 
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 重点的に取り組む事項

 

≪主な計画値≫ 

事業名 事業全体計画値 
第 1 期・第 2期 

実績見込み 

第３期 

計画値 

中小企業等復旧・復興支援事業 補助件数 ― 1,436 件 ―

中小企業被災資産復旧事業 補助件数 ― 354 件 ―

被災中小企業重層的支援事業 補助金交付団体 40 団体 26 団体 14 団体

被災商店街にぎわい支援事業 被災地域商業再生ア

ドバイザー派遣数 
163 人日 143 人日 20 人日

岩手産業復興機構出資金 支援件数 233 件 209 件 24 件

 

 事業推進イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

（中小企業等復旧・復興支援事業） 
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 重点的に取り組む事項

3 つの原則 「なりわい」の再生 

№６ 中小企業等の人材確保・育成 
 

 若者や女性をはじめとした産業人材の確保・定着や労働生産性の向上を図るため、被災地に

おけるものづくり塾などの人材育成、起業等新たなビジネスの立ち上げや新規高卒者の地元定

着、U・I ターンの促進のほか、カイゼンの導入・普及拡大の支援を行う。 

 

 事業概要 
 

(1) いわてものづくり産業人材育成事業 【商工業 No.32】 

内陸地域と沿岸県北地域とのものづくりネットワーク間の連携を強化し、小中学生から企業

人まで、多様で厚みのある高度な産業人材の育成を図るため、ものづくり塾や技能講習会等を

実施する。 

  ① ものづくり人材育成コーディネーター連絡会議の開催 

  ② ものづくりいわて塾沿岸サテライトの開催 

  ③ 県北ものづくり改善塾の開催 

  ④ 工業高校生対象の技能講習会の実施 

 

(2) さんりくチャレンジ推進事業 【商工業 No.18/40】 

復興まちづくりに合わせたなりわいの再生を図るため、若者や女性をはじめとした、被災地

での起業、第二創業、新事業進出等の新たなビジネスの立上げを支援する。 

① 新事業にチャレンジする人材の発掘・育成 

② 支援機関の専門人材によるハンズオン支援 

③ 起業等に要する初期費用、資金調達の支援 

④ 事業継続や首都圏等への販路開拓の支援 

 

(3) 新しい三陸の地域産業展開事業 【商工業 No.31】 

水産加工業など地場製造業の労働生産性の向上を図るため、カイゼンの導入・普及拡大の支

援を行う。 

  ① 中核企業へのカイゼン導入支援 

② カイゼンリーディング企業の育成支援 

③ 基幹産業である水産加工業へのカイゼンの普及拡大 

 

(4) 三陸みらいの企業人材確保育成事業 【商工業 No.43】 

沿岸地域における若者の確保や働きやすい雇用環境の整備を図るため、新規高卒者の地元定

着や U・I ターンの促進、三陸版新しい働き方改革の仕組みづくりに取り組む。 

① 小中高生向け企業見学会・保護者説明会の開催 

② 民間支援団体が実施する若者派遣事業と企業とのマッチング支援 

③ ものづくりいわて塾の開催 

④ 沿岸版仕事カタログの作成 

⑤ 「三陸版働き方改革」取組事例の情報発信 
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 重点的に取り組む事項

(5) 北いわて産業振興事業費 【商工業 No.16】 

県北地域の主要産業であるアパレル産業及び食産業の振興を図るため、縫製業における人材

育成や魅力発信に取り組むとともに、食産業における人材確保などの支援を行う。 

① 縫製企業の女性社員を対象とした研修会（北いわて仕立て屋女子会）の運営支援 

② 「北いわて学生デザインファッションショー」の開催 

③ 「鶏王国北いわて推進協議会（仮）」の設立による技術研修や人材確保などの支援 

 

≪主な計画値≫ 

事業名 事業全体計画値 
第 1 期・第 2期 

実績見込み 

第３期 

計画値 

いわてものづくり産業人材育成

事業 

地域ものづくりネットワークと連

携した工場見学への参加高校生数

2,440 人 ― 2,440 人

さんりくチャレンジ推進事業 起業、第二創業、新事業進出及び

フォローアップ数 

100 者 40 者 60 者

新しい三陸の地域産業展開事業 カイゼン導入企業数（累計） 41 社 26 社 41 社

三陸みらいの企業人材確保育成

事業 

沿岸版仕事カタログ作成支援企業

数 

60 社 ― 60 社

北いわて産業振興事業費 新規コーディネート件数 274 件 164 件 110 件

 

事業推進イメージ 
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 重点的に取り組む事項
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２ 三陸創造プロジェクト 
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 三陸創造プロジェクト

多様な主体 
と の 連 携 

創 造 性 

横  断  性 

独 自 性 

長 期 性 

将来にわたって持続可能な新しい三陸地域の創造を目指す 

三陸創造プロジェクト 
 

 

 

 

三陸地域においては、有効求人倍率が高い水準で推移している一方、県平均を上回る人口の社

会減が続いていることから、復興の先を見据えて、地域の状況に合わせた新しい産業の振興や交

流人口の拡大、魅力ある地域づくりなどの取組を進めていくことが必要である。また、復興事業

の完了やそれに伴う工事関係者の減少等による地域経済への影響などが懸念される。 

 

一方で、沖合に黒潮と親潮が交錯する世界有数の漁場や、我が国を代表する優れた海岸美、海

底・海中資源活用の可能性など、「海」の資源が豊富であるとともに、心のゆとりを実感できる風

土のもと、人々の粘り強さや、人と人とのつながりの中で培われた思いやりの精神により、安ら

ぎのある暮らしを実現していく環境に恵まれている。 

 

また、三陸地域では、国において復興に向けたリーディングプロジェクトとして位置付けられ

た「復興道路」の早期整備に向けて、かつてないスピードで取組が進められているほか、三陸鉄

道による久慈～盛間の一貫経営、宮古～室蘭間のフェリー航路開設などが予定されている。 

これらの交通ネットワークの整備は、物流の効率化や産業拠点との連携・連絡の強化、救急医

療施設への搬送時間の短縮など、暮らしと産業を支えるとともに、災害時には緊急支援物資等の

効率的で確実な輸送や迅速な復旧活動が可能となるなど、内陸と沿岸、沿岸南北の地域間交流・

連携の促進のほか、国内外との取引拡大や交流人口の拡大などが期待される。 

 

「三陸創造プロジェクト」は、長期的な視点に立ったうえで、三陸地域が持つこれらの特性と

環境変化を最大限に生かしながら、そこで展開される生き方、暮らしやなりわいが生み出す「三

陸ブランド」を確立させることで、より多くの人々をひきつけ、さらに交流・連携を深めること

で多様な人材が育まれる将来にわたって持続可能な新しい三陸地域の創造を目指すものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

東日本大震災津波により甚大な被害を受けた三陸地域の早期の復旧、復興はもとより、長期

的な視点に立ち、多くの人々をひきつけ、多様な人材が育まれる、将来にわたって持続可能な

新しい三陸地域の創造を目指す。 

復興基本計画において、「第４章 復興に向けた原則と具体的取組」に掲げる10
分野の取組とともに、目指す姿の実現に向け、これらの分野を越えて横断的に取
り組むもの。 

三陸地域の産業や暮らし、歴史・文化、地理的条件などを踏まえ、三陸らしい地
域資源や特性などを最大限に生かしていくもの。

計画期間内での一定の成果を目指しつつも、より長期的な展望を踏まえ、計画期
間を越えて取り組んでいく必要のあるもの。 
永続的に取り組むべきもの。 

復興に向けて、県民はもとより、関係団体、企業、ＮＰＯや大学等の高等教育機
関など、多様な主体とともに連携していくという計画推進の考え方に基づき、幅
広く意見や提言を伺いながら、具体化を進めていくもの。 

地域における新しい価値の創造を目指しながら、県民に夢と希望をもたらす取組
として実現を目指すもの。

１ 考え方 

２ 「三陸創造プロジェクト」の特徴 
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 三陸創造プロジェクト

 

「三陸創造プロジェクト」では、新しい三陸地域の創造を象徴する５つのプロジェクトを掲げ、

具体的取組を推進していく。５つのプロジェクトごとに、「目指す姿」を掲げ、その実現に向けて、

各プロジェクトが連携しながら、その取組を進めていくものである。 

第３期では、「ふるさと振興」の考え方を踏まえ、新たな三陸地域を築いていくためのアイデア

や事例を整理した「三陸復興・振興方策調査報告書」※を参考とするとともに、新たな交通ネット

ワークの形成や復興まちづくりの進展に伴う環境変化、ラグビーワールドカップ 2019TM の釜石開

催の決定などの新たなトピックスを考慮して、各プロジェクトがより具体で実効性の高いものと

なるよう、展開の方向や取組内容を再構成した。 

(1) 『さんりく産業振興』プロジェクト 

安全・安心で高品質な産品の提供や高い生産性と収益性を実現する農林水産業の振興、三

陸地域の資源を生かした地場産業の振興や新産業の創出などにより、広く三陸地域全体の産

業の振興を図る。 

(2) 『新たな交流による地域づくり』プロジェクト 

復興活動を契機とした交流人口の拡大や、豊かで多彩な自然環境、地形・地質、岩手の風

土に根ざした歴史の中で育まれた文化遺産や伝統芸能などを生かした地域ツーリズム等の展

開を通じて、新たな岩手ファンや観光客などとの交流拡大により、三陸地域における一層の

観光振興、定住・交流の促進を図る。 

(3) 『東日本大震災津波伝承まちづくり』プロジェクト 

東日本大震災津波により被災された方の故郷への思いや未曾有の大災害から得た経験を確

実に次世代に継承し、その教訓を「防災文化」として将来に生かすことによって、いわての

防災力向上など災害に強いまちづくりを推進する。 

(4) 『さんりくエコタウン形成』プロジェクト 

三陸の地域資源を活用した再生可能エネルギーや省エネルギー技術の導入を促進し、災害

にも対応できる自立・分散型のエネルギー供給体制を構築することにより、環境と共生した

エコタウンの実現に向けた取組を推進する。 

(5) 『国際研究交流拠点形成』プロジェクト 

三陸地域における「海」や「地質」などの資源や潜在的な可能性を生かしながら、国際的

な研究プロジェクトの実現や、海洋研究の国内外研究者等の調査・研究活動の促進とネット

ワークの形成などを通じて、三陸から世界をリードする国際研究拠点を形成する。 

 

※ 三陸復興・振興方策調査報告書：岩手県復興局が平成 27 年度に取りまとめた報告書。中長期的な視点や広

域的な観点に立ち、新たな三陸地域を築いていくためのアイデアや事例をプロジェクトの形で整理したもの。 

３ ５つのプロジェクト 
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 三陸創造プロジェクト

＜魚市場の衛生管理の高度化＞ 

＜大手量販店でのフェア＞ 

三陸創造プロジェクト 

さんりく産業振興プロジェクト 
 

 

 

 

 

 

 

安全・安心で高品質な産品の提供や高い生産性と収益性を実現する農林水産業の振興、三陸地

域の資源を生かした地場産業の振興や新産業の創出などにより、広く三陸地域全体の産業の振興

を図る。 

 

 第２期に掲げる主な指標 

指標 第２期計画値 第２期実績値（見込み） 

水産物高度衛生品質管理計画策定市町村数 ７市町村 ７市町村 

新素材・加工産業化研究会参画企業数 50 社 79 社 

起業、第二創業、新事業進出等件数 80 件 74 件 

(1) 持続可能な地域産業の形成 
【進捗状況】 

・ 水産物サプライチェーンの高度化による消費者から選ばれる産地づくりを目指し、対象

全 10 市町村（第１期・第２期実績）において水産物高度衛生品質管理計画を策定した。 

・ 食品製造業を中心にカイゼンの導入を促進し、導入各社の生産性が 20～50％向上するな

ど、生産性・効率性の高い生産システムづくりに取り組んだ。 

・ 三陸復興商品力向上プロジェクトによる新商品開発や首都圏等新たな販路の拡大に向け

た商談会・フェア等を実施するなど、事業者の業績回復に向けた支援を行った。 

・ １次産業の担い手の確保・育成のため、浜の魅力体験講座

（延べ 20 名が参加）の開催等により現場体験・技術習得支援

等を実施し、新規就業希望者の就業に向けた支援を実施した。 

・ 新たな産業人材の確保・育成のため、ものづくりネットワ

ークの活動を通じた出前授業、工場見学会等を実施した。 

・ 基幹産業である水産加工業者 12 社の宿舎整備への補助によ

り産業人材の確保に向けた支援を実施した。 

【課題】 

・ 生産性の向上や高付加価値化の更なる促進による持続可能な

地域産業の形成に向け、水産物高度衛生品質管理計画の実行支

援やカイゼンの裾野拡大等が必要である。 

・ 持続可能な地域産業を担う産業人材の確保のため、新規就業

者の育成から定着まで、一貫した支援体制の構築が必要である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

※ 進捗状況・課題：第３期の展開の方向に合わせて整理している。 

～ 三陸らしい個性豊かで競争力のある産業の構築 ～  

地域特性を生かした高品質な農林水産物、付加価値の高い製品、サービスを生み出す産

業が成長するとともに、新たな交通ネットワークを活用した産業振興が図られるほか、起

業や新産業の創出によって地域経済に新たな活力が生み出されるなど、三陸らしい個性豊

かで競争力のある産業が構築されている。 

１ 目指す姿 

２ 目的 

３ 進捗状況・課題※ 
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 三陸創造プロジェクト

＜供用済みの復興道路＞ ＜ガントリークレーンの整備（イメージ）＞

＜新素材・加工研究会＞ ＜3D ﾌﾟﾘﾝﾀ研修会＞
＜ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪ等の開催による

起業者創出の場づくり＞

(2) 新たな交通ネットワークを活用した産業振興 
【進捗状況】 

・ 釜石港のガントリークレーン※整備、宮古～室蘭間のフェリー航路開設等を見据えたポー

トセールスや、久慈、宮古及び大船渡各港の工業用地への企業誘致に取り組んだ。 

・ 首都圏等国内の販路拡大に向けたフェアや商談会の開催のほか、新興有望市場である東

アジア等への輸出拡大を図るためのプロモーション活動等を実施した。 

・ 「橋野鉄鉱山」の世界遺産登録に向けた取組の推進、世界遺産サミットの開催による本

県の世界遺産の魅力発信のほか、いわて観光キャンペーン等の展開により誘客促進に向け

た取組を展開した。 

【課題】 

・ 新たな交通ネットワークによる輸送時間短縮やコスト削減等のメリットを生かした取引

の拡大及び観光客誘致や周遊ルートの構築による交流人口の拡大等に向けた取組の促進が

必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 地域資源を活用した新たな産業の創出 
【進捗状況】 

・ 新素材・加工産業化研究会の研究開発による基盤技術の強化や実用化に向けた研究を実

施した。 

・ ３Ｄプリンタ等の新技術に関する研修会（延べ９回開催、84 団体が入会）等により、も

のづくり企業への新技術導入を促進した。 

・ 起業等のハンズオン支援により 64 件（第２期実績見込み）の新事業を創出した。 

【課題】 

・ 新技術を導入するなど高度な基盤技術を有する企業や再生可能エネルギー関連産業の集

積が必要である。 

・ ６次産業化や新分野進出など新たなビジネスへのチャレンジの促進が必要である。 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※ ガントリークレーン：岸壁に敷設されたレール上に設置する高性能の大型クレーン。現在、釜石港に設置

されているジブクレーンの約３倍の処理能力があり、船舶大型化とコンテナ取扱量の増大に対応するもの。         
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 三陸創造プロジェクト

 
 

(1) 持続可能な地域産業の形成 
水産物サプライチェーンの高度化による生産品の高付加価値化や、カイゼン導入の裾野拡大

による製造業等の生産性向上を促進するほか、これら産業を支える人材の確保に向け、新規就

業者の育成から定着までの一貫した支援体制を構築すること等により、持続可能な地域産業の

形成を図る。 

① 高度な水産物サプライチェーンの構築や運用支援、カイゼン導入企業の拡大、新商品開

発や販路展開の支援等による生産性の向上・高付加価値化の促進 方策 長期※ 

② 就業前の技術習得や事業経営指導など農林水産業の新規就業者の育成から定着までの一

貫した支援体制の構築や、ものづくりネットワーク活動の強化、起業・新事業進出等の支

援等による産業を支える人材の育成・確保 方策 

(2) 新たな交通ネットワークを活用した産業振興 
 復興道路や港湾施設など新たな交通ネットワークを活用した国内外との取引拡大や、観光客

の誘致及び周遊ルートの構築等による交流人口の拡大に向けた取組等の促進により、地域産業

の振興を図る。 

① 釜石港ガントリークレーンや宮古港フェリーターミナル等港湾施設の整備、復興道路等

の整備を踏まえた各港の物流企業誘致及び港湾利用促進等による人・モノ交流の活性化  

方策 

② 復興道路を活用した流通システムの構築支援や高付加価値商品の開発、販路開拓支援な

ど首都圏等国内に向けた販路拡大 方策 

③ 商品のプロモーション活動等を通じた現地関係者との関係構築、復興道路や国内ハブ空

港を活用した海外輸出ルートの検討など海外輸出に向けた体制の構築 方策 長期 

④ 橋野鉄鉱山の世界遺産登録、ラグビーワールドカップ 2019TM の釜石開催及び交通ネット

ワークの整備など新たな環境変化に対応した国内外との交流人口の拡大 方策 

(3) 地域資源を活用した新たな産業の創出 
 特殊合金素材や３次元積層等新技術の活用による新たな産業の育成や、再生可能エネルギー

の導入による新たなビジネス展開を促進するほか、若者や女性等多様な事業体による起業・新

事業進出等を促進することにより、新たな産業の創出を図る。 

① 特殊合金新素材関連製品開発や３次元積層等新技術の活用による新たな産業の育成 

 方策 

② 漁業協調型洋上ウィンドファームの構築、海洋再生可能エネルギー実証フィールドの利

活用促進や木質バイオマスの活用など再生可能エネルギーの導入による新たなビジネスの

展開 長期 

③ 起業、新事業進出等への支援や地域ぐるみで取り組む６次産業化への支援など多様な事

業体による新事業創出の促進 方策 

第３期に掲げる主な指標 

指標 計画値 事業名 

水産物高度衛生品質管理地域認定市町村数  ２市町村 水産物産地強化促進事業 

海外輸出に向けた商談会・フェアの開催回数 12回 国際経済交流推進事業 

起業、第二創業、新事業進出等件数 60件 さんりくチャレンジ推進事業 

 
 
 
 
 
 

※ 方策：平成 27 年度に取りまとめた「三陸復興・振興方策調査報告書」の内容を実行に移す取組。 

長期：第２期実施計画において「長期的な視野に立って具体化を目指すもの」としていた取組。 

 

４ 展開の方向 
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取組内容 

復興基本計画期間 （参考） 

次期総合計画期 

間における取組 

本格復

興期間

更なる展開への 

連結期間 

H28 H29 H30 H31 H32 H33～

(１)持続可能な地域産業の形成 

①生産性の向上・高付加価値化の促進 

      

②産業を支える人材の育成・確保 

      

(２)新たな交通ネットワークを活用した産業振興 

①物流企業誘致及び港湾利用促進等によ

 る人・モノ交流の活性化 

      

②首都圏等国内に向けた販路拡大 

      

③海外輸出に向けた体制の構築 

      

④新たな環境変化に対応した国内外との交流人口の拡大 「新たな交流による地域づくりプロジェクト」の展開の方向（３）と同様

(３)地域資源を活用した新たな産業の創出 

①特殊合金素材関連製品開発や３次元積

層等新技術の活用による新たな産業の

育成 

 

 

   

 

 

 

 

  

②再生可能エネルギーの導入による 

新たなビジネスの展開 
漁業協調型洋上ウィンドファームの構築等 

実証フィールドの利活用促進 

木質バイオマスの活用 

      

③多様な事業体による新事業創出の促進

 

 

     

貨物量拡大に向けたﾎﾟｰﾄｾｰﾙｽ 

効率的な貨物輸送体制の構築 

観光客の誘致 

 

起業、新事業進出後のフォローアップ 

（商品開発、販路拡大、マッチング、資金獲得等） 

 販路の拡大に向けた生産から 

販売までの事業者間連携の推進 

研究開発実施・地域企業等の参画 

発電事業者の誘致 

工場稼働等の支援 

フォローアップ 

高付加価値製品の開発 

生産性の向上 

3 次元積層等新技術を活
用した製品開発や 
関連する高度人材の育成

企業のサプライチェーン形成を支援 

 

 

販路

  拡大

首都圏・海外等に向けた 
販路拡大 

 
高品質な生産品の販路拡大 
生産者所得の向上 

                     導入企業の裾野拡大 
                     企業活動の高度化 

５ 取組内容・時期 

高度な水産物の 

サプライチェーン構築

商品の魅力向上、新商品開発 

ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝの運用支援 

製造業における生産性・効率性の 
高い生産システムづくり 

 
起業、新事業進出後のフォローアップ 
（商品開発、販路拡大、マッチング、資金獲得等） 

起業、新事業進出等の支援 

産学連携活動や企業ＯＢ・専門家の 
活用などによる人材育成 

各地域のものづくりﾈｯﾄﾜｰｸの連携促進 

沿岸部等のものづくり 
ﾈｯﾄﾜｰｸ活動の強化 

          

 

                      経営安定化支援 新規就業者の育成から定着まで 
     一貫した支援体制の構築 

農林水産業の魅力発信、就業前技術習得 

支援、計画策定・実行支援 

久慈、宮古、大船渡の各港の 

工業用地への企業誘致促進

宮古港 
ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ整備

釜石港 
ｶﾞﾝﾄﾘｰｸﾚｰﾝ整備 

 

新たな交通ﾈｯﾄﾜｰｸを生かした 

販路拡大 

高付加価値商品の販路拡大 
復興道路を活用した流通システムの 

構築支援、高付加価値商品の開発 

商品のプロモーション、 

商談会の開催 

 

 

新たな交通ﾈｯﾄﾜｰｸを 

生かした輸出体制の構築 
復興道路や国内ﾊﾌﾞ空港を活用した 

海外輸出ルートの検討 

商品ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ、商談会の開催等を通じた

現地関係者との関係構築 

関連企業の製品開発や 
販路開拓を支援 

工場建設等の支援 

新技術(3D 
ﾌﾟﾘﾝﾀ等)の 
導入促進 

誘致企業やプロジェクト導入 
運営体制の構築 

現地調整・ 
調査等 

漁業影響調査、漁業協調計画の作成 

事 業 可 能 性
検討 

新たな展開の検討 

起業、新事業進出等の支援 

 地域ぐるみで取組む 

6 次産業化支援 

参考：国復興期間（～32 年度）

利用拡大、熱電利用促進等 
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三陸創造プロジェクト 

新たな交流による地域づくりプロジェクト 
 

 

 

 

 

 

 

復興活動を契機とした交流人口の拡大や、豊かで多彩な自然環境、地形・地質、岩手の風土に

根ざした歴史の中で育まれた文化遺産や伝統芸能などを生かした地域ツーリズム等の展開を通じ

て、新たな岩手ファンや観光客などとの交流拡大により、三陸地域における一層の観光振興、定

住・交流の促進を図る。 

 

 
第２期に掲げる主な指標 

指標 第２期計画値 第２期実績値（見込み）

ジオパーク学習会の開催回数 45回 104回 

首都圏での定住・交流ＰＲイベントへの参加回数 15回 25回 

地域活動支援件数 12件 12件 

(1) 三陸ジオパークの充実とＤＭＯ※１機能の整備による観光振興 
【進捗状況】 

・ 地域住民への普及啓発のため、159 回（第１期・第２期

実績見込み）のジオパーク学習会を開催したほか、98 人（第

2 期実績見込）のジオパークガイド養成、情報提供の充実

により受入態勢を整備した。 

・ 震災学習を中心とした教育旅行や企業研修旅行の誘致活

動（教育旅行説明会 23 回：第１期・第２期実績見込み）

を実施した。 

・ 「三陸ブランド創造隊※２」によるイベントや「三陸ぐるっ

と食堂」を開催し、三陸地域の魅力を発信した。 

【課題】 

・ 地域のジオパークガイドの核となる人材の養成やジオサイ

トとジオストーリーの再構築など、ユネスコ世界ジオパーク

認定に向けた取組の強化が必要である。 

・ 三陸地域への教育旅行や企業研修旅行の定着を図るため震

災学習、防災研修プログラムの情報発信が重要である。 

・ 「三陸ＤＭＯセンター」と連携した、地域資源を生かした

コンテンツの磨き上げや魅力の発信など、広域の観光地域づ

くりが必要である。 

 

 

 

 
※１ ＤＭＯ（Destination Management / Marketing Organization）：観光地経営の視点に立った観光地域づくりの

舵取り役。観光地域づくり推進法人。 

※２ 三陸ブランド創造隊：三陸地域を包括したイメージづくりや地域の活性化を目指し、沿岸広域振興局に

勤務する若手職員により平成 26 年 10 月に設立。若者や女性の柔軟な発想と視点を生かし、企画、立案か

ら事業の実施までを担う部局横断チーム。 

～ 定住・交流人口の拡大による活力みなぎる地域づくり～ 

三陸ジオパークなどの豊かで多彩な自然環境や、世界遺産などの歴史文化をはじめとす

る地域資源を最大限活用するとともに、その魅力を更に高めることにより、国内外からの

定住・交流人口が拡大し、地域の活力がみなぎっている。 

１ 目指す姿 

２ 目的 

＜穴通磯（大船渡市）＞

＜三陸ぐるっと食堂 in KAMAISHI＞

３ 進捗状況・課題 
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（2）地域コミュニティの活性化と定住・交流の促進 
【進捗状況】 
・ 県内外から復興支援員等を募集するとともに、研修会等

を開催し、支援員相互のネットワークの構築を図るなど、

活動を支援した。 

・ 移住イベントや移住体験ツアー開催等により、岩手ファ

ン拡大に繋がる情報発信を実施したほか首都圏の移住相談

窓口における相談対応を実施した。 

・ 地域活性化セミナーや地域づくりフォーラムの開催、元

気なコミュニティ特選団体の認定など、地域コミュニティ

の活動を支援（地域活動支援件数 24 件：第１期・第２期

実績見込み）した。 

【課題】 

・ 関係機関と連携した情報発信や首都圏における移住相談

の更なる充実が必要である。 

・ 地域づくりの担い手の育成が必要となっている。 

・ 伝統文化・芸能の後継者の育成と公演機会の確保が必要

である。 

 

（3）新たな環境変化に対応した国内外との交流人口の拡大 
【進捗状況】 

・ 平成 27 年３月にラグビーワールドカップ 2019TM の釜石開催が決定した。 

・ 橋野鉄鉱山の世界遺産登録に向けた取組を推進し、平成 27 年７月に登録が決定された。 

・ いわて観光キャンペーン等を展開し、二つの世界遺産を柱とした情報発信及び誘客促進 

に向けた各種取組を展開した。 

・ 平成 28 年 11 月に、世界遺産サミットを開催し、本県の世界遺産の理念や先進性の普及

啓発や魅力を広く発信した。 

【課題】 

・ ラグビーワールドカップ 2019TM の釜石開催を契機に交流人口の拡大や地域活性化につな

げていくためには、開催準備の着実な推進はもとより、全県的な盛り上がりや県外等への

ＰＲが不可欠である。 

・ 新たな交通ネットワークを活用した広域周遊ルートの構築が必要である。 

・ 橋野鉄鉱山の先進性の価値を啓発するなど、継続した情報発信が必要である。 

・ 御所野遺跡の世界遺産登録に向け、引き続き取組を進めることが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜橋野鉄鉱山 三番高炉跡＞ ＜第３回世界遺産サミット＞ 

＜首都圏で開催した移住相談会＞

＜いわて復興応援隊(復興支援員)が
企画した釣り大会＞
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(1) 三陸ジオパークの充実とＤＭＯ機能の整備による観光振興 
ＤＭＯ機能を担う総合的な振興体制を整備するとともに、三陸ジオパークをはじめとして、

三陸復興国立公園、みちのく潮風トレイルなどの地域資源を生かしたコンテンツの充実や、復

興ツーリズムの促進、外国人観光客の誘客など、三陸の広域での観光振興に取り組んでいく。 

① 三陸ジオパークを核として、復興の姿や津波防災等の情報の発信、観光客の受入態勢の

充実などによる観光振興 

② ユネスコが「大地の公園」として国際的に認証を進めている世界ジオパーク認定を目指

した取組の推進 

③ ＤＭＯ機能や地域のシンクタンクの機能を担う総合的な三陸地域の振興体制の整備 

方策 長期 

④ 震災学習を中心とした教育旅行や企業研修旅行の誘致による復興ツーリズムの促進 

⑤ ラグビーワールドカップ 2019TM の釜石開催などを見据えた外国人観光客の誘客に向け

た取組の推進 

⑥ 三陸地域が有する多様な資源を包括するブランドづくり 方策 

⑦ 東日本大震災津波で被害を受けた砂浜など、三陸地域が誇る海岸風景の再生による観光

振興 

(2) 地域コミュニティの活性化と定住・交流の促進 
若者や女性、ＮＰＯなど、多様な主体の参画や、復興の取組を契機として国内外に広まった

様々なつながりを強化、発展させた持続的な交流により、地域コミュニティの活性化を進める

とともに、移住定住の促進に取り組んでいく。 

① 復興活動を契機とした企業団体等との連携の強化や、岩手ファンの拡大などによる持続

的な定住・交流の仕組みづくり 

② 外部人材の活用や活動支援、移住・定住の促進による地域コミュニティの活性化 方策 

③ 伝統文化や芸能の継承と後継者の育成を通じた地域コミュニティの再生・活性化 

④ 文化芸術活動を担う地域人材の育成と環境の整備 長期 

⑤ 三陸ジオパークの推進やＩＬＣ誘致活動、世界遺産登録を契機とした地域レベルでの国

際化 

⑥ 若者・女性の活躍やＮＰＯ等との協働による地域づくりの推進 方策 

(3) 新たな環境変化に対応した国内外との交流人口の拡大 
橋野鉄鉱山の世界遺産登録、ラグビーワールドカップ 2019TM の釜石開催及び交通ネットワー

クの整備による環境変化を好機とし、交流人口の拡大を図っていく。 

① ラグビーワールドカップ 2019 TM の釜石開催を契機とした交流人口拡大と地域活性化 

方策 長期 

② 三陸防災復興博（仮称）の開催に向けたプロモーション活動と機運醸成 方策 長期 

③ 復興道路やフェリー航路、再開する山田線等の新しい交通ネットワークを生かした交流

促進 方策 

④ 二つの世界遺産を生かした交流人口の拡大、御所野遺跡の世界遺産登録に向けた取組の

推進 

 

第３期に掲げる主な指標 

指標 計画値 事業名 

認定ジオパークガイド育成数 10人 三陸ジオパーク活用強化事業費 

地域づくり等に関するセミナー参加者数 440人 ふるさとづくり推進事業 

機運醸成イベントの開催 ２回
ラグビーワールドカップ2019開催準

備 

  

４ 展開の方向 
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取組内容 

復興基本計画期間 （参考） 

次期総合計画期 

間における取組 

本格復

興期間

更なる展開への 

連結期間 

H28 H29 H30 H31 H32 H33～

(1) 三陸ジオパークの充実とＤＭＯ機能の整備による観光振興 

①三陸ジオパークを核とした観光振興 
      

②世界ジオパーク認定を目指した取組の推進 
      

③ＤＭＯ機能やシンクタンク機能等を 
担う総合的な三陸地域の振興体制の整備 

      

④震災学習を中心とした復興ツーリズムの促進 
      

⑤外国人観光客の誘客に向けた取組の推進 
      

⑥三陸地域が有する多様な資源を包括する 
ブランドづくり 

      

⑦三陸地域が誇る海岸風景の再生による観光
振興 

      

(2) 地域コミュニティの活性化と定住・交流の促進 

①企業団体等との連携の強化、持続的な定

住・交流の仕組みづくり 

      

②外部人材の活用や移住・定住の促進による

地域コミュニティの活性化 

      

③伝統文化や芸能の継承を通じた地域コミュ

ニティの再生・活性化 

      

④文化芸術活動を担う地域人材の育成と環境

の整備 

      

⑤三陸ジオパークの推進やＩＬＣ誘致活動、世界

遺産登録を契機とした地域レベルでの国際化 

      

⑥若者・女性の活躍やＮＰＯ等との協働によ
る地域づくりの推進 

      

(3) 新たな環境変化に対応した国内外との交流人口の拡大 

①ラグビーワールドカップ2019TMの釜石開催

を契機とした交流人口拡大と地域活性化 

      

②「三陸防災復興博（仮称）」の開催に向けた

プロモーション活動と機運醸成 

      

③復興道路やフェリー航路、再開する山田線等の

新たな交通ネットワークを生かした交流促進 

   震災学習を中心とした復興ツーリズムの 

促進（再掲） 

      

④二つの世界遺産を生かした交流人口の拡大、御所

野遺跡の世界遺産登録に向けた取組の推進 

      

５ 取組内容・時期 

復興ツーリズムによる誘客促進 
メニュー・コンテンツ 

受入態勢の整備 

ジオパークガイドの養成、ジオツーリズムの推進、ジオサイト解説板の整備等 

新たな推進体制による三陸地域の総合的な振興の取組 
新たな推進体制の整備
に向けた調査・検討 

外国人観光客の誘客促進 外国人観光客の受入態勢の整備 

発信・定着 
 ブランド 
   形成 

「三陸ブランド」 
形成への意識醸成 

   誘客促進 海岸風景の再生整備 

岩手ファンの拡大、定住・交流人口 

の拡大に向けた情報発信、環境整備 

復興関連情報の発信 
企業団体等に対する復興支援誘致活動の展開 

定住・交流に向けた環境整備 
いわて復興応援隊等の 
活動支援 

フェリー利活用促進 

開催を契機とした 

交流人口拡大・地域活性化

 

世界遺産を活用した地域振興・観光振興 

「御所野遺跡」登録に向けた取組 

関係施設整備、航路 PR

クルーズ船寄港 
        受入態勢 

整備 
クルーズ船 
受入態勢調査 

復興ツーリズムによる誘客促進 
メニュー・コンテンツ 

受入態勢整備 

一貫経営となる三陸鉄道の利活用に 

よる交流促進・地域振興 

山田線復旧に向けた取組、機運の醸成 

直前準備 
大会開催運営 

釜石開催の準備推進、開催機運の醸成 

参考：国復興期間（～32 年度）

若者・女性、ＮＰＯへの活動支援 若者・女性、ＮＰＯへの活動支援 

地域に根ざした国際化の展開支援 地域に根ざした国際化の展開支援 

伝統文化・芸能の継承の支援 伝統文化・芸能の継承の支援 

スポーツツーリズムによる誘客促進 スポーツツーリズムによる誘客促進 

北海道からの誘客促進 北海道からの誘客促進 

世界ジオパーク認定を目指した 
環境整備 

世界ジオパーク認定を目指した 
環境整備 

文化芸術活動を支える環境整備 文化芸術活動を支える環境整備 

文化芸術を担う人材育成の推進 文化芸術を担う人材育成の推進 

地域コミュニティの活動支援 地域コミュニティの活動支援 

開催を契機とした交流人口拡大 
・地域振興 

実行委員会設立
開催準備 

計画策定開催検討 
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東日本大震災津波伝承まちづくりプロジェクト 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災津波により被災された方の故郷への思いや未曾有の大災害から得た経験を確実

に次世代に継承し、その教訓を「防災文化」として将来に生かすことによって、いわての防災力

向上など災害に強いまちづくりを推進する。 

 

 

 

第２期に掲げる主な指標 

指標 第２期計画値 第２期実績値（見込み）

震災復興記録の収集・活用 平成 27 年度開始 平成 27 年度開始 

津波復興祈念公園の施設整備 平成 26 年度着手 平成 26 年度着手 

防災機能強化した教育施設の整備 平成 26 年度以降９校 平成 26 年度以降９校 

(1) 記録収集と経験の継承・伝承 
【進捗状況】 

・ 平成 28 年３月に策定した「震災津波関連資料の

収集・活用等に係るガイドライン」に基づき、県、

市町村及び関係機関から震災津波関連資料を収集

したほか、収集した記録が物語る教訓を後世に継

承し、防災・教育等に生かすための仕組みとして、

アーカイブシステム「いわて震災津波アーカイブ

～希望～」を構築した。 

・ 平成 28 年６月に「震災津波伝承施設展示等基

本計画」を策定し、震災津波伝承施設（仮称）の展示に係る基本設計を行った。 

 ・ 被災地情報の一元的な発信を担う三陸観光プラットフォームの設置や、震災語り部団体

の育成など、情報発信・受入態勢の整備を進めたほか、教育旅行、企業研修旅行の誘致活

動に取り組んだ。 

・ コミックいわて WEB により震災関連マンガ４本（第２期実績見込み）を配信した。 

【課題】 

・ 構築した「いわて震災津波アーカイブ～希望～」を広く周知し、活用促進を図っていく必

要がある。 

  ・ 震災津波伝承施設（仮称）の整備に当たり、各市町村における伝承施設等との機能分担や

連携等について検討しながら、本施設と一体的に国と陸前高田市が整備する道の駅と同時に

開館できるよう業務を進めていく必要がある。 

・ 三陸地域における震災学習、防災研修プログラムの一層の情報発信や、教育旅行・企業研

修旅行の更なる誘致拡大を図っていく必要がある。 

～ いつまでも忘れない ～ 

時間の経過とともに薄れてゆく東日本大震災津波の記憶が、いつまでも人々の心の

中にとどまり、東日本大震災津波で得た教訓が確実に次世代へ伝わっている。 

～ 災害に強いひとづくり、災害に強いまちづくり ～ 

将来を担う子どもたちへの防災教育の推進や、防災に関する啓発活動を通じた地域

全体の防災意識の高揚によって防災力が強化されている。 

地域の歴史を踏まえた「防災文化」が根付き、防災・減災に配慮した「災害に強い

まち」が創られている。 

３ 進捗状況・課題 

１ 目指す姿 

２ 目的 

＜「いわて震災津波アーカイブ～希望～」のトップページ＞ 
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 (2) 津波復興祈念公園整備 
【進捗状況】 

・ 「高田松原津波復興祈念公園基本構想」を平

成 26 年６月に、「高田松原津波復興祈念公園基

本計画」を平成27年８月に、それぞれ策定した。 

・ 高田松原津波復興祈念公園基本設計を取りま

とめ、実施設計を実施している。 

【課題】 

・ 平成 29 年度の工事着手に向け、国や市などの

関係機関と調整を図る必要がある。 

 

(3) 総合的な防災力の強化 
【進捗状況】 

・ 広域防災拠点運用マニュアルを作成し、訓練等の実施による円滑な運用が図られたほか、

衛星携帯電話の配備や計画的な物資の備蓄を行った。 

・ 大雨洪水災害を対象とした防災教育教材を作成し、操作研修会を毎年実施した。 

・ 小中学校等での津波防災に関する出前講座を 39 回（第２期実績見込み）開催した。 

・ 自主防災組織の結成及び活性化支援のため、各地域に岩手県地域防災サポーターを 69 回

（第２期実績見込み）派遣した。 

・ 景観や地域活性化をテーマとした復興まちづくりトップセミナーを２回開催した。 

・ 防災集団移転促進事業の移転元地の利活用について、市町村の意見等を取りまとめ、国へ

の要望を実施し、要望内容を踏まえた土地交換に係る特例制度が創設された。 

【課題】 

・ 防災教育担当教員のスキル向上と、防災教育教材の更なる活用を図っていく必要がある。 

・ 高校生や一般の方を対象とした出前講座を実施する機会が少ないことから、講座の周知を

図りつつ、継続的な実施による防災文化の醸成を図っていく必要がある。 

・ 地域によって、自主防災組織の組織率及び活動状況にばらつきが見られることから、更な

る組織結成及び活性化支援に取り組む必要がある。 

・ 復興のステージの変化に伴い生じる諸課題に対し、移転元地の利活用促進など、市町村へ

の継続的な支援が必要である。 

 

(4) 復興を担う次世代の人材育成 
【進捗状況】 

・ 毎年度、学校教育の中で復興・防災教育に重点的に取り組む学校を指定校等に指定し、各

校の活動を支援した。 

・ 希望する学校に学校防災アドバイザーを延べ 84 回（第２期実績見込み）派遣したほか、

学校防災体制の見直し等につなげるため、学校防災担当者による学校訪問を行った。 

・ 県防災教育研修会を毎年開催し、実践的なイメージトレーニング型訓練等を行った。 

・ いわての復興教育・防災教育研修講座を３回（第２期実績見込み）実施した。 

【課題】 

・ 目的を明確にした学校防災アドバイザーの活用や、

学校訪問後の改善状況の把握、市町村教育委員会と

の連携等により、学校支援体制の充実を図っていく

必要がある。 

・ 学校間及び地域間の防災意識の差が見られること

から、それぞれの連携を強化していく必要がある。 

・ 副読本等を更に活用し、復興・防災教育に係る普

及啓発を進めていく必要がある。 

 

 

＜津波復興祈念公園全体の鳥瞰イメージ＞

＜「いわての復興教育」副読本を活用した学習風景＞
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(1) 記録収集と経験の継承・伝承 
平成 29 年度に、震災津波伝承施設（仮称）の展示製作に着手するなど、整備を進めるととも

に、「いわて震災津波アーカイブ～希望～」の活用を図り、東日本大震災津波の教訓と復興の取

組を、巨大災害が想定され防災に関心の高い地域をはじめ、広く国内外に伝えていく。 

① 東日本大震災津波の事実と教訓を世界及び次世代に継承していくための拠点となる震災

津波伝承施設（仮称）の整備推進 長期 

② 東日本大震災津波の教訓を後世に継承し、防災・教育等に生かすための、震災津波関連

資料の蓄積及び活用促進 長期 

③ 復興への取組等に対する理解や継続的な支援・参画を促進するための情報発信 方策 

 

(2) 津波復興祈念公園整備 
平成 29 年度に工事に着手するなど、関係機関と調整を図りながら整備を進めていく。 

① 東日本大震災津波の犠牲者を追悼・鎮魂し、震災の経験や教訓を継承するとともに、市

街地や利用者の安全を確保し、地域のにぎわい再生に資する津波復興祈念公園の整備推進 

 

(3) 総合的な防災力の強化 
広域防災拠点を運用するとともに、出前講座の周知を図りながら広く実施すること等により、

防災文化の更なる醸成を図っていく。 

① 訓練の実施や備蓄物資の配備・更新など既存施設を活用した広域防災拠点の配置・運用 

② 防災教育担当教員研修の実施など防災教育教材等を活用した防災教育の推進 長期 

③ 小中学校等での出前講座の実施や、自主防災組織の活性化に向けた地域防災サポーター

の登録・派遣など防災意識の高揚、自主防災組織の育成強化 長期 

④ まちづくりを担う市町村が抱える課題の解決に向けた取組を行うなど災害に強く魅力あ

るまちづくりの技術的支援 

 

(4) 復興を担う次世代の人材育成 
復興・防災に係る指定校や実践地域を指定し支援する等の取組を進め、学校や地域、教育委

員会との連携を強化することにより、復興・防災に係る意識啓発や学校支援の充実を図ってい

く。 

① 指定校への活動助成や学校防災アドバイザーの派遣による学校支援など実践的な防災教

育の推進 長期 

② 実践地域への活動助成や学校関係者等への研修、学校訪問の実施など、いわての復興・

防災教育の推進 長期 

 

第３期に掲げる主な指標 

指標 計画値 事業名 

震災津波伝承施設（仮称）の整備 H29着工 震災津波伝承施設（仮称）整備事業 

津波復興祈念公園の施設整備 H29着工 津波復興祈念公園整備事業 

地域防災サポーター派遣回数 24回 地域防災力強化プロジェクト事業 

教育計画の中に防災教育を取り入

れて再構築した学校の割合 
100％ 防災教育・復興教育推進事業 

 

  

４ 展開の方向 
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取組内容 

復興基本計画期間 （参考） 

次期総合計画期 

間における取組 

本格復

興期間

更なる展開への 

連結期間 

H28 H29 H30 H31 H32 H33～

(１)記録収集と経験の継承・伝承 

①震災津波伝承施設（仮称）の整備推進 
      

②「いわて震災津波アーカイブ～希望～」

の周知及び活用促進 

      

③復興への取組等に対する理解や継続

的な支援・参画を促進するための情

報発信 

      

(２)津波復興祈念公園整備 

①追悼と鎮魂、地域再生の拠点となる

津波復興祈念公園の整備推進 

      

(３)総合的な防災力の強化 

①既存施設を活用した広域防災拠点の

配置・運用 

      

②防災教育教材等を活用した防災教育

の推進 

      

③防災意識の高揚、自主防災組織の育

成強化 

 

 

     

④災害に強く魅力あるまちづくりの技

術的支援 

      

(４)復興を担う次世代の人材育成 

①実践的な防災教育の推進 

      

②いわての復興・防災教育の推進 

      

参考：国復興期間（～32 年度）

５ 取組内容・時期 

            情報の継続的な波及 

研修や学校訪問の継続実施 

    開館、管理運営 

震災学習の意義の普及、震災語り部 
などによる震災経験の伝承 

情報発信・震災学習受入態勢整備 

学校関係者等への研修や 
学校訪問の実施 

発災に備えた訓練の継続実施、 
物資の計画的な備蓄 

訓練の実施及び発災時の活用 
備蓄物資の配備・更新 

 

学校支援の継続実施 

防災教育教材等による 
研修の継続実施 

学校支援の継続実施 

   展示製作 
  実施 

設計 
基本 
設計 

設計 

用地取得

施設整備                順次供用 
                    管理運営 

「コミックいわて WEB」を 
活用した復興情報発信 

防災教育担当教員研修の実施 
防災教育教材の普及 

指定校への活動助成 

アドバイザー派遣等による学校支援 

地域支援の
継続実施 

研修の実施等による学校支援 

実践地域への活動助成 

指定校への活動助成 

出前講座の継続実施 小中学校等での出前講座の実施 

地域防災サポーターの登録・派遣 
の継続実施 

自主防災組織の活性化に向けた 
地域防災サポーターの登録・派遣 

復興のステージの変化に伴う 
諸課題に対応した支援の継続 

復興まちづくりの技術的支援 

資料の収集・蓄積 

システムの周知及び 
活用促進 

ｼｽﾃﾑ構築

施設整備 

教訓の継続的な伝承 
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さんりくエコタウン形成プロジェクト 
 

 

 

 

 

 

 

三陸の地域資源を活用した再生可能エネルギーや省エネルギー技術の導入を促進し、災害にも

対応できる自立・分散型のエネルギー供給体制を構築することにより、環境と共生したエコタウ

ンの実現に向けた取組を推進する。 

 

 
第２期に掲げる主な指標 

指標 
第２期 

計画値 
第２期実績値（見込み） 

県基金を活用した防災拠点施設への再

生可能エネルギー導入数 
297 か所 285 か所

大規模発電施設の立地促進 

大規模発電

施設の立地

促進 

・風力発電導入構想連絡会による市町

村との情報共有や風力関連産業の洗

い出し 

・接続可能量の拡大に向けた国に対す

る導入環境整備要望の継続 

・導入実績283ＭＷ（平成28年９月末現在）

普及啓発セミナー等の開催回数 15 回 15 回

(1) 地域に根ざした再生可能エネルギーの導入促進 
【進捗状況】 

・ 平成 24 年度の導入支援に係る事業開始以降、被災 

家屋への支援件数は 1,893 件(第１期・第２期実績見込

み、うち沿岸市町村 1,411 件)、防災拠点への支援件数

は 436 件(第１期・第２期実績見込み)となった。 

・ 大規模発電施設の立地は、太陽光発電を中心に増加

しており、導入実績は 369MW（第１期・第２期実績

見込み）となった。 

・ エネルギー種別ごとのセミナー・勉強会を 15 回開

催し、再生可能エネルギーに関する普及啓発を図った。 

・ 風力発電導入構想連絡会を開催し、風力発電事業者

との系統連系に係る課題等の情報交換を行った。 

・ 市町村再生可能エネルギー担当者会議を開催し、導

入促進担当部署と許認可等担当部署間での課題事例等

の共有を図った。 

【課題】 

・ 地域経済への波及効果をさらに高めるため、地元企

業の再生可能エネルギー事業への参入を含め、事業者

等と連携して取組を進める必要がある。 
 

※ 再生可能エネルギー：自然界にある非化石エネルギーで、一度利用しても再生可能な、枯渇しないエネル

ギー資源のこと。例えば、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマスなど。    

～ 環境と共生したエコタウンの実現 ～ 

再生可能エネルギー※の防災拠点等への導入、大規模発電施設の立地や研究開発が進むと

ともに、自立・分散型のエネルギー自給のまちが創られている。 

１ 目指す姿 

３ 進捗状況・課題 

＜太陽光発電（イメージ）＞ 

＜風力発電（イメージ）＞ 

２ 目的 
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(2) スマートコミュニティ※の形成 
【進捗状況】 

・ 自立・分散型エネルギー供給システムの整備に関する実証モデル事業への補助が２件となっ

た。 

・ ３Ｒ推進キャラクター「エコロル」を活用した啓発活動や環境学習の推進に取り組むとと

もに、廃棄物の排出抑制やリサイクル等に取り組む事業者への補助を行う産業・地域ゼロエ

ミッション事業において、40 件（第１期・第２期実績見込み）の補助を実施した。 

・ 県産材を活用した住宅 1,482 戸(第１期・第２期実績見込み)に対する補助を行い、被災地

域における県産材活用が促進された。 

【課題】 

・ スマートコミュニティの形成にあたり、エネルギーを効率的に利用し、非常時においても

一定程度の電力を維持できる地域モデルを構築し、普及していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 新たな再生可能エネルギーの開発及び利活用に係る研究 
【進捗状況】 

・ 平成 27 年４月に釜石市沖が海洋再生可能エネルギー実証フィールドに選定された。 

・ 産業化に向けて、岩手県海洋エネルギー産業化研究会を設立し、地元企業の参入を促進す

るための勉強会を２回（第２期実績見込み）開催した。 

・ 平成 28 年に水素利活用の勉強会を設置し、関係者の機運を醸成するための勉強会を２回(第

２期実績見込み)開催した。 

【課題】 

・ 実証フィールドの利活用促進を図るとともに、研

究開発を通じた新たな産業創出につなげるため、地

元産業支援機関及び研究機関との連携強化を図る

必要がある。 

・ 再生可能エネルギー発電施設の建設が促進された

ことに伴い、送配電網の接続制約が生じていること

から、売電以外の利活用を検討する必要がある。 

 

 
 

※ スマートコミュニティ：スマートグリッド（次世代送電網）などによる消費エネルギーの最適化に加え、

地域の交通システムや公共サービスなど、あらゆる側面から社会的インフラと社会システムをエリア単位で

統合的に管理・制御するという概念。    

＜スマートコミュニティのイメージ＞ 
＜県産材活用をした新築住宅＞ 

＜水素利活用の勉強会風景＞ 
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(1) 地域に根ざした再生可能エネルギーの導入促進 
防災拠点等への再生可能エネルギー導入促進や、地元企業の再生可能エネルギー事業参入を

含めた大規模発電施設の立地促進など、地域に根ざした再生可能エネルギーの導入を進めてい

く。 

① 再生可能エネルギー設備の設置に係る補助制度の周知や実施などによる住宅や防災拠点

への導入促進 

② 再生可能エネルギー事業者等の連携体制構築による情報共有・意見交換の場の設置や情

報発信・普及啓発等による事業者等と連携した大規模発電施設の立地促進 長期 

③ 漁業影響調査等による漁業協調型洋上ウィンドファームの構築等 

④ 熱利用機器の導入促進や木質燃料の安定供給体制の構築による木質バイオマスの活用促

進 

 

(2) スマートコミュニティの形成 
３Ｒの推進や家庭及び事業者への省エネ普及啓発等の取組とともに、非常時においても一定

程度の電力を確保できるエネルギー供給体制の構築支援により、スマートコミュニティの形成

を進めていく。 

① 実証モデル事業における市町村の構想・計画の策定支援や成果の展開、再生可能エネル

ギー設置に係る補助制度の周知・実施等による自立・分散型エネルギー供給体制の構築 

長期 

② ３Ｒや環境学習の推進、住宅への県産材利用促進、木質バイオマス普及促進等による環

境に配慮したまちづくり 

③ 家庭や事業者における省エネ診断の受診促進、事業者におけるエネルギー見える化の普

及啓発の推進、ＥＶインフラ整備ビジョンに基づく整備の促進等による地域内の低炭素化

の促進 

 

(3) 新たな再生可能エネルギーの開発及び利活用に係る研究 
新たな再生可能エネルギーの開発を促進するとともに、売電以外の再生可能エネルギー利活

用方策について研究していく。 

① 海洋再生可能エネルギー実証フィールドにおける研究開発プロジェクトの導入など再生

可能エネルギーの開発促進 長期 

② 水素利活用に向けた検討・調査等の実施など再生可能エネルギー利活用の研究  

 

第３期に掲げる主な指標 

指標 計画値 事業名 

県基金を活用した防災拠点施設への再生可

能エネルギー導入数(累計) 
459か所

防災拠点等再生可能エネルギー導入

事業 

普及啓発セミナー等の開催回数 ６回

再生可能エネルギー導入促進事業 

水素活用による再生可能エネルギー

推進事業費 
 

  

４ 展開の方向 
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取組内容 

復興基本計画期間 （参考） 

次期総合計画期 

間における取組 
本格復

興期間

更なる展開への 

連結期間 

H28 H29 H30 H31 H32 H33～

(１)地域に根ざした再生可能エネルギーの導入促進 

①住宅や防災拠点への導入促進 
      

②事業者等と連携した大規模発電施設

の立地促進 

立地促進・誘致 

事業者との連携 

情報発信・普及啓発 

      

③漁業協調型洋上ウィンドファームの構築等 

（再掲） 

      

④木質バイオマスの活用（再掲）       

(２)スマートコミュニティの形成 

①自立・分散型エネルギー供給体制の構築 

  実証モデル事業の取組 

住宅や防災拠点への導入促進（再掲） 

      

②環境に配慮したまちづくり 

３Ｒ等の取組推進 

住宅への県産材利用促進 

木質バイオマス普及促進 

      

③地域内の低炭素化の促進 

家庭及び事業者への普及・啓発 

事業所モデルの構築 

地域における環境整備 

      

(３)新たな再生可能エネルギーの開発及び利活用に係る研究 

①再生可能エネルギーの開発促進 

実証フィールドの利活用促進（再掲） 

      

②再生可能エネルギー利活用の研究 

モデル事業の構築 

情報発信・普及啓発（再掲） 

      

５ 取組内容・時期 

参考：国復興期間（～32 年度）

新たな展

開の検討
補助制度の周知・実施 

立地促進・誘致の継続 立地促進・誘致 

再生可能エネルギー事業者等の連携体制 
構築による情報共有・意見交換の場の設置 

エ ネ ル
ギー種別
ごとの情
報・意見
交換によ
る課題検
討 

ポータルサイト等による情報発信 

テーマの 
重点化

エネルギー種別ごとのセミナー・勉強会の開催 

成果の展 
開・支援の 
継続 

市町村の構想・計画の策定支援及び実証モデル事業の取組を強力に
支援 
（市町村の取組状況を踏まえたモデル事業の成果の展開・支援） 

新 た な 展

開の検討 
補助制度の周知・実施 

３Ｒの取組推進、環境学習の推進 

住宅への県産材利用促進 

家庭における省エネ診断への支援 

事業者へのエネルギー

見える化の支援等

エネルギー見える化の 

普及啓発の推進 

省エネ診断の受診促進 

取組状況を踏まえたうえで 
新たな展開の検討 

整備状況を踏まえたう 

えで新たな展開の検討 
ＥＶ充電インフラ整備ビジョンに基づく整備の促進 ＥＶ充電インフラ 

ビジョンの改訂等 

検討・調査結果等を踏まえた新たな
展開の検討 

水素利活用に向けた検
討・調査等の実施 
構想の策定

勉 強 会 の
開催 

ポータルサイト等による情報発信 

テーマの 
重点化 

エネルギー種別ごとのセミナー・勉強会の開催 

新たな展開の検討 利用拡大、熱電利用促進等 

新たな展開の検討 利用拡大、熱電利用促進等 

発電事業者の誘致 

漁業影響調査、漁業協調計画の作成 

事業可能性
検討

研究開発実施・地域企業等の参画 現地調整・
調査等

プロジェクト導入 
運営体制の構築 
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三陸創造プロジェクト 

国際研究交流拠点形成プロジェクト 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

三陸地域における「海」や「地質」などの資源や潜在的な可能性を生かしながら、国際的な研

究プロジェクトの実現や、海洋研究の国内外研究者等の調査・研究活動の促進とネットワークの

形成などを通じて、三陸から世界をリードする国際研究拠点を形成する。 

 

 

第２期に掲げる主な指標 

指標 第２期計画値 第２期実績値（見込み）

ＩＬＣに関する研究会・講演会等の開催 12 回 13 回

海洋エネルギー実証フィールドの誘致実現 １件 １件

漁業協調型洋上ウィンドファーム導入研究会の設置 １件 １件

(1) ＩＬＣを核とした国際学術研究都市の形成 
【進捗状況】 

・ 東北ＩＬＣ推進協議会の下に、平成 28 年６月に「東北ＩＬＣ準

備室」を設立し、同月に本県の活動拠点となる「岩手ＩＬＣ連携室」

を設置した。 

・ 北上サイトにおける地質等に関する調査を東北大学と共同で実施

し、調査エリアの地質がＩＬＣの建設に適していることを確認した。 

・ 加速器関連産業研究会を設立し、会員数は 116 団体（平成 29 年

１月末現在）となった。 

・ 県内や東北、首都圏等の様々なイベントでＩＬＣの普及啓発事業

を実施した。 

【課題】 

・ ＩＬＣの実現を目指すためには、国

の方針決定が必要である。 

・ ＩＬＣの実現は、東北全体のプロ

ジェクトとして取り組む必要がある。 

・ 加速器関連産業の集積拠点化を目指

す必要がある。 

・ 県内、東北はもとより全国において

ＩＬＣに対する理解を得ることが重

要である。 

 

 

 

 

 

 

～三陸が有する絶好の海洋研究フィールドや北上山地の地質を生かした国際的研究拠

点・国際学術研究都市の構築～ 

三陸のリアス海岸、世界有数の漁場等の海洋環境及び北上山地の強固な岩盤などの研

究フィールドとしてのポテンシャルを生かし、地域の国際化を図り、国内外の第一線の

研究者が集まる国際的研究拠点を構築することにより、岩手から世界に貢献するグロー

バル人材の輩出を促すとともに、新たな先端科学技術産業圏が形成されている。 

１ 目指す姿 

３ 進捗状況・課題 

＜東北ＩＬＣ準備室設立＞

２ 目的 

○Ｃ Rey.Hori 

＜ＩＬＣ完成イメージ図＞ 
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(2) 海洋生態系・水産等研究の推進 
【進捗状況】 

・ 各研究機関の取組や海洋関連イベントを広く情報発信するなど、「いわて海洋研究コンソー

シアム」活動の強化を図った。 

・ 水産資源の生態等の研究成果を漁業者へ還元するため、水産関係者向けセミナーを 12 回

（第２期実績見込み）実施した。 

【課題】 

・ 三陸地域での研究活動の奨励などにより、研究人材の流入促進を図る必要がある。 

・ 研究成果を水産関係者・県民へ周知還元することで、人材育成を図っていく必要がある。 

・ 研究ネットワークの構築を図り、海洋に関する総合的な研究連携体制を構築する必要があ

る。 

 

(3) 海洋再生可能エネルギー実証フィールドの利活用促進 
【進捗状況】 

・ 平成 27 年４月に釜石市沖が海洋再生可能エネ

ルギー実証フィールドに選定された。 

・ 産業化に向けて、岩手県海洋エネルギー産業化

研究会を設立し、地元企業の参画を促進するため

の勉強会を２回（第２期実績見込み）開催した。 

【課題】 

・ 実証フィールドの利活用促進を図るとともに、

研究開発を通じた新たな産業創出につなげるた

め、地元産業支援機関及び研究機関との連携強化

を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 漁業協調型洋上ウィンドファームの構築 
【進捗状況】 

・ 洋上ウィンドファームの地域での利活用策について理解を深めるため、いわて沿岸北部海

洋再生可能エネルギー研究会を７回（第２期実績見込み）開催した。 

【課題】 

・ 漁業協調型洋上ウィンドファームの構築に向け、漁業者等の海域の先行利用者との調整を

図り、事業化に向けた取組を進める必要がある。 

  

＜釜石市沖再生可能エネルギー実証フィールドイメージ＞ 

＜岩手県海洋エネルギー産業化研究会設立総会＞ 
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(1) ＩＬＣを核とした国際学術研究都市の形成 
ＩＬＣ実現を目指すための産官学が連携した東北全体での受入準備の取組や、国際学術研究

都市を形成するための環境整備に向けた準備を行う。 

① ＩＬＣ実現に向けた、情報発信や東北各県と連携したまちづくりの展開 

② 国などにおける地質などの基礎調査や環境影響調査などの取組への支援による受入環境

の整備 長期 

③  関係機関と連携した東北全体のまちづくりに基づく本県の調査研究等を通じた加速器関

連産業の集積拠点形成長期 

④ ＩＬＣキャラバンの実施など普及啓発の積極展開 長期 

 

(2) 海洋生態系・水産等研究の推進 
海洋生態系・水産関係研究機関の連携を強化し、三陸地域が海洋研究の拠点となることを目

指すとともに、研究によって得られた成果を地域へ還元する。 

① 海洋研究機関の連携活動促進や研究人材の流入促進などいわて海洋研究コンソーシアム

活動の強化 長期 

② 海洋生態系・水産関係研究成果の水産関係者や県民など地域への周知・還元 

③ 連携コーディネートの在り方検討や海洋に関する総合的な研究連携体制の構築 長期 

 

(3) 海洋再生可能エネルギー実証フィールドの利活用促進 

研究開発プロジェクトの導入などにより、実証フィールドの利活用を促進するとともに、研

究連携体制の構築に向けた取組を行う。 

① 研究開発プロジェクトの導入などによる海洋再生可能エネルギー実証フィールドの利活

用促進 長期 

② 海洋再生可能エネルギー実証フィールドの運営体制構築等 

③ 連携コーディネートの在り方検討や海洋に関する総合的な研究連携体制構築 

 

(4) 漁業協調型洋上ウィンドファームの構築 
漁業協調型洋上ウィンドファームの構築に向けて、漁業影響調査等の事業化に向けた取組を

行う。 

① 漁業影響調査等による漁業協調型洋上ウィンドファームの構築等 

 

第３期に掲げる主な指標 

指標 計画値 事業名 

ＩＬＣに関する技術セミナー、ＩＬＣキャ

ラバン等の実施件数 
14件 プロジェクト研究調査事業 

海洋等研究成果の地域セミナー回数 ６件 海洋研究拠点形成促進事業 

海洋再生可能エネルギー実証フィールド

の利活用件数 
３件 海洋エネルギー研究拠点構築事業

海洋エネルギー産業化研究会への参加団

体数 
48団体

三陸海洋エネルギー研究開発促進

事業 

 

 

 

 

 

  

４ 展開の方向 
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  順次施設建設 

 

(１)ＩＬＣを核とした国際学術研究都市の形成 

①ＩＬＣ実現に向けた東北全体の取組 
      

②受入環境の整備 
      

③加速器関連産業の集積拠点形成 
      

④普及啓発の積極展開 
      

(２)海洋生態系・水産等研究の推進 

①いわて海洋研究コンソーシアム活動の強化 
      

②海洋生態系・水産関係研究成果の地域還元 
      

③海洋に関する総合的な研究連携体制構築 
      

(３)海洋再生可能エネルギー実証フィールドの利活用促進 

①実証フィールドの利活用促進（再掲） 

      

②実証フィールド運営体制構築等（再掲） 

      

③海洋に関する総合的な研究連携体制構築 

（再掲） 

      

(４)漁業協調型洋上ウィンドファームの構築 

①漁業協調型洋上ウィンドファームの構築等 

（再掲） 

      

 

取組内容 

復興基本計画期間 （参考） 

次期総合計画期 

間における取組 

本格復

興期間

更なる展開への 

連結期間 

H28 H29 H30 H31 H32 H33～

５ 取組内容・時期 

国の方針 
決定（想定）

東北各県と連携したまちづくりの展開 

 国際学術研究都市の 
形成に向けたまちづくり 

関係機関と連携した 
まちづくり等の調査研究 

  外国人研究者やその家族に対する 
  受け入れ体制の整備 

ＩＬＣキャラバンの実施等 
普及啓発の積極展開 

    総合的な研究連携体制の構築 連携コーディネートの在り方検討 

研究開発実施・地域企業等の参画 現地調整・
調査等

プロジェクト導入 
運営体制の構築 

研究開発実施・地域企業等の参画 現地調整・
調査等

プロジェクト導入 
運営体制の構築 

    総合的な研究連携体制の構築 連携コーディネートの在り方検討 

情報発信 国の調

査検討への支援 

参考：国復興期間（～32 年度）

発電事業者の誘致 

漁業影響調査、漁業協調計画の作成 

事業可能性
検討

  順次施設建設 
国等における地質等の基礎調査や 

環境影響調査等の取組への支援 

  人材育成・国際シンポジウム等開催 
海洋研究機関の連携活動促進 

  研究人材の流入促進 

  研究成果周知・還元による 
          人材育成 

研究成果の水産関係者・県民への 
      周知、還元 
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○ 三陸創造プロジェクト関連事業一覧 

事業名 実施年度 事業概要 

「さんりく産業振興」プロジェクト 

(１)持続可能な地域産業の形成 

  

いわての食と工芸魅力拡大事業 H28～ 
水産加工業に対して、外部専門家等を活用しながら、相談会や個別支援を実施す

るとともに、県内外で食の商談会を開催し、商品開発や販路開拓を支援 

新しい三陸の地域産業展開事業 H29～ 
高い労働生産性を有する製造業を育成し、企業収益力の向上や被災企業の経営の

イノベーションを推進するなど、経営体の強化を図る他、釜石港や復興道路等の

新たなインフラを活用した国内外とのビジネスの拡大を進める 

水産物産地強化促進事業 H29～ 
食の安全・安心に立脚した消費者から選ばれる産地づくりや、水産物の高付加価

値化・販路開拓等を支援 

いわてフードコミュニケーション推進事業 H23～ 
岩手県産業創造アドバイザー等の専門家の活用をはじめ、県内外での大手量販店

等でのフェアの開催等を行い、売れる商品づくりから販売促進までの総合的な支

援を実施 

いわての食財ゲートウェイ構築展開事業 H29～ 
県産食材のブランド力向上や、継続的で利益性の高い販路を確保するための新た

な流通ルートの構築等により、農林水産業者の所得の向上・安定化を図る 

北いわて産業振興事業費 H27～ 
県北地域の主要産業である食産業及びアパレル産業の振興を図るため、農林水産

物を活用した商品開発・販路開拓や、縫製事業者の人材育成・販路拡大等の取組

支援、アパレル産業の魅力発信等を実施 

地域再生営漁計画推進事業 H25～ 
地域漁業の再生に向けて、漁協を核とする地域漁業の「人づくり」「場づくり」

及び「価値づくり」を内容とする計画策定とその実行を支援 

三陸漁業担い手確保・人づくり対策事業 H28～ 
新規漁業就業者を確保・育成するため、就業へのきっかけづくり及び経営体の強

化育成等を実施 

いわてニューファーマー支援事業 H24～ 
新規就農者の確保・定着を図るため、就農前の研修や経営確立を支援する資金を

交付 

農山漁村いきいきチャレンジ支援事業 H23～ 
女性が農山漁村の担い手として能力を十分に発揮できるよう、女性リーダー育成

研修会の開催や岩手県食の匠の認定を実施 

むら・もり・うみ女子ﾈｯﾄﾜｰｸ活動等応援事業  H28～ 
若手女性農業者の研修等を通じた生産・加工技術等の習得や仲間づくり等を支

援。また地域資源を生かした食文化をイベント等の開催を通じて、全国に向けて

情報発信 

いわて農山漁村コミュニティ活性化支援事業 H28～ 漁家女性グループを対象とした商品開発に係るスキルアップセミナー等を実施

いわての次世代林業・木材産業育成対策事業 H29～ 
林業の知識や技術を体系的に習得できる養成機関「いわて林業アカデミー」を設

置し、将来、事業体経営の中核となる現場技術者を、産学官が連携して養成 

三陸みらいの企業人材確保育成事業 H29～ 

震災復興後の沿岸地域経済を支える人材を確保・育成するため、地元就職率の向

上、進学者のＵターン就職の仕組みづくりや、Ｉターンの取組を推進。あわせて

地域に就業した若者に対する人材育成の取組を推進。潜在的な労働力である主婦

層、シニア層向けに短時間労働による暮らしと仕事が両立できる「三陸版働き方

改革」を推進 

いわてものづくり産業人材育成事業 H23～ 
地域ものづくりネットワークを中心に、小中高校生から企業人材まで一貫した人

材育成に取組むとともに、ものづくり産業を支える人材を育成 

ものづくり人材育成定着促進モデル事業 H28～H30
関連機関と連携し、高校生等に対する地元企業への理解促進や早期離職対策等の

取組を実施 

さんりくチャレンジ推進事業 H28～ 
復興まちづくりに合わせたなりわいの再生を図るため、若者や女性をはじめとし

た、被災地での起業、第二創業及び新事業進出をしようとする者に対して、事業

計画の策定、販路開拓及び資金調達等の支援を実施 

地域基幹産業人材確保支援事業 H27～ 
被災地の基幹産業の復興を支援するため、水産加工事業者が人材を確保するため

に必要な宿舎整備等に対して市町村が行う補助事業に要する経費を補助 

いわて働き方改革等推進事業 H28～ 
長時間労働の是正などの「働き方改革」を推進するとともに、正規雇用の拡大等

を図るため、優良な取組事例の紹介、助成・支援制度の普及・啓発等を実施 

いわてしごと人材創生事業 H28～ 
県内外から人材を確保し、県内企業に定着するための求職者及び企業に対する相

談対応や情報発信などの支援を実施 

いわてで働こう推進事業 H28～ 
若者や女性の県内での就業の一層の促進を図るため、「いわてで働こう推進協議

会」において、オール岩手で人材の確保や定着の取組を推進 

三陸農林水産物知名度向上・ブランド構築推進事業 H29～ 
三陸地域で生産される農林水産物のブランド強化、新たなブランド品の創出及び

イベント等を通じた知名度の向上 

(２)新たな交通ネットワークを活用した産業振興 

  

港湾施設整備事業 H28～H29
釜石港の外貿定期コンテナ航路開設と、これに伴うコンテナ取扱量の増大に対応

するため、ガントリークレーンの整備を実施 

港湾施設改良事業 H28～H29
宮古港のフェリー定期航路の開設に向け、フェリーターミナルやボーディングブ

リッジを整備 

港湾利用促進事業 H29～ 
復興道路等の整備を踏まえた港湾の利活用促進やコンテナ・フェリー利用拡大に

向けた企業等へのポートセールスを実施 

水産物産地強化促進事業（再掲） H29～ 
食の安全・安心に立脚した消費者から選ばれる産地づくりや、水産物の高付加価

値化・販路開拓等の支援 

いわての食と工芸魅力拡大事業（再掲） H28～ 
水産加工業に対して、外部専門家等を活用しながら、相談会や個別支援を実施す

るとともに、県内外で食の商談会を開催し、商品開発や販路開拓を支援 

 

いわてフードコミュニケーション推進事業

（再掲） 
H23～ 

岩手県産業創造アドバイザー等の専門家の活用をはじめ、県内外での大手量販店

等でのフェアの開催等を行い、売れる商品づくりから販売促進までの総合的な支

援を実施 
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事業名 実施年度 事業概要 

 

いわての食財ゲートウェイ構築展開事業（再

掲） 
H29～ 

県産食材のブランド力向上や、継続的で利益性の高い販路の確保を目指し新たな

流通ルートを構築する等、農林水産業者の所得の向上・安定化に向けた取組を実

施 

いわて農林水産ブランド輸出促進事業 H23～ 
県産農林水産物の輸出の回復・拡大に向けた輸出先国へのプロモーション等の実

施 

 

いわて農林水産物海外プロモーション強化

事業 
H29～ 

新興有望市場である東南アジア等への農林水産物輸出に向けたプロモーション

活動を行うとともに、小ロット輸出の取組などを通じた県内事業者への支援を実

施し、更なる輸出拡大を図る 

国際経済交流推進事業 H28～ 
県内企業の海外事業の展開を推進するため、海外における県産品の販路拡大や中

小企業の海外ビジネス展開支援を実施 

いわて観光キャンペーン推進協議会負担金  H25～ 
沿岸を中心とした全県での観光振興に向けた全国への情報発信、誘客事業の展

開、地域主体の観光地づくりを推進 

 
明治日本の産業革命遺産保存活用推進事業  H28～ 

第 39 回世界遺産委員会勧告に対する「明治日本の産業革命遺産世界遺産協議会」

と連携した取組推進、並びに保存管理や価値等について理解浸透を図るための普

及啓発の実施 

世界遺産の理念・価値普及事業 H23～ 
世界遺産の理念や価値の普及を図るため、平泉、橋野鉄鉱山と、新規登録を目指

す御所野遺跡を一体的に県内外に向けた情報発信を実施 

 
縄文遺跡群世界遺産登録推進事業 H26～ 

「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録実現に向けて、「縄文遺跡群世

界遺産登録推進会議」と連携した取組を実施 

ラグビーワールドカップ 2019 開催準備 H27～H31
ラグビーワールドカップ 2019TM 日本大会の成功に向けて、釜石市と連携し、開

催機運の醸成や必要な準備を実施 

 
いわてインバウンド新時代戦略事業 H28～ 

ラグビーワールドカップ 2019TM、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競

技大会等を見据え、戦略的・効果的なプロモーションを実施するとともに、個人

旅行者増加に対応する受入態勢整備を支援 

復興ツーリズム推進事業 H28～ 
震災学習を中心とした教育旅行及び企業研修旅行の誘致を促進するため、受入態

勢の整備や誘致活動を実施 

 いわて三陸に行こう誘客促進事業 H29～ 
三陸地域への誘客促進を図るため、多彩な観光資源を生かした効果的なプロモー

ションや受入態勢の整備を実施 

外航クルーズ船誘致事業 H29～ 
本県への外航クルーズ船の寄港を実現させるため、ポートセールス、セミナーの

開催等により機運醸成を図るとともに、港湾の受入態勢の検討・調査を実施 

 岩手県三陸鉄道強化促進協議会負担金 H27～ 
ＪＲ山田線（宮古～釜石間）の三陸鉄道への経営移管に向けた機運の醸成を図る

ため、企画列車の造成、イベントの開催等の各種利用促進策を展開 

 いわて三陸販路回復加速化事業 H29～ 
沿岸の中小零細企業の販路開拓、拡大や台風 10 号の被災企業への販路回復の機

会等の提供のため、食産業コーディネーターによる伴走支援を実施 

RWC2019 釜石開催機運醸成等事業 H29～ 
ラグビーワールドカップ 2019TM 釜石開催の成功に向けて、共同開催の釜石市と

連携を図りながら、機運の醸成やレガシーの継承に向けた取組を実施 

(３)地域資源を活用した新たな産業の創出 

 

 

高付加価値型ものづくり技術振興事業 H28～ 
県の戦略産業等を支えるﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、金属製品製造業など地場企業群の技術・開発

力を強化し、雇用創出を推進 

いわて戦略的研究開発推進事業 H23～ 
大学等の研究シーズの掘起しから実用化まで、一貫した支援を行うコーディネー

ト体制を構築し、公募競争型の研究開発支援を実施 

地域クラスター形成促進事業 H28～ 
県内の中核的企業と地場企業群とのサプライチェーンを構築し、地域経済に好循

環をもたらす「地域クラスター」の形成を促進 

ものづくり革新推進事業 H28～ 
三次元造形技術や情報通信技術を活用した高付加価値製品の開発、生産性向上を

促進 

津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金 H25～ 
震災で大きな被害を受けた津波浸水地域等の産業振興を加速するため、国の本補

助制度を活用し、本県の企業誘致及び雇用促進を推進 

洋上ウィンドファーム事業化促進事業 H25～ 
県北沿岸海域における洋上風力発電の事業化に向け、地域受入体制の構築や事業

化に必要な調査等を実施 

三陸海洋エネルギー研究開発促進事業 H27～ 
県内企業による海洋エネルギー関連産業創出を図るため、企業等が取組む機器開

発や洋上設置等の技術取得を支援 

海洋エネルギー研究拠点構築事業 H25～  
三陸の地域資源を生かした国際的海洋エネルギー研究拠点を構築するため、実証

フィールドの利活用促進に向けた情報発信や研究開発プロジェクトの創出支援

等を実施 

木質バイオマス熱電利用促進事業 H25～ 
木質バイオマス熱利用、発電利用の拡大に向け、事業体への技術指導や助言を実

施 

さんりくチャレンジ推進事業（再掲） H28～ 
復興まちづくりに合わせたなりわいの再生を図るため、若者や女性をはじめとし

た、被災地での起業、第二創業及び新事業進出をしようとする者に対して、事業

計画の策定、販路開拓及び資金調達等の支援を実施 

いわて地域ぐるみ６次産業化支援事業 H28～ 生産者や多様な事業者が連携して地域ぐるみで取り組む６次産業化を支援 

いわての食財ゲートウェイ構築展開事業（再

掲） 
H29～ 

県産食材のブランド力向上や、継続的で利益性の高い販路の確保を目指し新たな

流通ルートを構築する等、農林水産業者の所得の向上・安定化に向けた取組を実

施 

北いわて産業振興事業費（再掲） H27～ 
県北地域の主要産業である食産業及びアパレル産業の振興を図るため、農林水産

物を活用した商品開発・販路開拓や、縫製事業者の人材育成・販路拡大等の取組

支援、アパレル産業の魅力発信等を実施 

「新たな交流による地域づくり」プロジェクト 

(１)三陸ジオパークの充実とＤＭＯ機能の整備による観光振興 

  三陸ジオパーク活用強化事業費 H25～ 
三陸ジオパークを活用し、三陸の復興、津波防災等について国際的に発信すると

ともに、外国人を含めた来訪者の受入態勢の充実を図る 

  三陸総合振興推進事業 H28～ 
三陸地域における交流人口の拡大や地域振興を図るため、推進体制の検討や三陸

防災復興博（仮称）の企画に係る事業を総合的に実施 
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 三陸創造プロジェクト

事業名 実施年度 事業概要 

 三陸観光地域づくり推進事業 H29～ 
三陸の観光地域づくりを推進するため、DMO が主体となり、戦略的売込みを展

開するために必要な調査や観光人材の育成等を実施 

 
いわて観光キャンペーン推進協議会負担金

（再掲） 
H25～ 

沿岸を中心とした全県での観光振興に向けた全国への情報発信、誘客事業の展

開、地域主体の観光地づくりを推進 

  復興ツーリズム推進事業（再掲） H28～ 
震災学習を中心とした教育旅行及び企業研修旅行の誘致を促進するため、受入態

勢の整備や誘致活動を実施 

  いわてインバウンド新時代戦略事業（再掲） H28～ 
ラグビーワールドカップ 2019TM、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競

技大会等を見据え、戦略的・効果的なプロモーションを実施するとともに、個人

旅行者増加に対応する受入態勢整備を支援 

  いわて三陸に行こう誘客促進事業（再掲） H29～ 
三陸地域への誘客促進を図るため、多彩な観光資源を生かした効果的なプロモー

ションや受入態勢の整備を実施 

  三陸沿岸観光新時代創造事業 H29～ 
新たな大型観光ルートを国内外に広く情報発信するとともに、三陸沿岸の各地に

「宿泊と体験、食」を組み合わせた観光サービスゾーンを形成することで三陸沿

岸観光の新時代を創造 

 
北いわて広域観光推進事業費 H27～ 

県北地域の交流人口の拡大を図るため、観光客の総合的な受入窓口機能の設置

や、体験・交流型の観光メニュー等の整備、催事への出展等による観光ＰＲ等を

実施 

  海岸保全施設等整備事業（養浜） H27～H30
東日本大震災津波により消失した海水浴場の養浜（対象：陸前高田市（高田地区

海岸）） 

(２)地域コミュニティの活性化と定住・交流の促進 

  いわてへの定住・交流促進事業 H24～ 被災地の復興や過疎地の活性化を担う「いわて復興応援隊」の受入れ等を実施

  ふるさとづくり推進事業 H27～ 全県的な移住推進体制の整備、移住相談窓口体制充実の取組を推進 

  草の根コミュニティ再生支援事業 H22～ 
地域コミュニティの再生を図るため、コミュニティ活動の担い手育成、先進的取

組事例の紹介及び地域の課題解決に向けた支援等を実施 

  「いわて三陸復興のかけ橋」推進事業 H24～ 

東日本大震災津波からの復興を加速させるため、県内外の企業・団体等と被災地

の企業・団体等との復興支援マッチングや、復興支援ポータルサイト「いわて三

陸復興のかけ橋」等を活用した復興関連情報の発信、復興支援マッチング及び復

興関連情報の発信を効果的に実施するためのネットワーク強化等を実施 

  民俗芸能伝承促進事業 H26～ 
民俗芸能の伝承を促進するため、民俗芸能フェスティバルを開催し、民俗芸能の

継承と後継者の育成を推進 

  いわて女性活躍支援事業 H26～ 
「女性が活躍できるいわて」の実現を目指し、女性自身のキャリアアップや周囲

の理解と協力の促進、普及啓発を実施 

  いわて若者活躍支援事業費 H26～ 
若者グループが企画・実行する、復興や地域課題解決などの取組に関する提案を

募集し、優れた提案に助成 

  ＮＰＯ等による復興支援事業 H25～ 
復興支援活動を行うＮＰＯ等に対し、活動費の助成及び運営力強化のための取組

を実施 

 文化芸術王国構築事業 H21～ 
４広域振興圏に文化芸術コーディネーターを配置し、地域の文化芸術活動を支援

しようとする取組を実施 

(３)新たな環境変化に対応した国内外との交流人口の拡大 

  いわて観光キャンペーン推進協議会負担金（再掲） H25～ 
沿岸を中心とした全県での観光振興に向けた全国への情報発信、誘客事業の展

開、地域主体の観光地づくりを推進 

 いわて三陸に行こう誘客促進事業（再掲） H29～ 
三陸地域への誘客促進を図るため、多彩な観光資源を生かした効果的なプロモー

ションや受入態勢の整備を実施 

  
明治日本の産業革命遺産保存活用推進事業

（再掲） 
H28～ 

第 39 回世界遺産委員会勧告に対する「明治日本の産業革命遺産世界遺産協議会」

と連携した取組推進、並びに保存管理や価値等について理解浸透を図るための普

及啓発の実施 

  世界遺産の理念・価値普及事業（再掲） H23～ 
世界遺産の理念や価値の普及を図るため、平泉、橋野鉄鉱山と、新規登録を目指

す御所野遺跡を一体的に県内外に向けて情報発信を実施 

  縄文遺跡群世界遺産登録推進事業（再掲） H26～ 
「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録実現に向けて、「縄文遺跡群世

界遺産登録推進会議」と連携した取組を実施 

  ラグビーワールドカップ 2019 開催準備（再掲） H27～H31
ラグビーワールドカップ 2019TM 日本大会の成功に向けて、釜石市と連携し、開

催機運の醸成や必要な準備を実施 

  いわてインバウンド新時代戦略事業（再掲） H28～ 
ラグビーワールドカップ 2019TM、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競

技大会等を見据え、戦略的・効果的なプロモーションを実施するとともに、個人

旅行者増加に対応する受入態勢整備を支援 

 復興ツーリズム推進事業（再掲） H28～ 
震災学習を中心とした教育旅行及び企業研修旅行の誘致を促進するため、受入態

勢の整備や誘致活動を実施 

  港湾施設改良事業（再掲） H28～H29
宮古港のフェリー定期航路の開設に向け、フェリーターミナルやボーディングブ

リッジを整備 

  港湾利用促進事業（再掲） H29～ 
復興道路等の整備を踏まえた港湾の利活用促進やコンテナ・フェリー利用拡大に

向けた企業等へのポートセールスを実施 

 外航クルーズ船誘致事業（再掲） H29～ 
本県への外航クルーズ船の寄港を実現させるため、ポートセールス、セミナーの

開催等により機運醸成を図るとともに、港湾の受入態勢の検討・調査を実施 

 岩手県三陸鉄道強化促進協議会負担金（再掲） H27～ 
ＪＲ山田線（宮古～釜石間）の三陸鉄道への経営移管に向けた機運の醸成を図る

ため、企画列車の造成、イベントの開催等の各種利用促進策を展開 

  RWC2019 釜石開催機運醸成等事業（再掲） H29～ 
ラグビーワールドカップ 2019TM 釜石開催の成功に向けて、共同開催の釜石市と

連携を図りながら、機運の醸成やレガシーの継承に向けた取組を実施 
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 三陸創造プロジェクト

事業名 実施年度 事業概要 

「東日本大震災津波伝承まちづくり」プロジェクト 

(１)記録収集と経験の継承・伝承 

 震災津波伝承施設（仮称）整備事業 H27～H31
陸前高田市の高田松原津波復興祈念公園内に、東日本大震災の事実と教訓を世

界及び次世代に継承していくための拠点となる施設を整備 

 震災津波関連資料収集・活用等推進事業 H27～ 
東日本大震災津波の記憶風化防止や教訓を活かすため、震災津波関連資料の蓄

積、「いわて震災津波アーカイブ～希望～」の周知及び利活用促進に取り組む 

 復興ツーリズム推進事業（再掲） H28～ 
震災学習を中心とした教育旅行及び企業研修旅行の誘致を促進するため、受入

態勢の整備や誘致活動を実施 

 「コミックいわてＷＥＢ」による情報発信事業 H25～ 
コミックいわて WEB の発刊により、いわてに関する情報を発信、普及すること

により、大震災津波の風化防止に資する 

(２)津波復興祈念公園整備 

 津波復興祈念公園整備事業 H23～H32
大震災津波の犠牲者を追悼・鎮魂し、震災の経験や教訓を継承し、市街地や利

用者の安全を確保、地域の賑わい再生に資する公園を整備 

(３)総合的な防災力の強化 

 広域防災拠点事業 H24～ 
災害時における救援活動等の機能を有する、既存施設の活用を前提とした広域

的な防災拠点への食料等の備蓄 

 
地域防災力強化プロジェクト事業（防災教育

推進事業（防災）） 
H24～ 

防災教育教材活用のための研修を実施し、教材の普及と教材を活用した防災教

育を推進し防災力を強化 

 防災文化醸成事業 H23～ 
震災経験や教訓の継承、防災意識の向上等を「防災文化」として醸成・継承し

ていくため、小学校等での津波防災に関する出前講座を実施 

 
地域防災力強化プロジェクト事業（岩手県地

域防災サポーター登録・派遣） 
H25～ 

地域防災サポーターを研修会等へ講師として派遣し、防災意識の高揚や、自主

防災組織の育成を図ることにより地域の防災力を強化 

(４)復興を担う次世代の人材育成 

 実践的防災教育総合支援事業 H25～ 
児童生徒の防災意識の向上を目的として、指導方法等の開発・学校防災アドバ

イザー活用・災害ボランティア活動等を実践し、県内に普及 

 防災教育・復興教育推進事業 H23～ 
岩手の復興・発展、地域防災を支える人材を育成するため、復興教育と防災教

育の活動を支援 

「さんりくエコタウン形成」プロジェクト 

(１)地域に根ざした再生可能エネルギーの導入促進 

 防災拠点等再生可能エネルギー導入事業 H24～H32
防災拠点となる県や市町村の庁舎、民間を含めた医療施設、福祉施設、学校に

対し、再生可能エネルギー設備の導入を推進 

 再生可能エネルギー導入促進事業 H24～ 
大規模電源立地促進や、被災家屋等への太陽光発電導入支援（～H27）、自立・

分散型エネルギー供給体制の構築に向けた市町村支援 

 洋上ウィンドファーム事業化促進事業（再掲） H25～ 
洋野町沖合海域における洋上風力発電の事業化に向け、地域受入体制の構築や

漁業等への影響調査等を実施 

 木質バイオマス熱電利用促進事業（再掲） H25～ 
木質バイオマス熱利用、発電利用の拡大に向け、事業体へ技術指導や助言を実

施 

(２)スマートコミュニティの形成 

 防災拠点等再生可能エネルギー導入事業（再掲） H24～H32
防災拠点となる県や市町村の庁舎、民間を含めた医療施設、福祉施設、学校に

対し、再生可能エネルギー設備の導入を推進 

 再生可能エネルギー導入促進事業（再掲） H24～ 
大規模電源立地促進や、被災家屋等への太陽光発電導入支援（～H27）、自立・

分散型エネルギー供給体制の構築に向けた市町村支援 

 循環型地域社会形成推進事業費 H23～ 
廃棄物の減量化やリサイクルに取組む事業者への補助など、廃棄物の循環的な

利用、適正処理等の推進に向けた総合的な施策を実施 

 環境学習交流センター管理運営費 H23～ 
県民等の環境学習を支援するため、環境交流学習センターを拠点とした取組を

推進（環境アドバイザー派遣、環境学習講座開催等） 

 災害復興住宅新築支援事業 H24～H32
被災地域において、一定のバリアフリー性能を有し、県産材を一定量以上活用

して住宅を再建する場合に、建設費の一部を補助 

 木質バイオマス熱電利用促進事業（再掲） H25～ 
木質バイオマス熱利用、発電利用の拡大に向け、事業体へ技術指導や助言を実

施 

 地球温暖化対策事業費（地球温暖化対策推進費） H23～ 
エコドライブの普及やいわて地球環境にやさしい事業所の認定などにより、温

暖化防止の意識向上を図る 

 地球温暖化対策事業費（地球温暖化防止活動推進センター事業費） H23～ 
地球温暖化防止活動推進員の派遣など岩手県地球温暖化防止活動推進センター

を拠点とした普及啓発活動を実施 

(３)新たな再生可能エネルギーの開発及び利活用に係る研究 

 海洋エネルギー研究拠点構築事業（再掲） H25～ 
三陸の地域資源を生かした国際的海洋エネルギー研究拠点を構築するため、実

証フィールドの利活用促進に向けた情報発信や研究開発プロジェクトの創出支

援等を実施 

 水素活用による再生可能エネルギー推進事業費 H28～ 
再生可能エネルギーによる水素の生成及び水素エネルギーの活用可能性につい

て検討し、水素エネルギーの活用モデルを構築するもの 
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 三陸創造プロジェクト

事業名 実施年度 事業概要 

「国際研究交流拠点形成」プロジェクト 

(１)ＩＬＣを核とした国際学術研究都市の形成 

 プロジェクト研究調査事業 H24～ 
ＩＬＣを核とした研究拠点の形成や海外研究者受入れのための環境整備等につ

いての調査研究を進めるほか、県内はもとより、東北や全国における理解の増

進を図る 

(２)海洋生態系・水産等研究の推進 

 海洋研究拠点形成促進事業 H23～ 
被災地域の産業復興を支援するため、地域の大学等と連携し、水産、水産加工、

食品等に関連した実用化研究を推進 

 海洋研究学びの場創出推進事業費 H29～ 
三陸沿岸地域の子ども達への海洋研究の普及啓発を通じ、三陸沿岸地域におけ

る海洋研究拠点形成の理解増進を図る 

(３)海洋再生可能エネルギー実証フィールドの利活用促進 

 海洋エネルギー研究拠点構築事業（再掲） H25～ 
三陸の地域資源を生かした国際的海洋エネルギー研究拠点を構築するため、実

証フィールドの利活用促進に向けた情報発信や研究開発プロジェクトの創出支

援等を実施 

 三陸海洋エネルギー研究開発促進事業（再掲） H27～ 
県内企業による海洋エネルギー関連産業創出を図るため、企業等が取組む機器

開発や洋上設置等の技術取得を支援 

(４)漁業協調型洋上ウィンドファームの構築 

 洋上ウィンドファーム事業化促進事業（再掲） H25～ 
洋野町沖合海域における洋上風力発電の事業化に向け、地域受入体制の構築や

漁業等への影響調査等を実施 

 三陸海洋エネルギー研究開発促進事業（再掲） H27～ 
県内企業による海洋エネルギー関連産業創出を図るため、企業等が取組む機器

開発や洋上設置等の技術取得を支援 
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▼▼重重視視すするる視視点点  主主なな事事業業一一覧覧  
 第３期実施計画において重視する「参画」、「交流」、「連携」の３つの視点は、全ての事業の実施に当たって重

視すべきものであるが、特に関わりの深い事業をまとめた。 

 

 

 

３つの 

原則 
10 分野 No. 事業名 事業概要 

「
安
全
」
の
確
保 

防災のま

ちづくり 
1

/36

多重防災型まちづくり推進事

業 ・復興まちづくり支援事業

復興まちづくりに取り組む団体等への支援として、住民等の要請に基づき、

まちづくりや景観等に関する専門家をアドバイザーとして派遣し、復興ま

ちづくりを支援するとともに、地元のまちづくりに係る人材を育成 

21

地域防災力強化プロジェクト

事業（自主防災組織等活動促進

事業） 

各地域において、自主防災組織（町内会、事業所等）の育成、強化を図り、

自主的な活動を促進 

防災教育用教材を活用した防災教育の実践等により、防災教育を推進 

22
いわて男女共同参画プラン推

進事業 

防災や復興に男女共同参画の視点を持って取り組む地域住民等を増やすた

め、沿岸部で「男女共同参画の視点からの防災・復興」をテーマとしたワー

クショップ等を開催 

27

/37

多重防災型まちづくり推進事

業 ・防災文化醸成事業 

東日本大震災津波の経験や教訓を後世に語り継ぎ、防災意識の向上や、避

難行動を促す取組を「防災文化」として醸成し継承していくため、小学校

等において津波防災に関する出前講座等を実施 

31 地域防犯活動促進事業 
被災地域におけるコミュニティの再生を促進し、犯罪や交通事故のない地

域社会づくりに向けた住民の自主的な取組を支援 

35
ひとにやさしいまちづくり推

進事業 

各市町村の各種計画やまちづくりの中にユニバーサルデザインの考え方を

取り入れていくことができるよう、市町村職員や地域住民を中心にひとに

やさしいまちづくり条例の理念や制度の周知徹底を図り、ひとにやさしい

まちづくりを推進 

「
暮
ら
し
」
の
再
建 

生活・雇

用 
11 民生委員(児童委員)活動事業 

民生委員に対し、被災者支援に関する研修を行い、関係機関と連携した被

災者の見守り活動を充実強化 

21 いわて働き方改革等推進事業 
長時間労働の是正などの「働き方改革」を推進するとともに、正規雇用の

拡大等を図るため、優良な取組事例の紹介、助成・支援制度の普及・啓発

等を実施 

22 いわてで働こう推進事業 
若者や女性の県内就職の一層の促進を図るため、「いわてで働こう推進協議

会」において、オール岩手で人材の確保や定着の取組を推進 

保健・医

療・福祉 
29

被災地健康維持増進事業（健康

づくり） 

被災者の健康の維持増進のため、応急仮設住宅に入居する住民の自主的な

健康づくりを支援 

教育・文

化 
7 防災教育・復興教育推進事業 

岩手の復興・発展、地域防災を支える人材を育成するため、復興教育と防

災教育の活動を支援 

13
日本の次世代リーダー養成塾

参加費負担金 

被災した沿岸部から日本のみならず世界に通用する人材を育成するため、

いわての学び希望基金で参加費を全額負担し、東日本大震災津波により被

災した高校生を日本の次世代リーダー養成塾へ派遣 

20 郷土芸能復興支援事業 
被災地域の郷土芸能を復興・継承するため、沿岸市町村が行う被災した郷

土芸能団体の施設等整備事業に対して補助 

23

学びを通じた被災地の地域コ

ミュニティ再生支援事業（放課

後における児童生徒の居場所

づくり事業） 

被災地における児童の放課後の安全で安心な居場所を確保するとともに、

被災地域の市町村担当者・安全管理員・指導員等の事業推進関係者に対す

る研修機会等を提供 

24

学びを通じた被災地の地域コ

ミュニティ再生支援事業（地域

学校協働活動） 

被災地における学校教育を地域全体で支援する体制づくりを推進し、教員

の負担軽減を図るとともに、地域の教育力の活性化を促進 

25

学びを通じた被災地の地域コ

ミュニティ再生支援事業（家庭

教育支援事業） 

被災地域における社会教育の活性化を促すために、読書ボランティアの人

材育成を図るとともに、社会教育による復興を支援するための研修会を開

催し、地域における教育課題の自主的な解決の支援 

地域コ

ミュニ

ティ 

1
応急仮設住宅等地域コミュニ

ティ活性化事業 

応急仮設住宅等での住民相互のコミュニケーションの維持や地域コミュニ

ティを継続するための事業を、市町村、関係機関及びＮＰＯ等と連携して

実施 

2
被災者の生活支援とセーフ

ティネット対策事業 

生活支援相談員による見守り活動や福祉サービスへの適切な橋渡しのほ

か、生活福祉資金の貸付相談、生活困難な被災者等の自立支援など、被災

者の生活再建を支援 

3

多様な主体の連携による地域

コミュニティ支援事業 

・草の根コミュニティ再生支援

事業 

地域コミュニティの再生を図るため、コミュニティ活動の担い手育成、先

進的取組事例の紹介及び地域の課題解決に向けた支援等を実施 

 若者・女性等の参画による地域づくりを促進 参 画 
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３つの 

原則 
10 分野 No. 事業名 事業概要 

「
暮
ら
し
」
の
再
建 

地域コ

ミュニ

ティ 

4
被災地コミュニティ支援コー

ディネート事業 

市町村及び被災者支援を行う民間団体等の調整役となるコーディネーター

を配置し、被災地のコミュニティ形成が円滑に進むよう市町村を支援 

5 災害時要援護者支援対策事業 

市町村において、高齢者や障がい者等の災害時要援護者の避難支援対策が

推進されるよう、市町村職員等を対象とした研修を実施し、福祉避難所の

指定・協定の促進について働きかけるほか、要援護者の把握や支援につい

て地域で検討するための福祉マップ作成を支援 

8
被災者の参画による心の復興

事業 

被災者が参画し、自ら活動する機会の創出を図り、被災者の「心の復興」

に資する民間団体等の取組に要する経費を補助 

9
「いわて三陸復興のかけ橋」推

進事業 

東日本大震災津波からの復興を加速させるため、県内外の企業・団体等と

被災地の企業・団体等との復興支援マッチングや、復興支援ポータルサイ

ト「いわて三陸復興のかけ橋」等を活用した復興関連情報の発信、復興支

援マッチング及び復興関連情報の発信を効果的に実施するためのネット

ワーク強化等を実施 

10

多様な主体の連携による地域

コミュニティ支援事業 

・ＮＰＯ等による復興支援事業

復興支援活動を行うＮＰＯ等に対し、活動費の助成及び運営力強化のため

の取組を実施 

 

  

11 いわて若者活躍支援事業費 
若者グループが企画・実行する「地域の課題解決」や「元気創出活動」な

どの取組に関する提案を募集し、発想力豊かな優れた提案に助成 

12 民生委員(児童委員)活動事業 
民生委員に対し、被災者支援に関する研修を行い、関係機関と連携した被

災者の見守り活動を充実強化 

13
地域福祉活動コーディネー

ター育成事業 

地域の生活課題に対応し、その解決に向けて関係団体等とネットワークを

築き、具体的なコミュニティーソーシャルワーク機能を担う地域福祉活動

コーディネーターを育成・支援 

「
な
り
わ
い
」
の
再
生 

水産業・

農林業 4 地域再生営漁計画推進事業 
地域漁業の再生に向けて、漁協を核とする地域漁業の「人づくり」、「場づ

くり」及び「価値づくり」を内容とする計画策定とその実行を支援 

商工業 18

/40
さんりくチャレンジ推進事業 

復興まちづくりに合わせたなりわいの再生を図るため、若者や女性をはじ

めとした、被災地での起業、第二創業及び新事業進出をしようとする者に

対して、事業計画の策定、販路開拓及び資金調達等の支援を実施 

32
いわてものづくり産業人材育

成事業 

内陸地域と沿岸県北地域とのものづくりネットワーク間の連携を強化し、

小中学生から企業人まで、多様で厚みのある産業集積を支える高度な産業

人材を育成 

33
ものづくり人材育成定着促進

モデル事業 

関係機関と連携し、高校生等に対する地元企業への理解促進や離職対策等

のモデル事業を実施 

43
三陸みらいの企業人材確保育

成事業 

震災復興後の沿岸地域経済を支える人材を確保・育成するため、地元就職

率の向上、進学者のＵターン就職の仕組みづくりや、Ｉターンの取組を推

進。あわせて、地域に就業した若者に対する人材育成の取組を推進。潜在

的な労働力である主婦層、シニア層向けに短時間労働による暮らしと仕事

が両立できる「三陸版働き方改革」を推進 

観光 
10 三陸ジオパーク活用強化事業費 

三陸ジオパークを活用し、三陸の復興、津波防災等について国際的に発信

するとともに、外国人を含めた来訪者の受入態勢を充実 

 

 

 

 

 

３つの 

原則 
10 分野 No. 事業名 事業概要 

「
安
全
」
の
確
保 

防災のま

ちづくり 
17

海岸保全施設等整備事業（養

浜） 

東日本大震災津波により流失した高田地区海岸の砂浜再生 

20 ＪＲ山田線復旧支援事業 

ＪＲ山田線（宮古・釜石間）に関し、平成 30 年度末に予定する三陸鉄道へ

の経営移管に向けての各種復旧工事の実施や円滑な業務の移管について、

JR 東日本や国と調整を図るとともに、経営移管後の支援策や利用促進策等

を検討・実施 

38 津波復興祈念公園整備事業 
東日本大震災津波の犠牲者を追悼・鎮魂し、震災の経験や教訓を継承する

とともに、市街地や利用者の安全を確保し、まちづくりと一体となった地

域の賑わいの再生に資する津波復興祈念公園を整備 

39
震災津波関連資料収集 

・活用等推進事業 

震災の記憶風化防止や教訓を生かすため、震災津波関連資料の収集を進め

るとともに、構築した「いわて震災津波アーカイブ～希望～」を活用し、

当該資料の利活用を促進 

40
震災津波伝承施設（仮称）整備

事業 

災害の歴史から学び、記憶や経験を語り継ぎ、将来に生かすため、国等の

関係機関と連携し、高田松原津波復興祈念公園内に震災津波伝承施設（仮

称）を整備 

人やモノの交流の活発化による創造的な地域づくりを促進 交流 
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３つの 

原則 
10 分野 No. 事業名 事業概要 

「
安
全
」
の
確
保 

交通ネッ

トワーク 
6/7

三陸復興道路整備事業 

・復興道路整備事業（直轄・県）

復興道路として、三陸沿岸地域の縦貫軸と内陸部と三陸沿岸地域を結ぶ横

断軸の高規格幹線道路等の整備を促進 

10
ＪＲ山田線復旧支援事業 

ＪＲ山田線（宮古・釜石間）に関し、平成 30 年度末に予定する三陸鉄道へ

の経営移管に向けての各種復旧工事の実施や円滑な業務の移管について、

JR 東日本や国と調整を図るとともに、経営移管後の支援策や利用促進策等

を検討・実施 

11
三陸復興道路整備事業 

・復興支援道路整備事業（改築）

復興支援道路として、内陸部から沿岸各都市等にアクセスする道路及び横

断軸間を南北に連絡する道路等について、交通支障箇所の改築等を実施 

12
三陸復興道路整備事業 

・復興関連道路整備事業（改築）

復興関連道路として、水産業の復興を支援する道路等について、交通支障

箇所等の改築等を実施 

「
暮
ら
し
」
の
再
建 

生活・雇

用 
19 いわてしごと人材創生事業 

県内外から人材を確保し、県内企業に定着するための求職者及び企業に対

する相談対応や情報発信などの支援を実施 

教育・文

化 15 被災ミュージアム再興事業 
東日本大震災津波により被災した市町村の博物館等の再興を図るため、博

物館が所蔵する文化財等（古文書、生物標本等）の修復や安定的な保管を

支援 

29 スポーツ振興戦略推進事業 
スポーツの振興による地域活性化を促進するため、東京 2020 オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会等の開催機運の醸成や、事前合宿誘致に向け

た取組等を実施 

30
ラグビーワールドカップ 2019

開催準備 

ラグビーワールドカップ2019TM日本大会の成功に向けて、釜石市と連携し、

開催機運の醸成や必要な準備を実施 

31
高田松原野外活動センター災

害復旧事業 

東日本大震災津波により甚大な被害を受けた高田松原野外活動センターに

代わる施設を整備 

地域コ

ミュニ

ティ 

4
被災地コミュニティ支援コー

ディネート事業 

市町村及び被災者支援を行う民間団体等の調整役となるコーディネーター

を配置し、被災地のコミュニティ形成が円滑に進むよう市町村を支援 

9
「いわて三陸復興のかけ橋」推

進事業 

東日本大震災津波からの復興を加速させるため、県内外の企業・団体等と

被災地の企業・団体等との復興支援マッチングや、復興支援ポータルサイ

ト「いわて三陸復興のかけ橋」等を活用した復興関連情報の発信、復興支

援マッチング及び復興関連情報の発信を効果的に実施するためのネット

ワーク強化等を実施 

「
な
り
わ
い
」
の
再
生 

水産業・

農林業 

 

21
いわて農林水産ブランド輸出

促進事業 

県産農林水産物の輸出の拡大に向けて、海外市場でのプロモーションのほ

か、通年取引に向けた海外フェア・現地商談会の開催などを実施 

22
いわてフードコミュニケー

ション推進事業 

「食の安心・安全」を基本とし本県ならではの地域資源を活用した新しい

ビジネス展開や販路開拓を促進し、本県食産業を高い付加価値と生産性を

持つ総合産業として育成 

23
いわて農林水産物海外プロ

モーション強化事業 

更なる輸出拡大を促進するため、新興有望市場である東南アジア等への農

林水産物輸出に向けたプロモーション活動を行うとともに、小ロット輸出

の取組等を通じた県内事業者への支援を実施 

36

いわての農林水産物まるごと

展開事業（いわて純情米マーケ

ティング戦略展開事業） 

農林水産業の生産体制の復旧・復興と歩調を合わせ、県産米の安定的な販

路の確保に向けて、米卸業者や実需者、消費者等へのＰＲや、量販店との

交流などを実施 

37

いわての農林水産物まるごと

展開事業（いわて純情園芸産品

販売戦略展開事業） 

農林水産業の生産体制の復旧・復興と歩調を合わせ、県産園芸産品の有利

販売を進めるため、消費者等へのＰＲや、産地と実需者等との安定的な取

引関係の構築を推進 

38

いわての農林水産物まるごと

展開事業（いわて畜産物ブラン

ド強化対策事業） 

農林水産業の生産体制の復旧・復興と歩調を合わせ、県産牛肉の有利販売

を進めるため、「いわて牛普及推進協議会」の行う普及啓発や消費拡大等の

取組を支援 

39
いわての食財ゲートウェイ構

築展開事業 

消費者に身近な販売店・飲食店との密接な関係のもと、岩手県産食材の差

別化と品質の確保により、「岩手県産ブランド」の評価を高めていくととも

に、継続的で利益性の高い多様な販路を構築し、農林漁業者の安定的な収

益を確保 

商工業 

8 国際経済交流推進事業 

東アジアをターゲットとした県内企業の海外におけるビジネスチャンスの

発掘、海外企業とのビジネスマッチングの支援、海外物産展等による県産

品の販路拡大を行い、国際的な事業活動の展開による地域経済の復興を支

援 

9 物産販路開拓事業 
東日本大震災津波により大きな打撃を受けた本県地場産業の復興支援のた

め、首都圏等での物産展を通して情報発信し、県産品の販路拡大と取引の

拡大を促進 

11
いわての食と工芸魅力拡大事

業 

風評被害の更なる払拭といわてブランドの確立に向け、県産品の販路拡大、

魅力向上及び新たな購買層の開拓につなげる取組を実施 

14
いわてフードコミュニケー

ション推進事業 

「食の安心・安全」を基本とし本県ならではの地域資源を活用した新しい

ビジネス展開や販路開拓を促進し、本県食産業を高い付加価値と生産性を

持つ総合産業として育成 
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 参考資料

３つの 

原則 
10 分野 No. 事業名 事業概要 

「
な
り
わ
い
」
の
再
生 

商工業 
16 北いわて産業振興事業費 

県北地域の主要産業である食産業及びアパレル産業の振興を図るため、農

林水産物を活用した商品開発・販路開拓や、縫製事業者の人材育成・販路

拡大等の取組支援、アパレル産業の魅力発信等を実施 

27 港湾利用促進事業 
平成30年6月に予定している宮古～室蘭間のフェリー就航に向けて受入態

勢等の整備や航路開設に向けた機運の醸成を図るため、港湾の利活用促進

に向けて荷主企業等のポートセールス等を実施 

31
新しい三陸の地域産業展開事

業 

高い労働生産性を有する強い製造業を育成するとともに、被災企業の経営

のイノベーションを推進し、強い経営体を育成。被災企業のビジネスの拡

大を図るため、「釜石港外貿ダイレクト航路」や「三陸沿岸道路」等を活用

した国内外とのビジネスを拡大 

43
三陸みらいの企業人材確保育

成事業 

震災復興後の沿岸地域経済を支える人材を確保・育成するため、地元就職

率の向上、進学者のＵターン就職の仕組みづくりや、Ｉターンの取組を推

進。あわせて、地域に就業した若者に対する人材育成の取組を推進。潜在

的な労働力である主婦層、シニア層向けに短時間労働による暮らしと仕事

が両立できる「三陸版働き方改革」を推進 

観光 
8

海岸保全施設等整備事業（養

浜） 

東日本大震災津波により流失した高田地区海岸の砂浜再生 

9 北いわて広域観光推進事業費 
県北地域の交流人口の拡大を図るため、観光客の総合的な受入窓口機能の

設置や、体験・交流型の観光メニュー等の整備、催事への出展等による観

光ＰＲ等を実施 

10 三陸ジオパーク活用強化事業費 
三陸ジオパークを活用し、三陸の復興、津波防災等について国際的に発信

するとともに、外国人を含めた来訪者の受入態勢を充実 

11 三陸沿岸観光新時代創造事業 
新たな大型観光ルートを国内外に広く情報発信するとともに、三陸沿岸の

各地に「宿泊と体験、食」を組み合わせた観光サービスゾーンを形成 

12 いわて花巻空港利用促進事業 

いわて花巻空港の路線の維持・拡充等及び利便性向上を図り、本県経済の

幅広い発展に資するため、官民一体となった利用促進を行う岩手県空港利

用促進協議会に負担金を支出し、震災後、復興支援で新たに就航した路線

等の利用を促進 

13 いわてへの定住・交流促進事業
被災地の復興や過疎地の活性化を担う「いわて復興応援隊」の受入れ等を

実施 

14 三陸総合振興推進事業 
三陸地域における交流人口の拡大や地域振興を図るため、推進体制の検討

や三陸防災復興博（仮称）の企画に係る事業を総合的に実施 

15 三陸観光地域づくり推進事業 
三陸の観光地域づくりを推進するため、ＤＭＯが主体となり、戦略的売り込みを展

開するために必要な調査や観光人材の育成等を実施 

16 いわてつながり強化事業 
復興支援で岩手に来た自治体職員など、全国の「岩手ファン」同士のつな

がりと交流を維持強化し、感謝の意を伝え、関係者相互の交流を図るため

シンポジウムを定例的に開催 

17 ふるさとづくり推進事業 全県的な移住推進体制の整備、移住相談窓口体制を充実 

18 いわて情報発信強化事業 
開かれた復興を目指し、国内外からの支援に対する感謝を伝え、震災を忘

れず応援し続けていただくため、復興に向かう岩手の姿や「黄金の國、い

わて。」に表現される岩手の魅力を継続的に発信 

19
いわて観光キャンペーン推進

協議会負担金 

沿岸を中心とした全県での観光振興に向けた全国への情報発信、誘客事業

の展開、地域主体の観光地づくりを推進 

20 観光事業推進費負担金 
観光客受入整備及び観光客への情報発信を実施する岩手県観光協会に対し

てその費用の一部を負担し、震災等による風評被害の払拭や世界遺産平泉

を中心とした本県観光の振興を推進 

21 復興ツーリズム推進事業 
震災学習を中心とした教育旅行及び企業研修旅行の誘致を促進するため、

受入態勢の整備や誘致活動を実施 

22 いわて三陸に行こう誘客促進事業
三陸地域への誘客促進を図るため、多彩な観光資源を生かした効果的なプ

ロモーションを実施し、受入態勢を整備 

23 外航クルーズ船誘致事業 
外航クルーズ船の誘致を目指し、商談会への参加や、セミナーの開催など

誘致に向けた機運を醸成 

24

食の魅力発信インバウンド促

進事業（食と産地の魅力ワール

ドワイド発信事業） 

外国人観光客を対象として、県産農林水産物の魅力（高級、高品質、季節

感等）を広く情報発信し、「いわて黄金食財」のブランドを確立 

25

食の魅力発信インバウンド促

進事業（食の takumi（匠)・食

文化発信事業） 

外国人観光客を対象として、岩手県食の匠が伝承する特徴的な郷土料理で

ある米、麦粉や雑穀文化等を体験できる観光モデルを整備 

26
みちのくコンベンション等誘

致促進事業 

国が実施するコンベンション等誘致の商談会に参加し、震災関連のコンベ

ンション等の誘致を促進 

27 東北観光推進事業 
東北観光に係る震災等による風評被害の払拭や認知度向上と国内・海外観

光客等の誘致を推進 

28
いわてインバウンド新時代戦

略事業 

ラグビーワールドカップ 2019TM、東京 2020 オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会等を見据え、戦略的・効果的なプロモーションを実施するとと

もに、個人旅行者増加に対応する受入態勢整備を支援 

29
北東北三県・北海道ソウル観光

推進事業 

観光分野を中心とした海外交流拠点を韓国に整備し、震災等による風評被

害の払拭や観光客の誘致拡大、物産の販路開拓、技術交流、文化交流等を

拡大 

30 北東北広域観光推進事業 
北東北三県が一体となり、震災復興に向けた国内外への観光振興事業を実

施し、北東北三県の広域観光を推進 
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 参考資料

 

 

 

３つの 

原則 
10 分野 No. 事業名 事業概要 

「
安
全
」
の
確
保 

防災のま

ちづくり 20 ＪＲ山田線復旧支援事業 

ＪＲ山田線（宮古・釜石間）に関し、平成 30 年度末に予定する三陸鉄道へ

の経営移管に向けての各種復旧工事の実施や円滑な業務の移管について、

JR 東日本や国と調整を図るとともに、経営移管後の支援策や利用促進策等

を検討・実施 

30 再生可能エネルギー導入促進事業

再生可能エネルギーの導入目標の達成に向け被災家屋等への太陽光発電の

導入支援、自立・分散型エネルギー供給体制の構築に向けた市町村等の取

組支援、大規模電源立地の促進、再生可能エネルギー導入促進のための普

及啓発を実施 

39
震災津波関連資料収集・活用等

推進事業 

震災の記憶風化防止や教訓を生かすため、震災津波関連資料の収集を進め

るとともに、構築した「いわて震災津波アーカイブ～希望～」を活用し、

当該資料の利活用を促進 

40
震災津波伝承施設（仮称）整備

事業 

災害の歴史から学び、記憶や経験を語り継ぎ、将来に生かすため、国等の

関係機関と連携し、高田松原津波復興祈念公園内に震災津波伝承施設（仮

称）を整備 

交通ネッ

トワーク 10 ＪＲ山田線復旧支援事業 

ＪＲ山田線（宮古・釜石間）に関し、平成 30 年度末に予定する三陸鉄道へ

の経営移管に向けての各種復旧工事の実施や円滑な業務の移管について、

JR 東日本や国と調整を図るとともに、経営移管後の支援策や利用促進策等

を検討・実施 

「
暮
ら
し
」
の
再
建 

生活・雇

用 5 総合的被災者相談支援事業 

被災者の生活再建に向けて、多様化する被災者からの相談・問い合わせに

総合的に対応するため、沿岸地区に設置した被災者相談支援センターを運

営するほか、専門家の派遣、相談支援担当者等への研修、被災者への情報

提供等を実施 

6
いわて内陸避難者支援セン

ター運営事業 

内陸及び県外へ避難している被災者の住まいの意向把握を沿岸市町村に代

わって行うとともに、再建方法を決めかねている被災者への相談対応など

を通じ、恒久住宅への移行を促進 

11 民生委員(児童委員)活動事業 
民生委員に対し、被災者支援に関する研修を行い、関係機関と連携した被

災者の見守り活動を充実強化 

12 災害公営住宅等整備事業 
東日本大震災津波により住宅を失った被災者の居住の安定を図るため、被

災者用の恒久的な住宅を供給 

22 いわてで働こう推進事業 
若者や女性の県内就職の一層の促進を図るため、「いわてで働こう推進協議

会」において、オール岩手で人材の確保や定着の取組を推進 

保健・医

療・福祉 21 地域包括ケア基盤確立事業 
地域包括ケアシステムの構築に向けた介護保険法改正後の新たな制度への

円滑な移行と安定的な運営を確保するため、県医師会など関係団体と連携

を図りながら市町村等を支援 

25
児童養育支援ネットワーク事

業（被災児童対策事業） 

被災児童等に対して適切な対応が図られるよう、沿岸 12 市町村を対象と

し、保育所職員、市町村職員、保護者等への研修を実施 

30 自殺対策緊急強化事業 

震災によるストレス等に起因した精神疾患の発症や生活上の困難等から自

殺者が増加するのではないかと懸念されていることから、民間団体による

傾聴サロン等の開設を支援するなど震災関連の自殺を防ぐための取組を官

民一体となって実施 

教育・文

化 

 

29 スポーツ振興戦略推進事業 
スポーツの振興による地域活性化を促進するため、東京 2020 オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会等の開催機運の醸成や、事前合宿誘致に向け

た取組等を実施 

30
ラグビーワールドカップ 2019

開催準備 

ラグビーワールドカップ2019TM日本大会の成功に向けて、釜石市と連携し、

開催機運の醸成や必要な準備を実施 

地域コ

ミュニ

ティ 

1
応急仮設住宅等地域コミュニ

ティ活性化事業 

応急仮設住宅等での住民相互のコミュニケーションの維持や地域コミュニ

ティを継続するための事業を、市町村、関係機関及びＮＰＯ等と連携して

実施 

3

多様な主体の連携による地域

コミュニティ支援事業 

・草の根コミュニティ再生支援事業

地域コミュニティの再生を図るため、コミュニティ活動の担い手育成、先

進的取組事例の紹介及び地域の課題解決に向けた支援等を実施 

5 災害時要援護者支援対策事業 

市町村において、高齢者や障がい者等の災害時要援護者の避難支援対策が

推進されるよう、市町村職員等を対象とした研修を実施し、福祉避難所の

指定・協定の促進について働きかけるほか、要援護者の把握や支援につい

て地域で検討するための福祉マップ作成を支援 

6
災害派遣福祉チーム派遣体制

強化事業 

避難所等で福祉・介護分野の応急支援調整などを担う「災害派遣福祉チー

ム」の設置に取り組むとともに、市町村の避難支援計画策定等の取組を支

援 

9
「いわて三陸復興のかけ橋」推

進事業 

東日本大震災津波からの復興を加速させるため、県内外の企業・団体等と

被災地の企業・団体等との復興支援マッチングや、復興支援ポータルサイ

ト「いわて三陸復興のかけ橋」等を活用した復興関連情報の発信、復興支

援マッチング及び復興関連情報の発信を効果的に実施するためのネット

ワーク強化等を実施 

多様な主体が連携し、復興などの取組を推進 連携 
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 参考資料

３つの 

原則 
10 分野 No. 事業名 事業概要 

「
暮
ら
し
」
の
再
建 

地 域 コ

ミ ュ ニ

ティ 
10

多様な主体の連携による地域

コミュニティ支援事業 

・ＮＰＯ等による復興支援事業

復興支援活動を行うＮＰＯ等に対し、活動費の助成及び運営力強化のため

の取組を実施 

  

11
いわて若者活躍支援事業費 若者グループが企画・実行する「地域の課題解決」や「元気創出活動」な

どの取組に関する提案を募集し、発想力豊かな優れた提案に助成 

13
地域福祉活動コーディネー

ター育成事業 

地域の生活課題に対応し、その解決に向けて関係団体等とネットワークを

築き、具体的なコミュニティーソーシャルワーク機能を担う地域福祉活動

コーディネーターを育成・支援 

市町村行

政機能 1
被災市町村行財政支援事業（職

員派遣） 

県及び県内市町村並びに県外の自治体等から被災市町村への職員派遣を調

整 

  

「
な
り
わ
い
」
の
再
生 

水産業・

農林業 
19 水産物産地強化促進事業 食の安全・安心に立脚した消費者から選ばれる産地づくりの構築や、水産

物の高付加価値化・販路開拓を支援 

20
いわて農商工連携推進事業 いわて農商工連携ファンド等により農林漁業者と中小企業者との連携によ

る新たな事業展開や、農林水産物の加工や流通・販売等に取り組むモデル

作りを支援 

42
いわて地域ぐるみ６次産業化

支援事業 

生産者や多様な事業者が連携して地域ぐるみで取り組む６次産業化を支援

商工業 
15

いわて農商工連携推進事業 いわて農商工連携ファンド等により農林漁業者と中小企業者との連携によ

る新たな事業展開や、農林水産物の加工や流通・販売等に取り組むモデル

作りを支援 

16
北いわて産業振興事業費 県北地域の主要産業である食産業及びアパレル産業の振興を図るため、農

林水産物を活用した商品開発・販路開拓や、縫製事業者の人材育成・販路

拡大等の取組支援、アパレル産業の魅力発信等を実施 

17
被災商店街にぎわい支援事業 東日本大震災津波により被災した地域の商業機能の回復と復旧した商店街

等の持続的な発展を図るため、アドバイザー派遣等を行い、商店街・共同

店舗の整備計画策定や新たに構築された商店街等のにぎわい創出に向けた

取組を支援 

28
自動車関連産業創出推進事業 本県ものづくり産業の牽引役である自動車関連産業の開発・生産拠点化に

向けて、設備投資や研究開発の支援、工程改善の指導、展示商談会の開催

などの取組を実施し、地場企業の参入や取引拡大を促進 

29
半導体関連産業創出推進事業 本県ものづくり産業の牽引役である半導体関連産業の集積促進を図るた

め、産学官連携による新産業開拓、技術高度化、取引拡大、新規参入等を

支援 

30 地域クラスター形成促進事業 県内の中核的企業と地場企業群とのサプライチェーンを構築し、地域経済

に好循環をもたらす「地域クラスター」の形成を促進 

32
いわてものづくり産業人材育

成事業 

内陸地域と沿岸県北地域とのものづくりネットワーク間の連携を強化し、

小中学生から企業人まで、多様で厚みのある産業集積を支える高度な産業

人材を育成 

33
ものづくり人材育成定着促進

モデル事業 

関係機関と連携し、高校生等に対する地元企業への理解促進や離職対策等

のモデル事業を実施 

34
医療機器関連産業創出推進事

業 

本県ものづくり産業の牽引役を目指す医療機器関連産業の集積促進を図る

ため、産学官連携による技術高度化、医工連携、取引拡大、新規参入等を

支援 

35
情報関連産業競争力強化事業 ものづくり産業の高付加価値化・高効率化に寄与する情報関連産業の競争

力強化を図るため、産学官連携による技術高度化、取引拡大、新規参入等

に関わる取組を支援 

42
ものづくり・ソフトウェア融合

技術者養成事業 

地域の産学官が連携し、「高度開発型のものづくり産業集積」の形成を促進

するため、ものづくりとソフトウェアの両面の知識を有する技術者の育成

を支援 

45

三陸海洋エネルギー研究開発

促進事業 

釜石市沖再生可能エネルギー実証フィールドにおいて、研究開発中の次世

代海洋エネルギー技術研究開発を契機として、県内企業による関連産業創

出を図っていくため、企業等が取り組む機器開発や洋上設置等の技術取得

に対して支援 

46

プロジェクト研究調査事業 東北の産業復興に向けて、ＩＬＣを核とした研究拠点の形成や関連産業の

集積、海外研究者受入のための環境整備などＩＬＣ建設に係る課題につい

て調査研究を進めるとともに、県内はもとより、東北や全国における理解

を増進 

47
洋上ウィンドファーム事業化

促進事業 

洋野町沖合海域における着床式洋上風力発電の事業化に向け、地域受入体

制の構築や環境・漁業への影響調査、関係者とのネットワーク強化等を実施

48
海洋研究拠点形成促進事業 これまで蓄積してきた海洋関連の研究成果の活用により被災地域の産業復

興を支援するため、地域の大学等と連携し、水産、水産加工、食品等に関

連した実用化研究を推進 

50
いわて戦略的研究開発推進事

業 

東日本大震災津波からの着実な復興を目指し、大学等の有望な研究シーズ

から、実用化まで一貫した支援を行うコーディネート体制の構築及び公募

競争型の研究開発支援事業を実施 

51
科学技術振興推進事業 東日本大震災津波からの着実な復興を目指し、自動車・半導体・医療機器

関連産業などに続く新たなものづくり産業の創出に向け、持続的なイノ

ベーションが創出できるよう、産学官金連携を強化 
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３つの 

原則 
10 分野 No. 事業名 事業概要 
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観光 10 三陸ジオパーク活用強化事業費 三陸ジオパークを活用し、三陸の復興、津波防災等について国際的に発信

するとともに、外国人を含めた来訪者の受入態勢を充実 

11 三陸沿岸観光新時代創造事業 新たな大型観光ルートを国内外に広く情報発信するとともに、三陸沿岸の

各地に「宿泊と体験、食」を組み合わせた観光サービスゾーンを形成 

14 三陸総合振興推進事業 
三陸地域における交流人口の拡大や地域振興を図るため、推進体制の検討

や三陸防災復興博（仮称）の企画に係る事業を総合的に実施 

19
いわて観光キャンペーン推進

協議会負担金 

沿岸を中心とした全県での観光振興に向けた全国への情報発信、誘客事業

の展開、地域主体の観光地づくりを推進 

20 観光事業推進費負担金 
観光客受入整備及び観光客への情報発信を実施する岩手県観光協会に対し

てその費用の一部を負担し、震災等による風評被害の払拭や世界遺産平泉

を中心とした本県観光の振興を推進 

22
いわて三陸に行こう誘客促進

事業 

三陸地域への誘客促進を図るため、多彩な観光資源を生かした効果的なプ

ロモーションを実施し、受入態勢を整備 
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